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規

則

■群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

会
計
整
理

第
一
節

伝
票
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）

第
二
節

帳
簿
組
織
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

第
三
節

勘
定
体
系
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
三
章

金
銭
出
納

第
一
節

通
則
（
第
十
九
条
―
第
二
十
六
条
）

第
二
節

収
入
（
第
二
十
七
条
―
第
五
十
四
条
）

第
三
節

支
出
（
第
五
十
五
条
―
第
九
十
七
条
）

第
四
節

振
替
（
第
九
十
八
条
―
第
百
二
条
）

第
五
節

預
り
金
及
び
預
り
有
価
証
券
（
第
百
三
条
―
第
百
八
条
）

第
六
節

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
（
第
百
九
条
―
第
百
二
十
八
条
）

第
四
章

た
な
卸
資
産

第
一
節

通
則
（
第
百
二
十
九
条
・
第
百
三
十
条
）

第
二
節

出
納
（
第
百
三
十
一
条
―
第
百
五
十
六
条
）

第
三
節

た
な
卸
（
第
百
五
十
七
条
―
第
百
六
十
一
条
）

第
五
章

た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
（
第
百
六
十
二
条
―
第
百
六
十
六
条
）

第
六
章

固
定
資
産

第
一
節

通
則
（
第
百
六
十
七
条
・
第
百
六
十
八
条
）

第
二
節

取
得
（
第
百
六
十
九
条
―
第
百
七
十
一
条
）

第
三
節

資
本
的
支
出
と
収
益
的
支
出
の
区
分
（
第
百
七
十
二
条
―
第
百
七
十
五
条
）

第
四
節

建
設
仮
勘
定
（
第
百
七
十
六
条
―
第
百
七
十
八
条
）

第
五
節

減
価
償
却
（
第
百
七
十
九
条
―
第
百
八
十
二
条
）

第
六
節

処
分
（
第
百
八
十
三
条
―
第
百
八
十
六
条
）

第
七
節

評
価
（
第
百
八
十
七
条
・
第
百
八
十
八
条
）

第
八
節

公
有
財
産
事
務
取
扱
（
第
百
八
十
九
条
）

第
七
章

資
金

第
一
節

資
金
計
画
（
第
百
九
十
条
・
第
百
九
十
一
条
）

第
二
節

資
金
運
用
（
第
百
九
十
二
条
・
第
百
九
十
三
条
）

第
八
章

リ
ー
ス
会
計
（
第
百
九
十
四
条
）

第
九
章

引
当
金
（
第
百
九
十
五
条
）

第
十
章

予
算

第
一
節

予
算
の
作
成
（
第
百
九
十
六
条
―
第
百
九
十
九
条
）

第
二
節

予
算
の
執
行
（
第
二
百
条
―
第
二
百
八
条
）

第
十
一
章

決
算

第
一
節

通
則
（
第
二
百
九
条
―
第
二
百
十
二
条
）

第
二
節

月
次
決
算
（
第
二
百
十
三
条
）

第
三
節

年
度
決
算
（
第
二
百
十
四
条
―
第
二
百
十
六
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
二
百
十
七
条
・
第
二
百
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県

条
例
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
流
域
下
水
道
事
業
の
財
務
に
関

し
、
法
令
そ
の
他
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八

号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

収
入
調
定
者

知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
収
入
を
調
定
す
る
者
を
い
う
。

二

支
出
負
担
行
為
担
当
者

知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
支
出
負
担
行
為
を
行
う
者
を
い
う
。

三

支
出
命
令
者

知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
支
出
を
命
令
す
る
者
を
い
う
。

四

振
替
決
定
者

知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
振
替
を
決
定
す
る
者
を
い
う
。

五

資
金
前
渡
職
員

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下

「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
前
渡
を
受
け
る
職
員
を
い
う
。

六

契
約
担
当
者

支
出
負
担
行
為
担
当
者
、
収
入
の
原
因
と
な
る
契
約
事
務
を
担
当
す
る
者
又

は
資
金
前
渡
職
員
を
い
う
。

七

物
品
管
理
者

知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
物
品
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。

八

部
長

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
。
以
下
「
行
政

組
織
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
九
号
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
の
長
を
い
う
。

九

課
長

行
政
組
織
規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
の
う
ち
下
水
環
境
課
長
を
い
う
。

十

所
長

行
政
組
織
規
則
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
の
う
ち
下
水
道
総
合
事
務
所

長
を
い
う
。

十
一

部

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第
九
号
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
を
い
う
。

十
二

課

行
政
組
織
規
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
下
水
環
境
課
を
い
う
。

十
三

所

行
政
組
織
規
則
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
下
水
道
総
合
事
務
所
を
い
う
。

十
四

金
銭

現
金
、
預
金
、
貯
金
及
び
政
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
を

い
う
。

十
五

事
業

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

流
域
下
水
道
事
業
を
い
う
。

十
六

出
納
取
扱
金
融
機
関

政
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
出
納
取
扱
金
融
機
関
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を
い
う
。

十
七

収
納
取
扱
金
融
機
関

政
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
収
納
取
扱
金
融
機
関

を
い
う
。

十
八

総
括
店

出
納
取
扱
金
融
機
関
に
お
け
る
公
金
の
収
納
及
び
支
払
の
事
務
を
総
括
す
る
出

納
取
扱
金
融
機
関
の
店
舗
を
い
う
。

十
九

統
括
店

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
の
勤
務
す
る
所
属
を
担
当
す
る
出
納
取
扱
金
融
機
関

の
店
舗
を
い
う
。

（
財
務
に
関
す
る
権
限
委
任
）

第
三
条

知
事
は
、
所
長
に
対
し
、
所
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
権
限
を
委
任

す
る
。

一

契
約
（
設
計
金
額
一
億
円
以
上
の
工
事
費
の
支
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

収
入
の
調
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

支
出
負
担
行
為
（
設
計
金
額
一
億
円
以
上
の
工
事
費
の
支
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

四

支
出
命
令
（
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
基
づ
い
て
行
う
支
出
命
令
を
含
む
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

五

振
替
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

六

預
り
金
の
出
納
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

七

物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

八

一
件
百
万
円
未
満
の
寄
附
物
品
（
負
担
付
の
も
の
を
除
く
。
）
の
取
得
に
関
す
る
こ
と
。

九

債
権
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
そ
の
権

限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
務
に
関
す
る
専
決
）

第
四
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
従
っ
て
、

当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
重
要
又
は
異
例
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

財
務
規
則
第
六
章
に
規
定
す
る
契
約
に
関
す
る
事
務

別
表
第
一

二

第
五
十
五
条
の
支
出
負
担
行
為
及
び
第
五
十
九
条
の
支
出
命
令

別
表
第
二

三

そ
の
他
の
事
務

別
表
第
三

２

所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

財
務
規
則
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
第
一
項

（
第
百
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
務

二

財
務
規
則
第
百
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
会
計
管
理
者
等
の
交
替
通
知
）

第
五
条

知
事
又
は
所
長
は
、
会
計
管
理
者
、
出
納
員
（
物
品
の
出
納
及
び
保
管
の
み
を
取
り
扱
う

者
を
除
く
。
）
の
任
命
又
は
交
替
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
任
命
又
は
交
替
の
年
月
日
並

び
に
職
及
び
氏
名
を
印
鑑
票
に
よ
り
統
括
店
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
善
管
注
意
義
務
）

第
六
条

会
計
管
理
者
、
出
納
員
、
会
計
職
員
及
び
資
金
前
渡
職
員
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を

も
っ
て
現
金
そ
の
他
の
資
産
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
に
対
す
る
検
査
）

第
七
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
政
令
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
出
納
取

扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
つ
い
て
定
期
検
査
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
臨
時
検

査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

会
計
整
理

第
一
節

伝
票

（
伝
票
に
よ
る
処
理
）

第
八
条

会
計
に
関
す
る
取
引
は
、
当
該
証
拠
書
類
に
基
づ
き
発
行
す
る
会
計
伝
票
（
以
下
「
伝

票
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
伝
票
の
種
類
）

第
九
条

伝
票
は
、
収
入
伝
票
、
支
出
伝
票
及
び
振
替
伝
票
の
三
種
類
と
す
る
。

２

収
入
伝
票
は
、
現
金
収
納
の
取
引
の
と
き
に
使
用
す
る
。

３

支
出
伝
票
は
、
現
金
支
出
の
取
引
の
と
き
に
使
用
す
る
。

４

振
替
伝
票
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
取
引
以
外
の
取
引
の
と
き
に
使
用
す
る
。

（
伝
票
の
発
行
）

第
十
条

収
入
調
定
者
、
支
出
命
令
者
及
び
振
替
決
定
者
は
、
当
該
取
引
の
証
拠
書
類
に
基
づ
き
遅

滞
な
く
伝
票
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

伝
票
は
、
取
引
一
件
ご
と
に
一
伝
票
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る

仕
訳
明
細
書
を
添
付
し
て
二
科
目
以
上
又
は
二
件
以
上
を
集
合
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

収
入
調
定
者
、
支
出
命
令
者
及
び
振
替
決
定
者
は
、
伝
票
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
証

拠
書
類
に
よ
り
、
取
引
が
正
当
で
、
計
算
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

伝
票
に
は
、
請
求
書
、
検
査
証
明
書
（
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
書
に
検
査
を
証
明
す

る
旨
を
記
入
し
た
も
の
）
等
取
引
の
正
当
な
こ
と
を
証
す
べ
き
証
拠
書
類
を
添
え
て
回
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
も
っ
て
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

伝
票
に
は
、
取
引
の
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
、
所
要
事
項
を
そ
の
摘
要
欄
に
記
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

伝
票
の
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
そ
の
訂
正
箇
所
に
訂
正
者
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
金
額
欄
の
数
字
は
、
こ
れ
を
訂
正
し
、
又
は
改
ざ
ん
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
伝
票
等
の
整
理
及
び
保
管
）

第
十
一
条

伝
票
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
一
連
の
整
理
番
号
を
付
し
、
原
則
と
し
て
次
の
区
分
に
よ

る
日
付
順
に
整
理
し
、
証
拠
書
類
と
と
も
に
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

一

収
入
伝
票

収
納
の
日

二

支
出
伝
票

支
払
の
日

三

振
替
伝
票

振
替
の
日

２

領
収
済
通
知
票
は
、
年
度
別
及
び
科
目
別
に
整
理
し
、
毎
月
処
理
し
た
日
の
順
序
に
ま
と
め
た

上
、
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
取
引
の
内
容
の
報
告
）

第
十
二
条

所
の
出
納
員
は
、
伝
票
に
記
載
さ
れ
た
取
引
内
容
を
翌
月
五
日
ま
で
に
課
の
出
納
員
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
勘
定
元
帳
の
作
成
及
び
整
理
）

第
十
三
条

課
長
は
、
伝
票
に
基
づ
い
て
毎
月
末
日
を
も
っ
て
総
勘
定
元
帳
を
作
成
し
、
事
業
年
度

分
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
総
勘
定
元
帳
は
、
款
、
項
、
目
、
節
及
び
細
節
の
科
目
に
よ
っ
て
作
成
す
る

も
の
と
す
る
。

第
二
節

帳
簿
組
織

（
帳
簿
の
種
類
及
び
保
管
）

第
十
四
条

課
長
、
所
長
又
は
出
納
員
は
、
必
要
に
応
じ
次
に
掲
げ
る
帳
簿
を
備
え
て
取
引
を
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

総
勘
定
元
帳

二

固
定
資
産
台
帳

三

現
金
預
金
出
納
簿

四

有
価
証
券
台
帳

五

貯
蔵
品
出
納
簿

六

経
過
勘
定
整
理
簿

七

備
品
及
び
消
耗
備
品
台
帳

八

消
耗
備
品
出
納
簿

九

収
入
予
算
台
帳

十

支
出
予
算
台
帳

十
一

収
入
予
算
整
理
簿

十
二

支
出
予
算
整
理
簿

十
三

起
債
台
帳

２

前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
に
つ
い
て

は
課
長
が
、
同
項
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
で
所
の
所
管
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
所
長
が
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
帳
簿
で
、
課
の
所

管
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
課
の
出
納
員
が
、
所
の
所
管
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
所
の
出
納
員

が
そ
れ
ぞ
れ
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
記
帳
の
原
則
）

第
十
五
条

帳
簿
は
、
伝
票
又
は
証
拠
書
類
に
よ
り
、
事
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
関
し
真

実
な
報
告
を
提
供
す
る
た
め
、
正
確
か
つ
明
瞭
に
記
帳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
総
勘
定
元
帳
以
外
の
帳
簿
の
記
載

を
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
は
消
耗
備
品
出
納
簿
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

記
載
す
る
事
項
の
内
容
が
総
勘
定
元
帳
に
記
載
す
る
事
項
の
内
容
と
重
複
す
る
と
き
。

二

消
耗
備
品
を
受
け
入
れ
た
後
直
ち
に
払
い
出
す
必
要
が
あ
る
と
き
。

（
帳
簿
の
照
合
）

第
十
六
条

総
勘
定
元
帳
及
び
相
互
に
関
連
す
る
帳
簿
は
、
随
時
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

勘
定
体
系

（
勘
定
科
目
）

第
十
七
条

経
理
は
、
全
て
の
取
引
を
別
表
第
六
に
掲
げ
る
勘
定
科
目
表
の
区
分
に
よ
り
仕
訳
整
理

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
科
目
の
記
載
）

第
十
八
条

決
議
書
類
に
は
、
所
属
年
度
、
予
算
科
目
及
び
必
要
が
あ
る
場
合
は
勘
定
科
目
を
記
載

し
、
伝
票
に
は
予
算
科
目
及
び
勘
定
科
目
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

金
銭
出
納

第
一
節

通
則

（
金
銭
の
出
納
）

第
十
九
条

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
は
、
金
銭
の
出
納
を
行
う
と
き
は
、
伝
票
を
確
認
し
て
か
ら

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
金
及
び
預
金
の
現
在
高
照
合
）

第
二
十
条

課
の
出
納
員
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
い
て
、
金
融
機
関
が
提
出
す
る
預
金
現
在
高
報

告
書
と
関
係
帳
簿
と
を
照
合
し
、
そ
の
残
高
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
現
金
預
金
現
在
高
調
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
銭
の
保
管
）

第
二
十
一
条

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
は
、
金
銭
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
に
預
け
入
れ

て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
管
す
べ
き
期
間
が
短
期
の
も
の
の
金
銭
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
預
け
入
れ
た
金
銭
を
資
金
区
分
及
び
預
金

口
座
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
は
、
前
項
の
資
金
区
分
及
び
預
金
口
座
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
金
融
機
関
に
預
金
組
替
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
が
自
ら
保
管
す
る
現
金
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用

す
る
。

（
印
鑑
の
届
出
）

第
二
十
二
条

知
事
、
会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
は
、
金
融
機
関
に
対
し
、
印
鑑
を
届
け
出
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
と
当
座
預
金
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
知
事
及
び
会
計
管
理

者
の
公
印
を
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
届
け
出
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
座
勘
定
借
越
契
約
）

第
二
十
三
条

知
事
は
、
支
払
資
金
に
充
て
る
た
め
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
と
当
座
勘
定
借
越
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
座
勘
定
借
越
契
約
に
よ
り
当
座
借
越
を
し
た
と
き
は
、
一

時
借
入
金
勘
定
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
長
は
、
普
通
預
金
口
座
に
受
け
入
れ
た
収
入
に
よ
り
借
越
額
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
銭
の
取
扱
）

第
二
十
四
条

事
業
に
係
る
金
銭
の
取
扱
い
は
、
会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
が
行
う
ほ
か
、
出
納
取

扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
委
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
有
価
証
券
の
取
扱
）

第
二
十
五
条

金
銭
以
外
の
有
価
証
券
は
、
金
銭
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
首
標
金
額
の
表
示
等
）

第
二
十
六
条

伝
票
、
納
入
通
知
書
等
、
小
切
手
、
送
金
通
知
書
そ
の
他
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る

証
拠
書
類
の
首
標
金
額
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
、
及
び
表
示
し

た
金
額
の
前
に
「
￥
」
の
記
号
を
冠
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

２

漢
数
字
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
「
一
」
、
「
二
」
、
「
三
」
又
は
「
十
」
を

表
示
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
壱
」
、
「
弐
」
、
「
参
」
又
は
「
拾
」
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
節

収
入

（
調
定
）

第
二
十
七
条

収
入
調
定
者
は
、
収
入
を
調
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査

し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

収
入
が
法
令
、
又
は
契
約
等
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。

二

収
入
の
所
属
年
度
及
び
収
入
科
目
は
誤
っ
て
い
な
い
か
。

三

納
入
す
べ
き
金
額
は
、
法
令
又
は
契
約
等
に
照
ら
し
、
そ
の
算
定
を
誤
っ
て
い
な
い
か
。

四

納
人
は
、
法
令
又
は
契
約
等
に
照
ら
し
、
適
正
な
者
で
あ
る
か
。

五

納
期
限
及
び
納
付
場
所
は
、
法
令
又
は
契
約
等
に
照
ら
し
、
適
正
で
あ
る
か
。

六

そ
の
他
必
要
事
項

２

前
項
に
規
定
す
る
調
定
は
、
金
額
の
算
定
基
礎
等
を
記
載
し
た
決
議
書
類
に
基
づ
い
て
収
入
伝

票
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
後
調
定
）

第
二
十
八
条

収
入
調
定
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
定
を
行
う
前
に
納
人
が
収
入
金
を
会
計
管

理
者
又
は
出
納
員
に
納
付
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
か
ら
送
付
さ
れ
た
領
収
証
書

に
基
づ
い
て
調
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
納
金
の
調
定
）

第
二
十
九
条

収
入
調
定
者
は
、
収
入
金
に
つ
い
て
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
処
分
又
は
特
約
を
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
又
は
特
約
に
基
づ
い
て
、
納
期
の
二
十
日
前
ま
で
に
、
当
該

期
間
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
調
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
定
の
変
更
）

第
三
十
条

収
入
調
定
者
は
、
調
定
し
た
後
に
お
い
て
法
令
の
規
定
、
契
約
の
変
更
そ
の
他
の
理
由

に
よ
り
、
調
定
金
額
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
増
加
額
又
は
減
少

額
に
つ
い
て
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
調
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
定
の
通
知
）

第
三
十
一
条

収
入
調
定
者
は
、
収
入
の
調
定
を
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
調
定

の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
課
に
あ
っ
て
は
会
計
管
理
者
が
収
入
予
算

整
理
簿
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
に
代
え
、
所
に
あ
っ
て
は
収
入
調
定
者
が
収
入
伝
票
を
出

納
員
に
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
文
書
に
よ
る
通
知
）

第
三
十
二
条

収
入
調
定
者
は
、
調
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
納
人
に
対
し
て
納
入
通
知
書
（
納
入

通
知
書
・
領
収
証
書
、
領
収
済
通
知
票
及
び
振
込
依
頼
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
調
定
を
し
た
と
き
及
び
第
三
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
納
付
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
入
通
知
書
を
送
付
し
た
も
の
で
、
か
つ
収
納
未
済
の
も
の
に
つ
い
て
、

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
減
少
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
調
定
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
当
該

納
人
に
対
し
て
、
先
に
送
付
し
た
納
入
通
知
書
を
取
り
消
す
旨
の
通
知
を
す
る
と
と
も
に
、
変
更

さ
れ
た
金
額
に
よ
る
納
入
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
納
入
通
知
書
に
記
載
す
る
納
期
限
は
、
法
令
、
契
約
そ
の
他
特
別
に
定
め

の
あ
る
も
の
を
除
き
、
納
入
通
知
書
の
発
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
の
日
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
納
期
限
が
休
日
（
日
曜
日
又
は
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四

十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日

後
に
お
い
て
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
を
納
期
限
と
す
る
。

（
口
頭
に
よ
る
通
知
）

第
三
十
三
条

収
入
調
定
者
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
納

人
に
対
し
、
口
頭
に
よ
り
、
納
入
す
べ
き
金
額
そ
の
他
納
入
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
通
知
し
て
、

直
接
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
に
よ
る
通
知
）

第
三
十
四
条

収
入
調
定
者
は
、
送
付
し
た
納
入
通
知
書
が
、
そ
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
納
人
の
住

所
又
は
居
所
の
不
明
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
返
戻
さ
れ
た
場
合
は
、
公
示
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
納
入
通
知
書
の
再
発
行
）

第
三
十
五
条

収
入
調
定
者
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
て
納
付
し
難
い

旨
の
届
け
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
更
に
納
入
通
知
書
を
作
成
し
、
当
該
納
入
通

知
書
の
上
部
余
白
に
「
再
発
行
」
と
朱
書
し
て
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

納
期
限
は
、
す
で
に
送
付
し
た
納
期
限
と
同
一
の
期
限
と
す
る
。

２

収
入
調
定
者
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
が
当
該
収
納

金
の
一
部
を
直
接
収
納
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
そ
の
残
額
を
記
載
し
た
納
入
通

知
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
納
付
の
方
法
）

第
三
十
六
条

納
入
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
に
現
金
を
添
え
て
納
期
限
ま
で
に
出
納

取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
直
ち
に
現
金
を
会
計
管
理
者
又
は

出
納
員
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
切
手
等
に
よ
る
納
付
）

第
三
十
七
条

納
入
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
者
は
、
現
金
に
代
え
て
次
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す

る
小
切
手
そ
の
他
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
小
切
手
と
同
程
度
の
支
払
の

確
実
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
小
切
手
等
」
と
い
う
。
）
を

も
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

持
参
人
払
式
の
も
の
又
は
会
計
管
理
者
若
し
く
は
出
納
取
扱
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
取
扱

金
融
機
関
を
受
取
人
と
す
る
も
の
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二

額
面
金
額
が
納
付
金
額
を
超
え
な
い
も
の

三

支
払
人
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
が
加
入
し
て
い
る
手
形
交

換
所
に
加
入
し
て
い
る
金
融
機
関
又
は
当
該
金
融
機
関
に
手
形
交
換
を
委
託
し
て
い
る
金
融
機

関
で
あ
る
も
の

四

支
払
地
は
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
所
在
す
る
都
府
県
内
で
あ
る
も

の
五

権
利
の
行
使
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
支
払
の
た
め
の
提
示
又
は
支
払
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

２

無
記
名
式
の
国
債
若
し
く
は
地
方
債
又
は
こ
れ
ら
の
利
札
で
支
払
期
日
の
到
来
し
た
も
の
は
、

前
項
の
規
定
に
準
じ
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

第
三
十
八
条

納
人
は
、
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
付
金
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
預
金

口
座
を
設
け
て
い
る
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
請
求
し
て
、
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
に
つ
い
て
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
納
人
は
、
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
口
座
振

替
に
必
要
な
事
項
を
収
入
調
定
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

収
入
調
定
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
納
入
通
知
書
を
当
該
出
納
取

扱
金
融
機
関
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
要
件
、
手
続
及
び
帳
票
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

（
直
接
収
納
）

第
三
十
九
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
次
に
掲
げ
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
直
接
収
納
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
自
治
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
百
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
の
通
知
を
必
要
と
し
な
い
収
入

二

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
納
入
の
通
知
に
係
る
収
入

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
納
入
通
知
書
又
は
返
納
通
知
書
（
返
納
通
知
書
・
領
収
証
書
、

戻
入
済
通
知
票
及
び
戻
入
受
入
票
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
付
を
受
け
た
納
人
か
ら
当
該
収

入
金
額
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
納
付
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
直
接
収
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
現
金
払
込

書
（
現
金
払
込
書
、
領
収
証
書
及
び
領
収
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
行
し
て
、
領
収
証
を

納
人
に
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
現
金
預
金
出
納
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
等
に
よ
る
収
納
）

第
四
十
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
納
人
か
ら
収
納
金
を
小
切
手
等
に
よ
り
納
付
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
を
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
小
切
手
等
が
有
効
期
間
満
了
に

近
づ
い
た
も
の
又
は
支
払
が
確
実
で
な
い
も
の
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
領
を
拒
む

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

領
収
証
に
「
小
切
手
等
受
領
」
と
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
金
の
払
込
み
）

第
四
十
一
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
収
入
金
を
現
金
で
収
納
し
た
場
合
は
、
即
日
現
金
払

込
書
に
よ
り
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
取
扱
時
間
後
に
収
納
し
た
場
合
、
遠

隔
の
地
で
収
納
し
た
場
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
即
日
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
翌

日
（
翌
日
が
金
融
機
関
の
休
日
の
場
合
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）
ま

で
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
を
し
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融

機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
か
ら
領
収
証
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
収
入
金
を
小
切
手
等
で
収
納
し
た
場
合
は
、
当
該
小
切
手
等
を

小
切
手
等
取
立
依
頼
書
（
小
切
手
等
取
立
依
頼
書
、
小
切
手
等
取
立
済
通
知
書
及
び
小
切
手
等
取

立
引
受
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
添
え
て
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
決
済
）

第
四
十
二
条

収
納
の
決
済
時
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
が
、
現
金
を
領
収
し
た
と
き
若
し
く

は
小
切
手
等
を
受
領
し
た
と
き
又
は
収
入
金
が
納
入
通
知
書
に
よ
り
出
納
取
扱
金
融
機
関
若
し
く

は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
き
と
す
る
。

（
領
収
済
通
知
票
の
送
付
）

第
四
十
三
条

会
計
管
理
者
は
、
第
百
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
括
店
か
ら
領
収
済
通
知
票

の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
課
の
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
の
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
領
収
済
通
知
票
の
う
ち
、
所
の
所
管
に
属

す
る
も
の
に
つ
い
て
、
所
の
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
の
出
納
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
領
収
済
通
知
票
の
う
ち
、
課
の
所
管
に

属
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
課
の
収
入
調
定
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

所
の
出
納
員
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
領
収
済
通
知
票
に
つ
い
て
、
所
の
収
入

調
定
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
っ
た
場
合
の
措
置
）

第
四
十
四
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
か
ら

不
渡
小
切
手
を
添
え
た
小
切
手
不
渡
報
告
書
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
収
入
は
初
め
か
ら

納
付
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
直
ち
に
当
該
納
人
に
対
し
て
小
切
手
不
渡
通
知
書
を
送
付
す

る
と
と
も
に
、
収
入
調
定
者
に
対
し
て
収
納
取
消
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
納
人
の
請
求
に
よ
り
不
渡
小
切
手
を
還
付
す
る
場
合
は
、
受
領

書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

収
入
調
定
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
納
取
消
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ

を
調
査
し
、
納
入
通
知
書
を
送
付
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
第
三
十
五
条
の
規
定
に

準
じ
て
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

第
四
十
五
条

知
事
又
は
所
長
は
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
私
人
に
対
し
地
方
公
営
企
業
の
業

務
に
係
る
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
務
の
内
容
及
び
手

続
を
明
ら
か
に
し
て
委
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
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か
じ
め
会
計
管
理
者
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
計
管
理
者
に
協
議
す
る
こ
と
に

よ
り
、
会
計
管
理
者
へ
の
合
議
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
徴
収
事
務
等
受
託
者
に
よ
る
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
）

第
四
十
六
条

法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け

た
者
（
以
下
「
徴
収
事
務
等
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
金
を
直
接
徴
収
し
、
又
は
収
納
し
た

と
き
は
、
領
収
書
を
納
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

徴
収
事
務
等
受
託
者
は
、
徴
収
し
、
又
は
収
納
し
た
収
入
金
を
領
収
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
、

委
託
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
委
託
契
約
に
払
込
み
の
期
日
に
つ
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
徴
収
事
務
等
受
託
者
は
、
徴
収
し
、
又
は
収
納
し
た
収
入
金
の
内
容

を
示
す
計
算
書
を
、
委
託
契
約
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
知
事
又
は
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
委
託
の
告
示
）

第
四
十
七
条

政
令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。
委
託
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
在

地
及
び
名
称
）

二

委
託
し
た
事
務
の
内
容

三

委
託
期
間

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
納
入
の
督
促
）

第
四
十
八
条

収
入
調
定
者
は
、
納
人
が
収
入
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
納
期
限

後
二
十
日
以
内
に
新
た
に
期
限
を
指
定
し
て
督
促
状
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
督
促
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
期
限
は
、
督
促
状
の
発
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
の
日
と
す

る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
十
五
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
収
入
の
還
付
）

第
四
十
九
条

収
入
調
定
者
は
、
納
付
金
を
過
納
し
又
は
誤
納
し
た
納
人
か
ら
当
該
過
納
し
、
若
し

く
は
誤
納
し
た
金
額
の
還
付
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
正
当
と
認

め
た
と
き
又
は
過
納
若
し
く
は
誤
納
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
決
議
書
類
に
基
づ
き
支

出
伝
票
を
発
行
し
、
決
議
書
類
と
と
も
に
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

過
納
又
は
誤
納
と
な
っ
た
金
額
の
還
付
は
、
当
該
収
入
し
た
収
入
科
目
か
ら
還
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
過
年
度
に
属
す
る
収
入
の
過
誤
納
金
の
還
付
は
、
過
年
度
に
属
す
る
費
用

と
し
て
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
伝
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、

こ
れ
を
審
査
し
、
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
経
費
支
払
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
納
人
に
還
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

収
入
調
定
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
決
定
し
た
場
合
は
、
納
人
に
対
し
、
直
ち
に
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
し
た
と
き
は
、
支
出
伝
票
を
収
入

調
定
者
に
返
送
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
更
正
）

第
五
十
条

収
入
調
定
者
は
、
調
定
し
た
収
入
の
収
入
科
目
、
所
属
年
度
又
は
会
計
名
に
つ
い
て
誤

り
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
決
議
書
類
に
基
づ
い
て
振
替
伝
票
を
作
成
し
、
こ
れ
を
会
計
管

理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
振
替
伝
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
更

正
の
手
続
を
し
、
資
金
区
分
の
更
正
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
統
括
店
に
預
金
組
替
通
知
書
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
が
会
計
管
理
者
又
は
当
該
出
納
員
の
管
理
に
属
さ
な
い

収
入
金
を
収
納
し
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
統
括
店
に
預
金
組
替
通
知
書
を
送
付
し

て
更
正
の
手
続
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
損
処
分
）

第
五
十
一
条

収
入
調
定
者
は
、
法
令
若
し
く
は
条
例
の
特
別
の
定
め
又
は
議
会
の
議
決
に
よ
っ
て

債
権
を
放
棄
し
、
又
は
時
効
に
よ
り
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
等
、
債
権
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
な

い
ま
ま
そ
の
徴
収
権
を
消
滅
さ
せ
る
手
続
（
以
下
「
欠
損
処
分
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
当
該
債
権
に
係
る
収
入
金
の
調
定
年
月
日
、
金
額
、
科
目
、
納
期
限
、
債
務
者
の
住
所

及
び
氏
名
、
当
該
欠
損
処
分
を
す
べ
き
理
由
並
び
に
当
該
債
権
に
関
す
る
調
査
の
結
果
を
記
載
し

た
書
類
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
入
調
定
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
損
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
債
権
管
理
簿

に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
振
替
伝
票
に
欠
損
処
分
調
書
を
添
え
て
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
殺
）

第
五
十
二
条

収
入
調
定
者
は
、
県
の
有
す
る
債
権
と
相
手
方
の
有
す
る
債
権
を
相
殺
す
る
と
き
は
、

相
殺
額
に
つ
い
て
第
九
十
八
条
の
規
定
に
準
じ
て
振
替
伝
票
に
て
振
替
を
行
う
こ
と
と
し
、
相
殺

し
た
差
額
に
つ
い
て
収
入
又
は
支
出
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
年
度
収
益
）

第
五
十
三
条

課
長
又
は
所
長
は
、
過
年
度
に
属
す
る
収
益
の
う
ち
決
算
に
お
い
て
未
収
金
と
し
て

経
理
し
な
か
っ
た
も
の
を
受
け
入
れ
る
と
き
は
、
過
年
度
収
入
と
し
て
受
け
入
れ
特
別
利
益
に
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
が
少
額
の
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度

の
収
益
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
収
入
未
済
額
の
振
替
）

第
五
十
四
条

収
入
調
定
者
は
、
第
九
十
九
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
年
度
の
末

日
ま
で
に
収
納
に
な
ら
な
い
債
権
が
あ
る
と
き
は
、
決
議
書
類
に
基
づ
き
収
入
伝
票
に
未
収
金
調

書
を
添
え
て
振
替
伝
票
の
作
成
を
行
い
、
当
該
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
未
収
金
勘
定
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

支
出

（
支
出
負
担
行
為
の
決
議
）
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第
五
十
五
条

支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
す
る
と
き
は
、
別
に
訓
令
で
定
め
る

回
議
用
紙
又
は
物
品
購
入
等
伺
書
に
よ
り
、
支
出
負
担
行
為
の
決
議
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い

て
は
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票
に
よ
り
、
支
出

負
担
行
為
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

支
出
負
担
行
為
を
整
理
す
る
時
期
、
支
出
負
担
行
為
の
範
囲
及
び
支
出
負
担
行
為
の
決
議
に
添

付
す
べ
き
主
な
書
類
は
、
別
表
第
四
支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

に
定
め
る
区
分
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

に
定
め
る
経
費
に
係
る
支
出
負
担

行
為
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
定
め
る
区
分
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
負
担
行
為
済
み
の
通
知
）

第
五
十
六
条

課
の
支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
、
所
に
お

い
て
支
出
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
所
長
に
対
し
て
支
出
負
担
行
為
済
通
知
書
を
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
書
に
よ
る
支
出
の
原
則
）

第
五
十
七
条

支
出
は
、
債
権
者
そ
の
他
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
「
債
権
者
等
」
と
い

う
。
）
か
ら
の
請
求
書
（
債
権
者
が
代
理
人
に
請
求
又
は
領
収
す
る
権
限
を
委
任
し
て
い
る
場
合

は
委
任
状
、
債
権
の
譲
渡
又
は
承
認
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た
も

の
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
書
に
よ
る
支
出
の
原
則
の
例
外
）

第
五
十
八
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
債
権
者
等
か
ら
の
請
求
書
に

よ
ら
な
い
で
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

給
料
、
報
酬
又
は
報
償
費
で
、
請
求
書
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

官
公
署
の
発
行
し
た
納
付
通
知
書
に
よ
る
も
の

三

法
令
に
基
づ
い
て
支
出
す
る
交
付
金

四

前
渡
金

五

投
資
及
び
出
資
金

六

還
付
金
、
還
付
加
算
金
及
び
遅
延
利
子

七

補
助
金
及
び
負
担
金

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
請
求
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
又
は
請
求
書
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
支
出
命
令
）

第
五
十
九
条

支
出
命
令
者
は
、
経
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
事
項
を
調
査
し
、
関
係
書
類
に
基
づ
き
支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票
を
作
成
し
、
こ
れ
を

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
出
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
出
命
令
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票
を
送
付
す
る
場
合
は
、
支
出

伝
票
及
び
振
替
伝
票
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
当
該
支
出
命
令
に
係
る
支
出
負
担
行
為
の

決
議
書
類
又
は
支
出
負
担
行
為
済
通
知
書
と
と
も
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
書
そ
の
他
の
債
務
の
確
認
に
関
す
る
書
類

二

納
品
書
そ
の
他
の
契
約
の
履
行
の
確
認
に
関
す
る
書
類
（
通
常
の
取
引
に
お
い
て
納
品
書
が

作
成
さ
れ
な
い
場
合
で
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

三

財
務
規
則
第
百
九
十
六
条
に
規
定
す
る
検
査
調
書

四

自
治
法
施
行
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
前
金
払
を
す
る
経
費
に
あ
っ
て
は
、
公
共
工
事

の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
保
証
事
業
会
社
に
よ
る
保
証
証
書

五

補
助
金
に
あ
っ
て
は
、
交
付
決
定
通
知
書
又
は
額
の
確
定
通
知
書
の
写
し

六

法
令
に
基
づ
い
て
支
出
す
る
交
付
金
及
び
交
付
の
決
定
に
基
づ
い
て
支
出
す
る
負
担
金
に
あ

っ
て
は
、
交
付
決
定
通
知
書
の
写
し

七

そ
の
他
の
証
拠
書
類

（
支
出
負
担
行
為
の
審
査
、
確
認
等
）

第
六
十
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
支
出
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
支
出
負
担
行
為
の
決
議
書
類
又
は
支
出
負
担
行
為
済
通
知
書
と
支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票

の
内
容
と
を
審
査
し
、
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

支
出
の
事
業
年
度
所
属
区
分
が
適
当
か
。

二

支
出
科
目
が
適
当
か
。

三

予
算
の
配
当
額
の
範
囲
内
か
。

四

予
算
の
目
的
に
適
合
し
て
い
る
か
。

五

債
権
者
等
が
正
当
か
。

六

金
額
の
算
定
が
適
当
か
。

七

契
約
締
結
の
方
法
が
適
法
か
。

八

相
手
方
が
契
約
上
の
債
務
を
履
行
し
た
か
。

九

支
出
の
原
因
と
な
る
行
為
に
基
づ
い
て
県
の
債
務
が
確
定
し
て
い
る
か
。

十

支
払
方
法
及
び
支
払
時
期
が
適
当
か
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
等
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
実
地

調
査
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

３

出
納
員
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
会
計
管
理
者
へ
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
の
確
認
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
の
振
出
し
）

第
六
十
一
条

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
の
た
め
で
な
け
れ
ば
小
切
手
を
振
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
支
払
資
金
の
交
付
）

第
六
十
二
条

会
計
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
支
払
の
た
め
に
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
支
払
資
金
を

交
付
す
る
場
合
は
、
統
括
店
に
資
金
交
付
書
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
払

二

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
隔
地
払

三

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
口
座
振
替

（
資
金
交
付
書
の
記
載
事
項
）

第
六
十
三
条

会
計
管
理
者
は
、
そ
の
発
行
す
る
資
金
交
付
書
に
、
事
業
年
度
、
会
計
名
、
件
数
、
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金
額
、
支
払
指
定
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
交
付
書
の
記
名
及
び
押
印
）

第
六
十
四
条

会
計
管
理
者
は
、
資
金
交
付
書
を
発
行
す
る
場
合
は
、
そ
の
職
及
び
氏
名
を
記
載
し
、

公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
交
付
書
の
交
付
）

第
六
十
五
条

会
計
管
理
者
は
、
支
払
日
を
指
定
し
て
、
事
前
に
資
金
交
付
書
を
統
括
店
に
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
計
管
理
者
は
、
資
金
交
付
書
を
統
括
店
に
交
付
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
資
金
受
領
書
を
添
え
、

当
該
資
金
受
領
書
に
統
括
店
の
受
領
印
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。

（
記
載
事
項
の
訂
正
）

第
六
十
六
条

資
金
交
付
書
の
記
載
金
額
は
、
訂
正
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

資
金
交
付
書
の
記
載
金
額
以
外
の
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
場
合
は
、
そ
の
訂
正
を
要
す
る
部
分

に
二
線
を
引
き
、
そ
の
上
部
又
は
右
側
に
正
書
し
、
か
つ
、
当
該
資
金
交
付
書
の
余
白
に
訂
正
し

た
旨
及
び
訂
正
し
た
文
字
の
数
を
記
載
し
て
、
会
計
管
理
者
の
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
依
頼
）

第
六
十
七
条

会
計
管
理
者
は
、
支
出
す
る
と
き
は
、
支
払
日
を
指
定
し
て
次
条
第
二
項
、
第
六
十

九
条
及
び
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
統
括
店
に
支
払
の
依
頼
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
行
っ
た
と
き
は
、
支
払
確
認
表
を
作
成
す
る
も

の
と
す
る
。

（
直
接
払
）

第
六
十
八
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
債
権
者
等
か
ら
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
出
納
取
扱
金

融
機
関
を
し
て
現
金
で
支
払
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
（
以
下
「
直
接
払
」
と
い
う
。
）
を

行
う
場
合
は
、
口
頭
そ
の
他
適
宜
の
方
法
に
よ
り
債
権
者
等
に
支
払
の
通
知
を
行
い
、
債
権
者
等

が
出
頭
し
た
と
き
に
、
債
権
者
等
が
受
領
に
使
用
す
る
印
鑑
を
支
払
依
頼
票
に
押
印
さ
せ
、
支
出

伝
票
に
添
付
し
て
あ
る
請
求
書
そ
の
他
支
出
を
証
す
る
書
類
に
基
づ
き
印
鑑
照
合
等
を
行
い
、
正

当
な
債
権
者
等
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
を
債
権
者
等
に
交
付
す
る
と
と
も
に
、

直
ち
に
支
払
依
頼
票
を
統
括
店
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
隔
地
払
）

第
六
十
九
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
隔
地
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
払
通
知
書
を

債
権
者
等
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
支
払
依
頼
票
及
び
支
払
案
内
票
を
統
括
店
に
交
付
し
、
支
払

の
依
頼
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
支
払
場
所
を
出
納
取
扱
金
融
機
関
と
為
替
取
引
契
約
を

し
て
い
る
金
融
機
関
と
し
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
を
統
括
店
に
交
付
し
、
統
括
店
か
ら
債
権
者

等
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
支
払
場
所
の
指
定
）

第
七
十
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
隔
地
払
の
支
払
場
所
を
指
定
す
る
と
き
は
、
出
納
取
扱

金
融
機
関
又
は
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
金
融
機
関
で
債
権
者
等
に
と
っ
て
便
利
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
）

第
七
十
一
条

会
計
管
理
者
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
全
国
銀
行
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
た
為
替
取
引
及
び
資
金
決
済
が
可
能
な
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
統
括
店
を
し
て
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

債
権
者
等
か
ら
文
書
を
も
っ
て
口
座
振
替
の
申
出
（
当
該
支
払
に
係
る
請
求
書
に
そ
の
旨
を

記
載
し
て
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
場
合

二

国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
公
社
、
公
団
そ
の
他
の
団
体
が
発
行

し
た
納
付
通
知
書
に
よ
り
支
払
を
す
る
場
合

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
給
与
を
口
座
振
替
に
よ
り
支
払
う
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
等
が

振
替
先
と
し
て
指
定
で
き
る
金
融
機
関
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
知
事
が
指
定
し
た
金
融
機

関
と
す
る
。

（
口
座
振
替
の
手
続
）

第
七
十
二
条

会
計
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
支
払
依
頼
票
、
総
合
振
込
依
頼
書
又
は
支
払
依
頼
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
統
括
店
に
交
付
し
て

支
払
の
依
頼
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
払

証
を
作
成
し
、
こ
れ
に
納
付
通
知
書
を
添
え
て
統
括
店
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
支
払
証
は
、
所
の
出
納
員
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

所
の
出
納
員
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
証
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に

納
付
通
知
書
を
添
え
て
統
括
店
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
払
依
頼
事
項
等
の
訂
正
）

第
七
十
三
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
命
令
を
し
た
後
、
支
払
依
頼
票
の
記
載
事
項
の
う
ち
金
額
以

外
の
も
の
に
つ
い
て
訂
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
支
出
命
令

訂
正
依
頼
書
に
よ
り
訂
正
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
の
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
命
令
訂
正
依
頼
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
そ

の
内
容
を
課
の
出
納
員
に
通
知
し
て
、
そ
の
訂
正
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
の
出
納
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
命
令
訂
正
依
頼
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

統
括
店
に
対
し
て
支
払
訂
正
依
頼
書
を
送
付
し
、
そ
の
訂
正
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
支
払
通
知
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
金
額
以
外
の
も
の
を
訂
正
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
等
に
支
払
通
知
書
を
提
出
さ
せ
て
こ
れ
を
訂
正
し
た
後
に
返
送
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
通
知
書
の
再
発
行
）

第
七
十
四
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
債
権
者
等
に
送
付
し
た
支
払
通
知
書
で
発
行
日
か
ら

一
年
以
内
の
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
支
払
通
知
書
を
再
発
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
発
行
す
る
支
払
通
知
書
は
、
先
に
発
行
し
た
も
の
と
同
一

の
発
行
番
号
、
年
月
日
、
金
額
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
表
面
の
余
白
に
「
再
発
行
」
の
表
示
を
す

る
も
の
と
す
る
。

一

債
権
者
等
か
ら
当
該
支
払
通
知
書
を
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
た
た
め
に
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た

こ
と
を
理
由
に
、
当
該
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
た
支
払
通
知
書
を
添
え
て
支
払
通
知
書
再
発
行

請
求
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
。
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二

債
権
者
等
か
ら
支
払
通
知
書
を
紛
失
し
た
こ
と
又
は
債
権
者
等
に
送
付
し
た
納
入
通
知
書
が

到
達
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
支
払
場
所
で
あ
る
統
括
店
の
未
払
証
明
が
あ
る
支
払
通
知
書
再

発
行
請
求
書
の
提
出
を
統
括
店
を
経
て
受
け
た
と
き
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
統
括

店
を
し
て
直
ち
に
支
払
停
止
の
手
続
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
支
払
通
知
書
を
債
権
者
等
に
送
付
し
、

か
つ
、
そ
の
旨
を
支
払
通
知
書
再
発
行
届
に
よ
り
統
括
店
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
依
頼
の
取
消
し
）

第
七
十
五
条

会
計
管
理
者
は
、
そ
の
発
行
に
係
る
支
払
通
知
書
で
、
発
行
日
付
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
し
て
も
統
括
店
か
ら
現
金
を
受
領
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
統
括
店
に
支
払
依
頼

の
取
消
し
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
依
頼
の
取
消
し
を
し
た
場
合
で
、
そ
の
支
払
依
頼

が
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
と
き
は
、
所
の
出
納
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
依
頼
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
支
払
通

知
書
の
記
載
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
普
通
預
金
口
座
に
戻
し
入
れ
る
と
と
も
に
課
長
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
課
長
は
、
そ
の
金
額
を
雑
流
動
負
債
勘
定
に
計
上

す
る
も
の
と
す
る
。

（
償
還
請
求
の
方
法
）

第
七
十
六
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
依
頼
の
取
消
し
を
し
た
支

払
通
知
書
の
所
持
人
か
ら
償
還
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
払
通
知
書
を
添
え
た
支
払
通

知
書
償
還
請
求
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払
通
知
書
を
紛
失
等

の
理
由
に
よ
り
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
払
通
知
書
償
還
請
求
書
の
所
定
欄
に
当
該

支
払
通
知
書
に
係
る
統
括
店
の
未
払
証
明
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
還
）

第
七
十
七
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
償
還
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
れ
を
調
査
し
、
償
還
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
所
の
出
納
員
に
あ
っ
て
は
課
の
出
納
員

に
通
知
し
、
課
の
出
納
員
に
あ
っ
て
は
雑
流
動
負
債
勘
定
か
ら
こ
れ
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
公
金
振
替
）

第
七
十
八
条

会
計
管
理
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
公
金
振
替
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
交
付
し
て
会
計
間
の
移
換
等
の
手
続
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

会
計
間
に
お
け
る
資
金
の
流
用
返
還
等
の
場
合

二

会
計
管
理
者
が
収
入
調
定
者
の
発
行
に
係
る
納
入
通
知
書
を
添
え
た
支
出
伝
票
等
に
基
づ
い

て
同
一
会
計
及
び
他
会
計
に
納
付
す
る
た
め
の
支
出
を
し
た
場
合

（
公
金
振
替
書
の
発
行
手
続
）

第
七
十
九
条

会
計
管
理
者
は
、
公
金
振
替
書
を
発
行
す
る
と
き
は
、
支
出
科
目
と
し
て
会
計
名
及

び
資
金
名
を
、
振
替
先
と
し
て
当
該
収
入
金
に
係
る
会
計
管
理
者
名
を
、
受
入
科
目
と
し
て
会
計

名
及
び
資
金
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
公
金
振
替
書
を
発
行
し
た
と
き
は

当
該
公
金
振
替
書
に
納
入
通
知
書
を
添
え
て
統
括
店
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
金
振
替
済
書
の
徴
収
）

第
八
十
条

会
計
管
理
者
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
公
金
振
替
書
を
交
付
し
た
場
合
は
、
出
納
取

扱
金
融
機
関
か
ら
公
金
振
替
済
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
百
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
預
金
現
在
高
報
告
書
を
も
っ
て
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
資
金
を
前
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
）

第
八
十
一
条

政
令
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
こ
と
が

で
き
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

職
員
以
外
の
者
の
受
講
、
実
習
、
研
修
、
修
学
、
見
学
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た

め
の
旅
行
に
要
す
る
経
費

二

交
際
費
（
社
会
参
加
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三

式
典
、
講
習
会
、
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
会
合
の
開
催
地
に
お
い
て
、
直
接
支
払

を
必
要
と
す
る
経
費

四

公
社
及
び
公
団
に
対
し
て
支
払
う
経
費

五

有
料
道
路
通
行
料
並
び
に
有
料
施
設
の
入
場
料
及
び
使
用
料

六

委
託
料

七

損
害
賠
償
保
険
料

八

自
動
車
重
量
税
印
紙
代
金

九

見
舞
金
及
び
賠
償
金

十

供
託
金

十
一

児
童
手
当

十
二

下
水
道
料
、
放
送
受
信
料
、
後
納
郵
便
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
経
費

十
三

災
害
等
に
お
け
る
緊
急
か
つ
予
測
が
困
難
な
経
費
（
以
下
「
災
害
等
緊
急
経
費
」
と
い

う
。
）

十
四

社
会
参
加
費
に
計
上
さ
れ
た
交
際
費
及
び
負
担
金
（
以
下
単
に
「
社
会
参
加
費
」
と
い

う
。
）

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
事
業
の
執
行
上
あ
ら
か
じ
め
資
金
を
準
備
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
経
費

十
六

そ
の
他
即
時
に
支
払
を
し
な
け
れ
ば
購
入
し
、
使
用
し
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
に
係
る
経
費

（
資
金
前
渡
職
員
の
指
定
等
）

第
八
十
二
条

支
出
命
令
者
は
、
資
金
を
前
渡
し
て
現
金
支
払
を
さ
せ
る
場
合
は
、
資
金
前
渡
職
員

を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
そ
の
他
の
給
付
の
前
渡
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

資
金
前
渡
職
員
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
欠
け
、
又
は
不
在
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者

が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
を
資
金
前
渡
職
員
と
す
る
。

一

課
の
次
長
（
経
理
を
分
掌
す
る
次
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

所
長

３

政
令
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
資
金
前
渡
職
員

に
指
定
す
る
場
合
は
、
当
該
指
定
す
る
職
員
が
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
の
承
諾
書
を
徴
さ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
前
渡
金
の
支
払
）

第
八
十
三
条

資
金
前
渡
職
員
は
、
前
渡
金
を
支
払
う
場
合
は
、
領
収
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
の
支
払
で
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困
難
な

も
の
は
、
資
金
前
渡
職
員
の
発
行
す
る
支
払
証
明
書
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
前
渡
金
の
保
管
及
び
利
子
）

第
八
十
四
条

資
金
前
渡
職
員
は
、
直
ち
に
支
払
を
す
る
場
合
、
遠
隔
の
地
又
は
交
通
不
便
の
地
域

に
お
い
て
支
払
を
す
る
場
合
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
渡
金
を
最
寄
り
の
金

融
機
関
に
預
金
し
、
保
管
の
安
全
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
金
前
渡
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
渡
金
を
預
金
し
た
場
合
に
お
い
て
、
利
子
が
生
じ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
収
入
調
定
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

収
入
調
定
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
収
入
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

資
金
前
渡
職
員
は
、
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
係
る
前
渡
金
を
現
金
で
保
管
す
る
場

合
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
機
関
に
預
金
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
現
金
出
納
簿
を
備
え
、

出
納
の
都
度
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
前
渡
の
限
度
額
）

第
八
十
五
条

第
八
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
そ
の
都
度
必
要
な
金
額
を
前
渡
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
経
費
で
常
時
必
要
と
す
る
も
の
は
四
半
期
分
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
六

号
に
掲
げ
る
経
費
で
常
時
必
要
と
す
る
も
の
の
う
ち
会
計
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
た
経
費
は

一
月
分
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
前
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
際
費
（
社
会
参
加
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

社
会
参
加
費

三

災
害
等
緊
急
経
費

四

事
務
事
業
の
執
行
上
あ
ら
か
じ
め
資
金
を
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
別
に
定

め
る
経
費

（
前
渡
金
の
精
算
）

第
八
十
六
条

資
金
前
渡
職
員
は
、
前
渡
金
に
係
る
用
件
終
了
後
五
日
以
内
に
、
前
渡
金
精
算
書
を

作
成
し
て
証
拠
書
類
を
添
え
、
支
出
命
令
者
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職

員
の
給
与
及
び
児
童
手
当
並
び
に
電
気
料
、
上
下
水
道
料
、
ガ
ス
料
、
電
信
電
話
料
、
放
送
受
信

料
、
後
納
郵
便
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
経
費
の
精
算
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
金
前
渡
職
員
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
で
常
時
必
要

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
お

い
て
支
出
命
令
者
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
費
に

つ
い
て
、
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

当
該
年
度
終
了
後
十
日
以
内

二

前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
四
半
期
終
了
後
十
日
以
内

三

前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
会
計
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の

当
該
月
終
了
後

十
日
以
内

３

資
金
前
渡
職
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
に
係
る

支
出
命
令
者
の
確
認
に
つ
い
て
は
当
該
前
渡
金
に
係
る
用
件
終
了
後
十
日
以
内
に
、
同
条
第
一
号

に
規
定
す
る
経
費
で
常
時
必
要
と
し
な
い
も
の
に
係
る
支
出
命
令
者
の
確
認
に
つ
い
て
は
当
該
年

度
終
了
後
十
日
以
内
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

支
出
命
令
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
前
渡
職
員
が
作
成
し
た
前
渡
金
精
算
書
及
び
証

拠
書
類
に
よ
り
内
容
を
確
認
し
た
後
、
振
替
伝
票
を
作
成
し
、
こ
れ
に
支
出
負
担
行
為
の
決
議
書

類
を
添
え
て
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
支
出
命
令
者
の
確
認
は
、
資
金
前
渡
職
員
が
支
出

命
令
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

支
出
命
令
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
残
金
を
伴
う
と
き
は
、

直
ち
に
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
残
金
を
戻
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
係
る
前
渡
金
の
残
金
で
、
引
き
続
い
て
前
渡
を
必
要
と
す
る
も

の
は
、
同
一
年
度
内
に
限
り
翌
期
に
繰
り
越
し
て
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
伝
票
及
び
支
出
負
担
行
為
の
決
議

書
類
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
容
を
調
査
し
、
確
認
し
た
後
、
支
出
命
令
者
に
返
送
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
本
文
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
収
入
の
過
誤
納
金
を
資
金
前
渡
の
方

法
に
よ
り
戻
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
支

出
命
令
者
」
と
あ
る
の
は
「
収
入
調
定
者
」
と
、
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

項
」
と
、
「
支
出
負
担
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
戻
出
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
）

第
八
十
七
条

政
令
第
二
十
一
条
の
六
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

公
社
及
び
公
団
に
対
し
て
支
払
う
経
費

二

土
地
又
は
家
屋
の
買
収
に
要
す
る
代
金
及
び
土
地
又
は
家
屋
の
買
収
に
よ
り
移
転
を
必
要
と

す
る
地
上
物
件
の
損
失
補
償
金

三

予
納
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費

四

委
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
支
払
う
経
費

五

損
害
賠
償
金

六

保
険
料

（
概
算
払
の
精
算
）

第
八
十
八
条

支
出
命
令
者
は
、
概
算
払
（
旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
者
か
ら
精
算

に
関
す
る
書
類
を
徴
し
、
そ
の
債
務
が
履
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
支
出
負
担
行
為
担
当
者

の
確
認
を
受
け
た
後
、
金
額
確
定
後
十
五
日
以
内
に
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
基
づ
き
振
替
伝
票
を
作

成
し
、
こ
れ
ら
に
支
出
負
担
行
為
の
決
議
書
類
を
添
え
て
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
払
金
勘
定
及
び
前
払
費
用
勘
定
で
整
理
を
し
な
い
場
合
は
振
替

伝
票
の
作
成
を
要
し
な
い
。

２

支
出
命
令
者
は
、
精
算
に
関
す
る
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
残
金
を
伴
う
と
き

は
、
直
ち
に
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
残
金
を
戻
入
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
伝
票
及
び
支
出
負
担
行
為
の
決
議

書
類
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
内
容
を
調
査
し
、
確
認
し
た
後
、
支
出
命
令
者
に
返
送
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
）

第
八
十
九
条

政
令
第
二
十
一
条
の
七
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

公
社
及
び
公
団
に
対
し
て
支
払
う
経
費

二

保
険
料

三

保
管
料

四

電
信
電
話
料

五

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
指
定
管
理
者
に
対
し
て
支
払
う
経
費

六

研
修
、
講
習
又
は
会
議
へ
の
参
加
に
係
る
経
費

七

試
験
手
数
料

（
公
共
工
事
に
係
る
前
金
払
）

第
九
十
条

自
治
法
施
行
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、

公
共
工
事
に
係
る
請
負
金
額
が
五
十
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
履
行
の
確
認
）

第
九
十
一
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
全
額
に
つ
い
て
前
金
払
が
な
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
前
金
払
に
係
る
事
務
又
は
事
業
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
契
約
の
履
行

の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
事
務
の
委
託
）

第
九
十
二
条

知
事
は
、
政
令
第
二
十
一
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
私
人
に
支
出
の
事
務
を
委
託
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
務
の
内
容
及
び
手
続
を
明
ら
か
に
し
て
委
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
戻
入
通
知
等
）

第
九
十
三
条

支
出
命
令
者
は
、
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
誤
払
金
等
の
戻
入

を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
決
裁
書
類
に
基
づ
き
、
収
入
伝
票
及
び
返
納
通
知
書
を
作
成
す
る

と
と
も
に
、
返
納
通
知
書
を
返
納
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

返
納
人
は
、
返
納
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
返
納
期
限
ま
で
に
出
納
取
扱
金
融
機
関

又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
納
期
限
）

第
九
十
四
条

前
条
第
一
項
の
返
納
通
知
書
に
記
載
す
る
返
納
期
限
は
、
そ
の
発
行
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
の
日
と
す
る
。

２

第
三
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
返
納
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
過
年
度
費
用
）

第
九
十
五
条

課
長
又
は
所
長
は
、
過
年
度
に
属
す
る
費
用
の
う
ち
、
決
算
に
お
い
て
未
払
金
又
は

未
払
費
用
と
し
て
経
理
し
な
か
っ
た
も
の
を
支
出
す
る
と
き
は
、
過
年
度
費
用
と
し
て
支
出
し
て

特
別
損
失
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
少
額
の
場
合
は
、
当
該
事
業
年

度
の
費
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
出
の
更
正
）

第
九
十
六
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
命
令
を
し
た
支
出
の
所
属
年
度
、
会
計
名
、
資
金
区
分
又
は

支
出
科
目
に
誤
り
を
発
見
し
た
と
き
は
、
決
議
書
類
に
基
づ
い
て
振
替
伝
票
を
作
成
し
、
こ
れ
を

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
振
替
伝
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
更
正
の
手
続
を
行
い
、

資
金
区
分
の
更
正
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
統
括
店
に
預
金
組
替
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
支
出
未
済
の
振
替
）

第
九
十
七
条

支
出
命
令
者
は
、
第
百
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
年
度
の
末
日
ま

で
に
支
払
を
完
了
し
な
い
債
務
が
あ
る
と
き
は
、
振
替
伝
票
に
未
払
金
・
未
払
費
用
調
書
を
添
え

て
振
替
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
未
払
金
・
未
払
費
用
調
書
に
は
、
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３

次
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
振
替
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
節

振
替

（
科
目
振
替
）

第
九
十
八
条

振
替
決
定
者
は
、
振
替
取
引
が
生
じ
た
と
き
は
、
決
議
書
類
に
基
づ
い
て
振
替
伝
票

を
作
成
し
、
こ
れ
を
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
伝
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
振

替
伝
票
の
内
容
を
審
査
し
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
振
替
決
定
者
に
返

送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

課
長
又
は
所
長
は
、
振
替
伝
票
が
振
替
決
定
者
に
返
送
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
所
定
の
勘
定

に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
収
金
の
振
替
）

第
九
十
九
条

収
入
調
定
者
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
調
定
の

通
知
を
し
た
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
規
定
に
準
じ
て
未
収
金
振
替
の
手
続
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
収
入
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
未
払
金
又
は
未
払
費
用
の
振
替
）

第
百
条

支
出
命
令
者
は
、
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票
を
会
計
管
理
者

又
は
出
納
員
に
送
付
し
た
と
き
は
、
第
九
十
七
条
の
規
定
に
準
じ
て
未
払
金
振
替
又
は
未
払
費
用

振
替
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
代
金
を
支
払
う
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
前
渡
金
等
の
精
算
振
替
）

第
百
一
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
第
八
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
伝
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
振
替
伝
票
の
内
容
を
審
査
し
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
振
替
決
定
者
に
返

送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
長
又
は
所
長
は
、
振
替
伝
票
が
振
替
決
定
者
に
返
送
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
所
定
の
勘



13

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

定
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
過
勘
定
の
整
理
）

第
百
二
条

課
長
又
は
所
長
は
、
第
九
十
九
条
か
ら
第
百
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
振
替
を
行
う
と

き
は
、
経
過
勘
定
整
理
簿
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節

預
り
金
及
び
預
り
有
価
証
券

（
預
り
金
の
整
理
等
）

第
百
三
条

課
長
又
は
所
長
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
が
、
入
札
保
証
金
、
契
約
保
証
金
、
そ

の
他
の
預
り
金
（
以
下
「
預
り
金
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
と
き
、
勘
定
科
目
に
区
分
し
て
、

経
過
勘
定
整
理
簿
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

こ
の
章
の
第
二
節
及
び
第
三
節
の
規
定
は
、
預
り
金
の
出
納
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

３

課
長
又
は
所
長
は
、
契
約
保
証
金
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
契
約
保
証
金
提
出
書
、

契
約
保
証
金
還
付
申
請
書
及
び
納
入
通
知
書
を
納
人
に
送
付
し
て
、
当
該
納
入
通
知
書
に
よ
り
出

納
取
扱
金
融
機
関
に
納
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

４

課
長
又
は
所
長
は
、
入
札
保
証
金
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
提
出
書
、

保
管
証
書
及
び
入
札
保
証
金
還
付
申
請
書
を
納
人
に
送
付
し
て
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
納

付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
預
り
有
価
証
券
の
整
理
）

第
百
四
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
有
価
証
券
を
預
る
と
き
は
、
証
書
と
引
き
換
え
に
預
け

人
に
有
価
証
券
預
り
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
振
替
決
定
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

振
替
決
定
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
預
り
有
価
証
券
を
返
還
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
有

価
証
券
預
り
証
に
預
け
人
が
領
収
し
た
旨
を
記
入
さ
せ
、
か
つ
、
記
名
押
印
さ
せ
、
こ
れ
と
引
き

換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
引
き
換
え
を
行
っ
た
と
き
は
、
振
替
決
定
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

振
替
決
定
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

預
り
有
価
証
券
は
、
有
価
証
券
台
帳
に
保
有
有
価
証
券
と
区
別
し
て
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て

整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

課
長
又
は
所
長
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
契
約
保
証
金
提
出
書
及
び
契
約
保
証
金
還
付
申
請
書
を
納
人
に
送
付
し
て
、
会
計
管
理
者
又

は
出
納
員
に
納
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

８

課
長
又
は
所
長
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
入
札
保
証
金
提
出
書
、
保
管
証
書
及
び
入
札
保
証
金
還
付
申
請
書
を
納
人
に
送
付
し
て
、
会

計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
納
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
利
札
の
返
還
）

第
百
五
条

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
預
け
人
か
ら
有
価
証
券
利
札
の
返
還
請
求
を
受
け
た
と

き
は
、
有
価
証
券
利
札
領
収
書
と
引
き
換
え
に
利
札
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
り
金
及
び
預
り
有
価
証
券
の
保
管
）

第
百
六
条

第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
預
り
金
及
び
預
り
有
価
証
券
の
保
管
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準

用
す
る
。

（
預
り
金
の
収
入
受
入
れ
）

第
百
七
条

預
り
金
で
時
効
の
完
成
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
県
の
所
有
に
帰
属
し
た
も
の
は
、
現
年

度
の
収
入
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、

換
価
し
て
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
領
収
証
書
を
亡
失
し
た
と
き
の
処
理
）

第
百
八
条

収
入
調
定
者
は
、
預
り
金
の
払
出
し
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
領
収
証
書
を

亡
失
し
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
な
請
求
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
会
計
管
理
者

又
は
出
納
員
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関

（
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
お
け
る
出
納
の
基
本
原
則
）

第
百
九
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
課
長
、
所
長
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
よ
る
収
納
又
は

支
払
の
通
知
に
基
づ
き
現
金
の
出
納
及
び
保
管
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
括
店
等
の
設
置
）

第
百
十
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
括
店
及
び
統
括
店
を
設

置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
納
時
間
）

第
百
十
一
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
出
納
時
間
は
、
当
該
金
融
機
関
の

例
に
よ
る
。

（
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
報
告
）

第
百
十
二
条

総
括
店
は
、
毎
日
、
預
金
現
在
高
報
告
書
を
作
成
し
て
会
計
管
理
者
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
預
金
現
在
高
報
告
書
を
、
課
の
出
納
員
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
報
告
）

第
百
十
三
条

収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
け
る
預
金
現
在
高
報
告
書
を
作
成
し

て
、
会
計
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
預
金
現
在
高
報
告
書
を
、
課
の
出
納
員
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
人
か
ら
の
収
納
）

第
百
十
四
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
に
よ
り

収
入
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
領
収
し
て
領
収
証
書
を
納
人
に
交
付
し
、
領
収
済
通

知
票
を
会
計
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
あ
っ
て

は
、
領
収
済
通
知
票
及
び
収
納
原
符
（
総
括
店
用
）
を
総
括
店
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
括
店
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
る
領
収
済
通
知
票
を
会
計
管
理
者
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
管
理
者
等
か
ら
の
現
金
収
納
）

第
百
十
五
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
会
計
管
理
者
、
出
納
員
又
は
第

四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
若
し
く
は
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
会
計
管
理

者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
現
金
払
込
書
に
よ
り
現
金
の
払
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
領
収

し
て
領
収
証
書
を
会
計
管
理
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
小
切
手
等
の
取
立
て
）

第
百
十
六
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
か
ら

小
切
手
等
取
立
依
頼
書
に
よ
り
小
切
手
等
の
取
立
て
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
引
き
受

け
、
小
切
手
等
取
立
引
受
書
を
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
当

該
小
切
手
等
の
取
立
て
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
小
切
手
等
の
取
立
て
を
完
了
し
た
と
き
は

即
日
小
切
手
等
取
立
済
通
知
書
を
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
小
切
手
等
取
立
済
通
知
書
は
、
前
条
に
規
定
す
る
領
収
証
書
と
み
な
す
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
収
納
）

第
百
十
七
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
納
人
か
ら
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
収
入
金
に
振
り
替
え
、
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
金
口
座
へ
の
組
入
れ
）

第
百
十
八
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
第
百
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定
に
よ
っ
て
領
収
し
た
金
額
を
会
計
管
理
者
の
指
定
し
た
普
通
預
金
口
座
に
組
み
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
出
納
取
扱
金
融
機
関
へ
の
振
替
）

第
百
十
九
条

収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
前
条
の
普
通
預
金
口
座
に
組
み
入
れ
た
収
入
金
を
総
括
店

に
設
け
る
会
計
管
理
者
の
指
定
し
た
普
通
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
っ
た
場
合
の
処
置
）

第
百
二
十
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
又
は
収
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
小
切
手
に
よ
り
納
付
を
受
け
た

場
合
又
は
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
立
て
の
依
頼
を
受
け
た
小
切
手
が
不
渡
り
と
な

っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
小
切
手
不
渡
報
告
書
に
当
該
小
切
手
を
添
え
て
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員

に
送
付
し
、
不
渡
小
切
手
受
領
書
を
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
か
ら
徴
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
公
金
振
替
書
に
よ
る
収
納
）

第
百
二
十
一
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
公
金
振
替
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き

は
、
振
替
受
払
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
金
の
組
替
え
）

第
百
二
十
二
条

総
括
店
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
か
ら
預
金
組
替
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
を
組
み
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
括
店
は
、
当
座
貸
越
額
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
組
み
替
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
資
金
の
受
け
入
れ
）

第
百
二
十
三
条

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
資
金
交
付
書
及
び
資
金
受
領
書
の
交
付
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
て
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
資
金
受
領
書
に
受
領

印
を
押
し
て
会
計
管
理
者
に
返
す
と
と
も
に
、
支
払
指
定
日
に
支
払
を
し
、
適
正
で
な
い
と
認
め

た
と
き
は
、
直
ち
に
会
計
管
理
者
に
通
知
し
て
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
交
付
書
等
が
要
式
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

会
計
管
理
者
か
ら
通
知
の
あ
っ
た
印
鑑
に
符
合
す
る
こ
と
。

三

変
造
し
た
形
跡
が
な
い
こ
と
。

（
直
接
払
）

第
百
二
十
四
条

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
か
ら
直
接
払
の
依
頼
及
び
資
金
交
付
書
の

交
付
が
あ
り
、
債
権
者
等
か
ら
支
払
通
知
書
の
提
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
払
依
頼
票
と

照
合
し
て
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
に
領
収
年
月
日
、
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
さ
せ
、

か
つ
、
押
印
さ
せ
て
こ
れ
と
引
換
え
に
現
金
を
交
付
し
、
支
払
依
頼
票
の
所
定
の
箇
所
に
支
払
済

の
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

（
隔
地
払
）

第
百
二
十
五
条

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
隔
地
払
の
依
頼
及
び
資
金
交
付
書
に
よ
る
資
金
の

交
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
払
指
定
日
に
当
該
資
金
を
支
払
資
金
と
し
て
払
い
出
し
、
か
つ
、
支

払
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
金
融
機
関
に
通
知
し
て
支
払
の
準
備
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
六
十
九
条
た
だ
し
書
の
支
払
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
送
金
小
切

手
を
添
付
し
て
債
権
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
債
権
者
等
か
ら
支
払
通
知
書
に
よ
り

支
払
の
請
求
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
発
行
日
付
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
後
、
こ
れ
を
統
括
店
に
あ
っ
て
は
支
払
依
頼
票
と
、
統
括
店
以
外
の
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
支

払
案
内
票
と
照
合
し
、
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
に
領
収
年
月
日
、
住
所
及
び
氏
名

を
記
入
さ
せ
、
か
つ
、
押
印
さ
せ
て
こ
れ
と
引
換
え
に
現
金
を
交
付
し
、
支
払
依
頼
票
又
は
支
払

案
内
票
の
所
定
の
箇
所
に
支
払
済
の
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

３

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
第
七
十
三
条
第
三
項
の
支
払
訂
正
依
頼
書
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
支
払
依
頼
票
等
を
訂
正
し
、
そ
の
旨
を
支
払
場
所
で
あ
る
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
金
融
機
関
は
、
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
統

括
店
か
ら
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
債
権
者
等
か
ら
支
払
停
止
の
請
求
を

受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
支
払
を
停
止
し
て
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
第
七
十
四
条
第
二
項
の
支
払
通
知
書
再
発
行
届
の
送
付
を
受
け

た
と
き
は
、
支
払
停
止
を
解
除
し
、
そ
の
旨
を
支
払
場
所
で
あ
る
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
口
座
振
替
）

第
百
二
十
六
条

統
括
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
口
座
振
替
の
依
頼
及
び
資
金
交
付
書
の
送
付
が
あ

っ
た
と
き
は
、
支
払
指
定
日
に
そ
の
金
額
を
支
払
資
金
と
し
て
払
い
出
し
、
振
替
先
と
し
て
指
定

さ
れ
た
金
融
機
関
の
預
金
口
座
に
振
替
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

統
括
店
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
の
手
続
が
で
き
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
払
証
明
の
処
理
）

第
百
二
十
七
条

総
括
店
は
、
債
権
者
か
ら
支
払
通
知
書
に
係
る
未
払
証
明
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
未
払
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
括
店
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
未
払
証
明
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
支
払
通
知

書
に
係
る
資
金
が
支
払
済
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
債
権
者
に
告
げ
、
直
ち
に
会
計
管
理

者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
の
保
存
）
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第
百
二
十
八
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
完
結
し
た
証
拠
書
類
を
、
そ
の
完
結
し
た
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
五
年
間
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
取
扱
金
融
機
関
等
は
、
前
項
の
証
拠
書
類
の
保
存
に
代
え
て
当
該
証
拠
書
類
に
係
る
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
納
取
扱

金
融
機
関
等
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
保
存
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク

等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

二

証
拠
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含

む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

よ
り
保
存
す
る
方
法

３

出
納
取
扱
金
融
機
関
等
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要

に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と

し
た
形
式
で
、
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示

し
、
及
び
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

た
な
卸
資
産

第
一
節

通
則

（
た
な
卸
資
産
の
範
囲
）

第
百
二
十
九
条

た
な
卸
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
た
な
卸
経
理
を
行
う
も
の
を
い
う
。

一

消
耗
品

二

消
耗
備
品

三

材
料

四

薬
品

五

燃
料

六

そ
の
他
貯
蔵
品

２

前
項
に
規
定
す
る
た
な
卸
資
産
の
区
分
の
細
目
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

（
た
な
卸
資
産
の
貯
蔵
）

第
百
三
十
条

物
品
管
理
者
は
、
常
に
事
業
の
業
務
の
執
行
上
適
正
な
量
の
た
な
卸
資
産
を
貯
蔵
す

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

出
納

（
受
入
れ
）

第
百
三
十
一
条

物
品
管
理
者
は
、
決
議
書
類
に
よ
り
、
た
な
卸
資
産
の
受
入
れ
を
決
定
し
、
出
納

員
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
購
入
に
よ
る
入
庫
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、

物
品
管
理
者
は
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
た
な
卸
資
産
（
第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
物
品
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
品
出
納
簿
に
記
帳
し
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
購
入
等
）

第
百
三
十
二
条

た
な
卸
資
産
の
購
入
は
、
物
品
管
理
者
の
依
頼
に
基
づ
き
、
課
又
は
所
の
支
出
負

担
行
為
担
当
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

課
又
は
所
の
支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
予
算
に
定
め
ら
れ
た
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
た
な
卸
資
産
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

た
な
卸
資
産
の
購
入
又
は
修
繕
は
、
物
品
購
入
等
伺
書
に
よ
り
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
章
第
三
節
に
規
定
す
る
支
出
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
入
価
額
）

第
百
三
十
三
条

た
な
卸
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
も
っ
て
受
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

購
入
品
は
、
購
入
価
格
に
引
取
費
用
及
び
検
査
手
数
料
等
を
加
え
た
額
。
た
だ
し
、
引
取
費

用
を
加
え
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

製
作
品
は
、
製
作
に
要
し
た
経
費
の
合
計
額

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
見
積
り
に
よ
る
額

２

当
該
た
な
卸
資
産
の
価
値
を
増
加
す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る
経
費
の
額
は
、
受

入
価
額
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
払
出
価
額
）

第
百
三
十
四
条

た
な
卸
資
産
の
払
出
価
額
は
、
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総

理
府
令
第
七
十
三
号
。
以
下
「
地
公
法
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
先
入

先
出
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
公
法
規
則
第
一
条
第
十

号
に
規
定
す
る
個
別
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
入
手
続
及
び
払
出
手
続
）

第
百
三
十
五
条

た
な
卸
資
産
の
受
入
れ
及
び
払
出
し
は
、
振
替
伝
票
を
も
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
な
卸
資
産
の
所
属
の
移
動
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
表
示
）

第
百
三
十
六
条

物
品
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
消
耗
備
品
の
性
質
又
は
形
状
に
応
じ
、
消
耗
備

品
登
記
票
の
貼
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
当
該
消
耗
備
品
に
そ
の
品
名
、
購
入
年
月
日
及

び
所
属
名
（
以
下
「
品
名
等
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
消

耗
備
品
の
う
ち
県
が
使
用
の
た
め
に
借
り
受
け
て
保
管
す
る
も
の
等
で
、
品
名
等
を
表
示
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
出
納
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条

物
品
管
理
者
は
、
た
な
卸
資
産
を
出
納
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
納
員
に
対

し
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
検
収
及
び
払
出
し
）

第
百
三
十
八
条

出
納
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
出
納
員
の
指

定
す
る
検
収
員
に
よ
り
、
受
入
れ
の
場
合
は
決
議
書
類
に
よ
り
検
収
し
て
受
け
入
れ
、
払
出
し
の

場
合
は
決
議
書
類
に
よ
り
現
品
と
照
合
し
て
払
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
物
品
管
理
補
助
者
）

第
百
三
十
九
条

物
品
管
理
者
は
、
主
た
る
事
務
所
か
ら
離
れ
た
出
張
所
等
で
使
用
す
る
た
な
卸
資

産
を
、
当
該
出
張
所
等
で
常
時
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
定
し
た
物
品
管
理
補
助
者
に
管
理



16

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
理
換
）

第
百
四
十
条

物
品
管
理
者
は
、
た
な
卸
資
産
の
効
率
的
な
管
理
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

物
品
管
理
換
決
議
書
に
よ
り
、
そ
の
管
理
す
る
た
な
卸
資
産
を
他
の
物
品
管
理
者
の
管
理
に
移
し

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

物
品
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
換
を
す
る
と
き
は
、
出
納
員
に
物
品
管
理
換
決
議

書
を
送
付
し
て
払
出
し
の
通
知
を
す
る
と
と
も
に
、
管
理
換
物
品
送
付
書
に
当
該
た
な
卸
資
産
を

添
え
て
管
理
換
を
受
け
る
物
品
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

管
理
換
を
受
け
た
物
品
管
理
者
は
、
管
理
換
物
品
送
付
書
と
当
該
た
な
卸
資
産
を
照
合
し
て
検

収
し
、
管
理
換
物
品
受
領
書
を
管
理
換
を
し
た
物
品
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

た
な
卸
資
産
の
管
理
換
は
、
振
替
伝
票
を
も
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
な
卸
資
産

の
処
理
区
の
移
動
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
資
金
前
渡
職
員
に
よ
る
取
得
）

第
百
四
十
一
条

資
金
前
渡
職
員
は
、
前
渡
を
受
け
た
資
金
に
よ
り
た
な
卸
資
産
を
購
入
し
た
と
き

は
、
購
入
後
直
ち
に
消
費
し
た
も
の
を
除
き
、
用
件
終
了
後
、
物
品
購
入
調
書
に
よ
り
物
品
管
理

者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
用
）

第
百
四
十
二
条

物
品
管
理
者
は
、
職
員
か
ら
消
耗
品
の
交
付
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
請
求
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
出
納
員
に
通
知
し
て
消
耗
品
出
納
整
理
カ
ー
ド
に
請

求
者
の
受
領
印
を
押
印
さ
せ
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
購
入
後
直
ち
に
払
い
出
す
も

の
に
つ
い
て
は
、
物
品
購
入
等
伺
書
を
出
納
員
に
送
付
し
、
所
定
欄
に
請
求
者
の
受
領
印
を
押
印

さ
せ
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

物
品
管
理
者
は
、
職
員
に
消
耗
備
品
を
供
用
さ
せ
た
と
き
は
、
備
品
及
び
消
耗
備
品
台
帳
に
供

用
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
職

員
が
供
用
す
る
消
耗
備
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
責
任
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
返
納
）

第
百
四
十
三
条

消
耗
品
又
は
消
耗
備
品
を
使
用
し
て
い
る
職
員
は
、
使
用
の
必
要
が
な
く
な
っ
た

消
耗
品
若
し
く
は
消
耗
備
品
又
は
修
繕
を
要
す
る
消
耗
品
若
し
く
は
消
耗
備
品
が
あ
る
と
き
は
、

物
品
管
理
者
に
返
納
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

物
品
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
出
納
員
に
当

該
消
耗
品
又
は
消
耗
備
品
の
受
入
れ
の
通
知
を
し
、
受
け
入
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

出
納
員
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
消
耗
品
又
は
消
耗
備
品
を
受
け
入
れ
る
と

と
も
に
関
係
書
類
の
整
理
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
納
員
等
の
保
管
）

第
百
四
十
四
条

出
納
員
は
、
そ
の
保
管
に
係
る
た
な
卸
資
産
を
常
に
良
好
な
状
態
で
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
職
員
に
よ
る
保
管
）

第
百
四
十
五
条

た
な
卸
資
産
を
使
用
し
て
い
る
職
員
は
、
そ
の
使
用
に
係
る
た
な
卸
資
産
を
善
良

な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
使
用
し
、
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
）

第
百
四
十
六
条

出
納
員
は
、
た
な
卸
資
産
を
倉
庫
そ
の
他
保
管
に
適
す
る
場
所
に
保
管
し
、
品
種

別
に
区
分
し
て
点
検
に
便
利
な
よ
う
に
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
失
又
は
毀
損
）

第
百
四
十
七
条

出
納
員
は
、
た
な
卸
資
産
に
つ
い
て
紛
失
そ
の
他
の
事
故
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
原
因
及
び
現
状
を
調
査
し
、
て
ん
末
書
を
添
え
物
品
管
理
者
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
責
任
）

第
百
四
十
八
条

出
納
員
は
、
職
員
が
現
に
供
用
中
の
た
な
卸
資
産
に
つ
い
て
も
、
そ
の
取
扱
い
に

関
し
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

出
納
員
は
、
た
な
卸
資
産
の
保
管
に
関
し
て
そ
の
万
全
を
期
す
る
た
め
に
、
職
員
に
対
し
必
要

な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
用
品
の
取
扱
）

第
百
四
十
九
条

出
納
員
は
、
そ
の
保
管
に
係
る
た
な
卸
資
産
で
処
分
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら

れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
物
品
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
用
の
決
定
）

第
百
五
十
条

物
品
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
出
納
員
か
ら
報
告
を
受
け
た
た
な
卸
資
産
に

つ
い
て
、
不
用
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
売
払
い
又
は
廃
棄
）

第
百
五
十
一
条

た
な
卸
資
産
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
不
用
決
定
し
た
物
で
な
け
れ
ば
売
り
払
う

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

物
品
管
理
者
は
、
不
用
の
決
定
を
し
た
た
な
卸
資
産
の
う
ち
売
り
払
う
こ
と
が
不
利
又
は
不
適

当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
及
び
売
り
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
売
払
い
又
は
廃
棄
の
通
知
）

第
百
五
十
二
条

物
品
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
た
な
卸
資
産
の
売
払
い
又
は
廃
棄
を
決
定

し
た
と
き
は
、
出
納
員
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
け
）

第
百
五
十
三
条

物
品
管
理
者
は
、
た
な
卸
資
産
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
借
受
け
を
希
望
す
る

者
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
物
品
借
用
書
を
提
出
さ
せ
契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
た
な
卸
資
産
を
短
期
間
貸
し
付
け
る
場
合
は
、
物
品
借
用
書
を
契
約
書

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

品
目
及
び
数
量

二

貸
付
け
の
期
間

三

貸
付
料

四

貸
付
け
の
条
件

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
交
換
及
び
譲
与
）

第
百
五
十
四
条

前
条
本
文
の
規
定
は
、
た
な
卸
資
産
の
交
換
又
は
譲
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
材
料
及
び
撤
去
品
）

第
百
五
十
五
条

物
品
管
理
者
は
、
工
事
の
完
成
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
残
材
料
又
は
撤
去
品
を
生

じ
た
と
き
は
、
出
納
員
に
受
入
れ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
残
材
料
又
は
撤
去
品
を
受
け
入
れ
た
と
き
は
、
残
材
料
に
つ

い
て
は
購
入
又
は
払
い
出
し
し
た
と
き
の
科
目
及
び
単
価
、
撤
去
品
に
つ
い
て
は
第
百
三
十
三
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
価
額
を
も
っ
て
受
入
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
用
禁
止
）

第
百
五
十
六
条

払
い
出
し
た
た
な
卸
資
産
は
、
そ
の
目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
物
品
管
理
者
の
承
認
を
得
て
、
振
替
伝
票
に
よ
り
他
に
流
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

た
な
卸

（
帳
簿
残
高
の
確
認
）

第
百
五
十
七
条

出
納
員
は
、
常
に
貯
蔵
品
出
納
簿
の
残
高
と
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
他
の
帳
簿
の
残

高
を
照
合
し
、
そ
の
正
確
な
残
額
の
確
認
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
地
た
な
卸
）

第
百
五
十
八
条

出
納
員
は
、
毎
事
業
年
度
一
回
以
上
、
実
地
た
な
卸
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
員
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
た
な
卸
資
産
が
天
災
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
滅
失

し
た
と
き
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
随
時
実
地
た
な
卸
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

出
納
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
た
な
卸
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

た
な
卸
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
地
た
な
卸
の
立
会
い
）

第
百
五
十
九
条

出
納
員
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
た
な
卸
を
行
う
場
合

は
、
た
な
卸
資
産
の
受
払
い
に
関
係
の
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
地
た
な
卸
の
結
果
報
告
）

第
百
六
十
条

出
納
員
は
、
実
地
た
な
卸
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
物
品
管
理
者
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
員
は
、
実
地
た
な
卸
の
結
果
、
現
品
に
不
足
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
は
、
そ
の
原

因
及
び
現
状
を
調
査
し
、
前
項
の
報
告
と
合
わ
せ
て
物
品
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
た
な
卸
修
正
）

第
百
六
十
一
条

物
品
管
理
者
は
、
実
地
た
な
卸
の
結
果
、
総
勘
定
元
帳
の
残
高
が
た
な
卸
資
産
の

現
在
高
と
一
致
し
な
い
場
合
は
、
た
な
卸
表
に
基
づ
き
振
替
伝
票
を
発
行
し
て
こ
れ
を
修
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品

（
直
購
入
）

第
百
六
十
二
条

支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
た
な
卸
資
産

の
う
ち
購
入
後
直
ち
に
使
用
す
る
予
定
の
も
の
又
は
第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
建
設
仮
勘
定

を
設
け
て
経
理
す
る
建
設
改
良
工
事
に
使
用
す
る
予
定
の
も
の
を
直
接
当
該
科
目
の
支
出
と
し
て

購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
物
品
管
理
者
の
依
頼
に
基
づ
き
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
第
三
章
第
三
節
に
規
定
す
る
支
出
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
物
品
管
理
）

第
百
六
十
三
条

物
品
管
理
者
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の

う
ち
た
な
卸
資
産
勘
定
か
ら
払
い
出
さ
れ
た
も
の
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
直
接
当
該
科
目
の
支

出
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
」
と
総
称
す

る
。
）
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
帳
整
理
）

第
百
六
十
四
条

た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
は
、
種
別
、
品
種
別
及
び
規
格
別
に
区
分
し
、
受
入
れ

及
び
払
出
し
を
継
続
的
に
記
録
し
、
常
に
残
高
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
品
の
確
認
）

第
百
六
十
五
条

物
品
管
理
者
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
八
月
中
に
、
た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
に
つ

い
て
記
録
し
て
あ
る
数
量
と
現
物
と
の
照
合
を
行
い
、
そ
の
一
致
を
確
認
し
た
上
、
必
要
が
な
く

な
っ
た
た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
管
理
換
又
は
不
用
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
た
な
卸
資
産
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
六
条

第
百
三
十
二
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
条
（
第

四
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
四
十
四
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
の
規
定

は
、
た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章

固
定
資
産

第
一
節

通
則

（
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
百
六
十
七
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
固
定
資
産
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

有
形
固
定
資
産

イ

土
地

ロ

建
物

ハ

構
築
物

ニ

機
械
及
び
装
置

ホ

車
両
及
び
運
搬
具

ヘ

工
具
器
具
及
び
備
品

ト

リ
ー
ス
資
産
（
県
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
物
件
の
借
主
で
あ
る
資
産

で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

チ

建
設
仮
勘
定
に
整
理
さ
れ
る
も
の

リ

建
設
準
備
勘
定
に
整
理
さ
れ
る
も
の

ヌ

そ
の
他
の
有
形
資
産
で
あ
っ
て
、
有
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
と
す
べ
き
も
の

二

無
形
固
定
資
産

イ

借
地
権

ロ

地
上
権

ハ

地
役
権

ニ

特
許
権

ホ

施
設
利
用
権

ヘ

電
話
加
入
権

ト

水
道
加
入
権

チ

リ
ー
ス
資
産
（
県
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
物
件
の
借
主
で
あ
る
資
産

で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
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る
。
）

リ

そ
の
他
の
無
形
資
産
で
あ
っ
て
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
と
す
べ
き
も
の

三

投
資
そ
の
他
の
資
産

イ

投
資
有
価
証
券

ロ

出
資
金

ハ

長
期
貸
付
金

ニ

基
金

ホ

破
産
更
生
債
権

ヘ

そ
の
他
の
固
定
資
産
で
あ
っ
て
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
資
産
と
す
べ
き
も
の

２

前
項
第
一
号
へ
に
規
定
す
る
工
具
器
具
及
び
備
品
の
区
分
の
細
目
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り
と

す
る
。

（
た
な
卸
資
産
及
び
た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
八
条

第
百
三
十
二
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
六
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
ま

で
、
第
百
四
十
二
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
四
十
三
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
、
第
百

六
十
四
条
及
び
第
百
六
十
五
条
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
固
定
資
産

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
備
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
三
十
六
条
中
「
消
耗
備
品
登
記
票
」
と
あ
る
の
は
「
備
品
登
記
票
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
節

取
得

（
取
得
価
額
）

第
百
六
十
九
条

固
定
資
産
の
取
得
価
額
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

購
入
に
よ
っ
て
取
得
し
た
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
購
入
に
要
し
た
価
額

二

工
事
又
は
製
作
に
よ
っ
て
取
得
し
た
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
直
接
費
及
び
間
接
費
の
合
計

額
三

固
定
資
産
に
増
設
し
又
は
改
良
し
た
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
価
額
か
ら

当
該
増
設
又
は
改
良
に
伴
う
撤
去
部
分
の
価
額
を
控
除
し
た
額
に
当
該
増
設
又
は
改
良
に
要
し

た
直
接
費
及
び
間
接
費
を
加
え
た
額

四

前
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
以
外
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
見
積
価
額

（
取
得
手
続
）

第
百
七
十
条

建
設
工
事
、
拡
張
工
事
及
び
改
良
工
事
（
以
下
「
工
事
」
と
い
う
。
）
並
び
に
製
作

に
よ
る
固
定
資
産
は
、
次
節
に
規
定
す
る
手
続
を
経
て
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

（
取
得
の
報
告
等
）

第
百
七
十
一
条

固
定
資
産
の
管
理
を
行
う
者
は
、
固
定
資
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
固
定
資
産
取

得
報
告
書
に
よ
り
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

固
定
資
産
の
管
理
を
行
う
者
は
、
固
定
資
産
の
取
得
、
処
分
又
は
変
更
に
よ
り
、
法
令
の
規
定

に
よ
る
登
記
又
は
登
録
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
節

資
本
的
支
出
と
収
益
的
支
出
の
区
分

（
資
産
単
位
物
品
表
）

第
百
七
十
二
条

知
事
は
、
資
本
的
支
出
と
収
益
的
支
出
と
の
区
分
を
適
正
に
す
る
た
め
、
固
定
資

産
に
付
加
（
取
得
の
た
め
に
す
る
場
合
を
含
み
、
新
設
及
び
増
設
の
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
当
該
資
産
か
ら
除
却
し
た
場
合
に
資
本
的
支
出
と
し
て
整
理
す
る

基
準
と
し
て
一
定
単
位
の
物
品
（
以
下
「
資
産
単
位
物
品
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
資
本
的
支
出
）

第
百
七
十
三
条

資
産
単
位
物
品
が
既
設
の
事
業
用
固
定
資
産
に
付
加
さ
れ
た
場
合
は
、
資
本
的
支

出
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
取
替
資
産
と
し
て
整
理
さ
れ
る
資
産
単
位
物

品
を
取
り
替
え
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
帳
簿
原
価
等
の
減
額
）

第
百
七
十
四
条

次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
物
品
に
関
す
る
帳
簿
原
価
及
び
減
価
償
却
累
計
額
の

金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
勘
定
か
ら
減
額
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
産
単
位
物
品
が
既
設
の
事
業
用
固
定
資
産
か
ら
単
に
除
却
さ
れ
た
場
合
又
は
取
替
え
の
た

め
に
除
却
さ
れ
る
場
合
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

二

資
産
単
位
物
品
以
外
の
物
品
（
以
下
「
非
単
位
物
品
」
と
い
う
。
）
が
既
設
の
事
業
用
固
定

資
産
か
ら
単
に
除
却
さ
れ
た
場
合
又
は
取
替
え
の
た
め
に
除
却
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
取
替
え
の

た
め
の
付
加
を
次
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
収
益
的
支
出
と
し
て
整
理
し
な
い
場
合

（
収
益
的
支
出
）

第
百
七
十
五
条

取
替
資
産
（
種
類
品
質
を
同
じ
く
す
る
資
産
が
多
量
に
同
一
の
目
的
の
た
め
に
使

用
さ
れ
る
固
定
資
産
で
毎
年
使
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
部
分
が
ほ
ぼ
同
数
量
ず
つ
取
り
替
え
ら
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
と
し
て
整
備
さ
れ
る
事
業
用
固
定
資
産
の
部
分
で
あ
る
資
産
単
位
物
品
が
、

そ
れ
と
種
類
及
び
品
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
取
り
替
え
ら
れ
た
場
合
は
、
収
益
的
支
出
と
し
て

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

非
単
位
物
品
が
既
設
の
事
業
用
固
定
資
産
に
付
加
さ
れ
た
場
合
は
、
収
益
的
支
出
と
し
て
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
付
加
に
よ
っ
て
当
該
付
加
さ
れ
た
資
産
の
機
能
が
著
し

く
増
進
さ
れ
、
又
は
使
用
可
能
期
間
が
著
し
く
延
長
さ
れ
る
場
合
は
、
収
益
的
支
出
と
し
て
整
理

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
及
び
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
取
替
え
の
た
め
に
除
却
さ
れ
た
物
品
が
貯
蔵
品
勘

定
へ
振
り
替
え
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
振
替
価
額
を
収
益
的
支
出
の
も
ど
し
と
し
て
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

建
設
仮
勘
定

（
建
設
仮
勘
定
）

第
百
七
十
六
条

こ
の
節
に
お
い
て
「
建
設
仮
勘
定
」
と
は
、
工
事
又
は
製
作
に
よ
り
固
定
資
産
の

取
得
に
要
す
る
経
費
を
計
算
整
理
す
る
勘
定
を
い
う
。

２

建
設
仮
勘
定
に
整
理
す
る
資
産
の
う
ち
備
品
、
工
事
用
備
品
並
び
に
消
耗
品
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
前
章
及
び
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
仮
設
備
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
精
算
）

第
百
七
十
七
条

固
定
資
産
の
管
理
を
行
う
者
は
、
工
事
又
は
製
作
が
完
了
し
た
と
き
は
、
工
事
又

は
製
作
に
要
し
た
経
費
を
、
速
や
か
に
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
）

第
百
七
十
八
条

課
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
精
算
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
精
算
額
に
あ
ら
か
じ
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め
定
め
た
基
準
に
従
っ
て
間
接
費
を
配
賦
す
る
と
と
も
に
附
帯
収
益
を
控
除
し
、
当
該
額
を
固
定

資
産
の
当
該
科
目
に
振
り
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

課
長
は
、
工
事
又
は
製
作
が
完
了
す
る
前
に
使
用
を
開
始
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く

そ
の
建
設
に
要
し
た
経
費
の
概
算
額
を
固
定
資
産
勘
定
に
振
り
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

減
価
償
却

（
償
却
）

第
百
七
十
九
条

固
定
資
産
の
う
ち
土
地
、
建
設
仮
勘
定
、
建
設
準
備
勘
定
、
投
資
、
電
話
加
入
権

等
を
除
く
資
産
は
償
却
資
産
と
し
、
毎
事
業
年
度
減
価
償
却
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
却
の
方
法
）

第
百
八
十
条

減
価
償
却
は
、
定
額
法
に
よ
り
償
却
す
る
も
の
と
し
、
有
形
固
定
資
産
は
間
接
法
に

よ
り
、
無
形
固
定
資
産
は
直
接
法
に
よ
り
償
却
す
る
も
の
と
す
る
。

２

地
公
法
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
償
却
の
率
は
、
百
分
の
五
十
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
。

（
減
価
償
却
の
開
始
等
）

第
百
八
十
一
条

減
価
償
却
は
、
当
該
資
産
が
固
定
資
産
と
し
て
取
得
さ
れ
た
翌
年
度
か
ら
開
始
す

る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
撤
去
し
、
又
は
譲
渡
し
た
固
定
資
産
の
当
該
事
業
年
度
分
の
減
価

償
却
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
減
価
償
却
額
の
補
正
）

第
百
八
十
二
条

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
振
り
替
え
た

固
定
資
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

課
長
は
、
前
項
で
準
用
す
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
価
償
却
を
開
始
し
た
固
定
資
産
に

つ
い
て
、
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
精
算
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
減
価
償
却
額
を
補
正

す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
節

処
分

（
除
却
）

第
百
八
十
三
条

固
定
資
産
を
除
却
し
た
と
き
は
、
当
該
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
又
は
帳
簿
原
価
及

び
減
価
償
却
累
計
額
を
減
額
し
、
当
該
帳
簿
価
額
又
は
当
該
帳
簿
原
価
と
減
価
償
却
累
計
額
と
の

差
額
（
以
下
「
帳
簿
価
額
等
」
と
い
う
。
）
を
損
費
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
除
却
に
よ
っ
て
生
じ
た
物
件
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
評
価
額
を
損
費
か
ら
控
除
す
る

も
の
と
す
る
。

２

前
項
後
段
に
規
定
す
る
正
当
な
評
価
額
は
、
帳
簿
価
額
等
の
範
囲
内
と
す
る
。

（
売
却
）

第
百
八
十
四
条

固
定
資
産
を
売
却
し
た
と
き
は
、
当
該
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
又
は
帳
簿
原
価
及

び
減
価
償
却
累
計
額
の
減
額
を
行
い
、
帳
簿
価
額
等
と
売
却
額
と
の
差
額
は
、
特
別
損
益
に
整
理

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
差
額
が
少
額
の
場
合
は
、
当
該
事
業
年
度
の
経
常
的
損
益
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
売
却
等
に
関
す
る
報
告
）

第
百
八
十
五
条

固
定
資
産
の
管
理
を
行
う
者
は
、
固
定
資
産
を
売
却
し
、
撤
去
し
、
又
は
廃
棄
し

た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
固
定
資
産
除
却
報
告
書
に
よ
り
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
損
失
）

第
百
八
十
六
条

第
百
八
十
三
条
の
規
定
は
、
天
災
そ
の
他
不
測
の
理
由
に
よ
り
、
固
定
資
産
が
紛

失
し
、
若
し
く
は
滅
失
し
、
又
は
損
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
固
定
資
産
の
損
失
額
の
算

定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
損
失
額
は
、
特
別
損
失
に
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
損
失
額
が
少
額
の
場
合
は
、
当
該
事
業
年
度
の
経
常
的
費
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
節

評
価

（
減
損
損
失
）

第
百
八
十
七
条

減
損
損
失
（
地
公
法
規
則
第
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
価
格
を
い
う
。
）

の
測
定
に
当
た
り
、
使
用
価
値
の
算
定
に
用
い
る
割
引
率
は
、
資
金
調
達
を
行
う
と
き
に
適
用
さ

れ
る
利
率
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
率
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
有
価
証
券
の
評
価
）

第
百
八
十
八
条

満
期
保
有
目
的
の
投
資
有
価
証
券
は
、
償
却
原
価
法
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
価

額
を
も
っ
て
帳
簿
価
額
と
す
る
。

第
八
節

公
有
財
産
事
務
取
扱

第
百
八
十
九
条

事
業
の
用
に
供
す
る
公
有
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
の
取
扱

い
並
び
に
事
業
の
用
に
供
す
る
行
政
財
産
を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
徴
収
す
る
使
用
料
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
群
馬
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
（
昭
和
三

十
九
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
九
号
）
及
び
群
馬
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
群

馬
県
規
則
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

第
七
章

資
金

第
一
節

資
金
計
画

（
出
納
計
画
の
報
告
）

第
百
九
十
条

課
長
及
び
所
長
は
、
予
算
に
基
づ
き
翌
月
以
降
二
月
間
の
出
納
計
画
表
を
作
成
し
、

毎
月
末
日
ま
で
に
課
の
出
納
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
の
出
納
員
は
、
課
及
び
所
か
ら
報
告
さ
れ
た
出
納
計
画
表
を
取
り
ま
と
め
、
会
計
管
理
者
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
予
算
表
の
作
成
）

第
百
九
十
一
条

課
の
出
納
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
出
納
計
画
表
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ

れ
に
よ
り
予
算
外
事
項
等
を
調
整
し
、
資
金
予
算
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

資
金
運
用

（
資
金
の
運
用
）

第
百
九
十
二
条

会
計
管
理
者
は
、
前
節
に
規
定
す
る
資
金
計
画
を
勘
案
し
て
手
も
と
資
金
の
効
率

的
運
用
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
借
入
れ
等
）

第
百
九
十
三
条

資
金
の
借
入
れ
、
貸
付
け
、
出
資
及
び
運
用
は
、
知
事
が
行
う
。

第
八
章

リ
ー
ス
会
計

第
百
九
十
四
条

地
公
法
規
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ー
ス
取
引
（
地
公
法
規
則
第
一
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
で
あ
っ

て
、
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
権
が
借
主
に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
取
引
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
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は
、
地
公
法
規
則
第
五
条
第
二
項
第
一
号
チ
及
び
第
二
号
ル
並
び
に
第
七
条
第
二
項
第
六
号
及
び

第
三
項
第
十
二
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
九
章

引
当
金

第
百
九
十
五
条

地
公
法
規
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
毎
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表
及
び

貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
引
当
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
給
付
引
当
金

二

賞
与
引
当
金

三

法
定
福
利
費
引
当
金

四

修
繕
引
当
金

五

貸
倒
引
当
金

第
十
章

予
算

第
一
節

予
算
の
作
成

（
予
算
原
案
の
作
成
及
び
附
属
書
類
）

第
百
九
十
六
条

部
長
は
、
毎
年
そ
の
所
管
に
属
す
る
翌
年
度
の
予
算
原
案
書
類
及
び
こ
れ
に
関
連

す
る
議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
件
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
事
件
議
案
」
と
い
う
。
）
を
、
総

務
部
長
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
総
務
部
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
予
算
原
案
書
類
と
は
、
収
入
支
出
予
算
原
案
そ
の
他
総
務
部
長
が
必
要
と
認

め
る
書
類
を
い
う
。

３

政
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
は
、
間

接
法
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

４

地
公
法
規
則
第
四
十
条
第
二
項
の
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
は
、
事
業
の
区
分
と
す
る
。

５

予
算
科
目
に
係
る
款
、
項
、
目
、
節
及
び
細
節
の
区
分
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
。

（
予
算
案
等
の
決
定
）

第
百
九
十
七
条

総
務
部
長
は
、
部
長
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る
予
算
原
案
書
類
及
び
事
件
議
案
の

送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
財
政
課
長
に
こ
れ
を
審
査
さ
せ
る
と
と
も
に
、
部
長
の
意
見
を
徴
し
、

調
整
案
を
具
し
て
知
事
の
決
裁
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
予
算
案
等
の
作
成
）

第
百
九
十
八
条

総
務
部
長
は
、
前
条
の
決
裁
を
受
け
た
と
き
は
、
予
算
案
、
事
件
議
案
等
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
補
正
）

第
百
九
十
九
条

前
三
条
の
規
定
は
、
毎
事
業
年
度
の
予
算
決
定
後
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
既

定
予
算
に
追
加
そ
の
他
変
更
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
節

予
算
の
執
行

（
予
算
執
行
計
画
書
）

第
二
百
条

部
長
は
、
毎
年
度
上
半
期
及
び
下
半
期
ご
と
に
予
算
執
行
計
画
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

部
長
は
、
前
項
の
予
算
執
行
計
画
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
管
理
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

３

部
長
は
、
予
算
の
補
正
そ
の
他
予
見
し
難
い
事
情
等
に
よ
り
、
予
算
執
行
計
画
を
変
更
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
予
算
執
行
変
更
計
画
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
予
算
の
配
当
）

第
二
百
一
条

部
長
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
算
執
行
計
画
に
基
づ
い
て
課

長
及
び
所
長
に
支
出
予
算
を
配
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
予
算
を
配
当
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
管
理
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
執
行
）

第
二
百
二
条

支
出
負
担
行
為
担
当
者
は
、
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
執
行
計
画
又
は
配

当
を
受
け
た
範
囲
内
で
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

予
算
の
執
行
は
、
収
入
伝
票
、
支
出
伝
票
及
び
振
替
伝
票
に
よ
り
収
入
調
定
者
又
は
支
出
命
令

者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

支
出
負
担
行
為
は
、
配
当
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
執
行
の
合
議
）

第
二
百
三
条

県
庁
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
財
政
課
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
易
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
財
政
課
長
限
り
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

税
外
収
入
金
の
減
免
、
徴
収
停
止
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

負
担
付
寄
附
又
は
贈
与
に
関
す
る
こ
と
。

三

負
担
付
寄
附
物
品
の
取
得
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
庫
支
出
金
（
予
算
に
計
上
さ
れ
た
額
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
の
申
請
に
関
す
る
こ
と
。

六

補
助
金
、
奨
励
金
、
交
付
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

七

財
産
（
物
品
を
除
く
。
）
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

八

事
業
に
係
る
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

九

事
業
に
係
る
条
例
、
規
則
、
告
示
、
訓
令
及
び
通
知
等
に
関
す
る
こ
と
。

十

事
業
に
係
る
許
可
、
認
可
等
の
申
請
及
び
そ
の
結
果
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

支
出
予
算
の
流
用
（
予
算
執
行
科
目
に
係
る
予
算
の
流
用
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

財
務
規
則
第
二
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他
事
業
に
係
る
重
要
又
は
異
例
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
規
定
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
財
政
課
長
若
し
く
は
総
務
部
長
又
は
会
計
管
理

課
長
、
会
計
局
長
若
し
く
は
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
予
算
の
流
用
）

第
二
百
四
条

部
長
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
予
算
で
定
め
た
各
項
の
経
費
並
び
に
支
出
予

算
の
同
一
項
内
の
各
目
及
び
各
節
の
間
の
流
用
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
予
算
流
用
計
算
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
予
算
の
流
用
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
会
計
管

理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
費
の
充
用
）
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第
二
百
五
条

部
長
は
、
予
備
費
の
充
用
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
予
備
費
充
用
計
算
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
費
の
充
用
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
会
計
管
理

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
繰
越
し
）

第
二
百
六
条

部
長
は
、
予
算
に
定
め
た
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
年
度
内
に
支
払

義
務
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
繰
越
計
算
書
（
継
続
費
に
係
る
も
の
に
は
あ
っ
て
は
、
継
続
費
繰
越
計
算
書
）
を
作
成

し
て
翌
年
度
の
四
月
末
日
ま
で
に
総
務
部
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
支
出
予
算
の
金
額
の
う
ち
、
年
度
内
に
支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
そ
の
他
の

行
為
を
し
、
避
け
難
い
事
故
の
た
め
年
度
内
に
支
払
義
務
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
翌
年

度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
継
続
費
に
つ
い
て
翌
年
度
に
逓
次
繰
り
越
し

て
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
弾
力
条
項
の
適
用
）

第
二
百
七
条

部
長
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
百
九

十
六
条
か
ら
第
百
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
そ
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
及
び
支
出
計
算
書
）

第
二
百
八
条

課
長
及
び
所
長
は
、
毎
月
末
日
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
所
掌
す
る
収
入
計
算
書
及
び

支
出
計
算
書
を
翌
月
十
日
ま
で
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
に
基
づ
き
、
総
括
収
入
計
算
書
及
び
総
括
支
出
計
算
書

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
章

決
算

第
一
節

通
則

（
決
算
の
調
製
）

第
二
百
九
条

事
業
の
決
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
は
、
課
長
が
行
う
。

（
決
算
の
種
類
）

第
二
百
十
条

決
算
は
、
月
次
決
算
及
び
年
度
決
算
の
二
種
と
す
る
。

（
決
算
資
料
の
提
出
）

第
二
百
十
一
条

課
長
及
び
所
長
は
、
決
算
に
必
要
な
資
料
を
別
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
部
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
算
整
理
伝
票
）

第
二
百
十
二
条

決
算
の
整
理
は
、
振
替
伝
票
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節

月
次
決
算

第
二
百
十
三
条

課
長
は
、
毎
月
末
日
現
在
を
も
っ
て
月
次
決
算
を
行
い
、
試
算
表
等
を
作
成
し
、

第
百
九
十
一
条
に
定
め
る
資
金
予
算
表
を
併
せ
て
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
製
の
上
、
翌
月
二

十
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

年
度
決
算

（
年
度
末
整
理
）

第
二
百
十
四
条

課
長
は
、
毎
事
業
年
度
末
に
お
い
て
、
決
算
整
理
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

未
精
算
勘
定
の
整
理

二

貯
蔵
品
の
年
度
末
た
な
卸

三

固
定
資
産
の
減
価
償
却

四

繰
延
収
益
の
償
却

五

資
産
の
評
価

六

諸
引
当
金
の
計
上

七

損
益
勘
定
の
年
度
末
修
正

（
帳
簿
締
切
り
）

第
二
百
十
五
条

課
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
各
勘
定
の
締
切
り
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
算
諸
表
）

第
二
百
十
六
条

部
長
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
法
令
に
定
め
る
決
算
書
類
を
調
製
し
、
五
月
末
日

ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
決
算
書
類
の
う
ち
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
百

九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

地
公
法
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
決
算
書
類
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

セ
グ
メ
ン
ト
情
報
に
お
け
る
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
第
百
九
十
六
条
第
四
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
章

雑
則

（
帳
票
の
様
式
）

第
二
百
十
七
条

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
様
式
は
、
別
表
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
で
、
会
計
管
理
者
の
承
認
を
得
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
委
任
）

第
二
百
十
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
財
務
規
則
の
適
用
に
関
す
る
事
項
及
び
事
業

の
財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
二
百
三
条
関
係
）

契
約
に
関
す
る
事
務
の
専
決
・
合
議
区
分
表

一

収
入
の
原
因
と
な
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
係
る
事
務

専

決

区

分

合

議

区

分

執

行

区

分

副

知

事

部

長

課

長

財

政

課

長

普
通
財
産
の
売
却

七
千
万
円
未
満

二
千
万
円
未
満

五
百
万
円
未
満

五
百
万
円
以
上

普
通
財
産
の
貸
付
け

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

五
百
万
円
以
上

そ

の

他

注

一

こ
の
表
は
、
財
務
規
則
第
百
六
十
九
条
第
一
項
（
第
百
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
三
条
及
び
第
百
七
十
八
条
（
第
百
八
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百

八
十
九
条
、
第
百
九
十
条
並
び
に
第
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二

不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
の
売
払
い
に
係
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
つ
い
て
は
、

こ
の
表
の
専
決
区
分
は
適
用
せ
ず
知
事
決
裁
と
し
、
財
政
課
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す

る
も
の
と
す
る
。

三

土
地
の
売
払
い
に
係
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
合
議
区

分
を
適
用
せ
ず
、
財
政
課
長
に
合
議
す
る
こ
と
と
し
、
五
百
万
円
以
上
に
つ
い
て
は
財
政

課
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
。

四

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
項
、

第
五
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
八
第
一
項
に
基
づ
く
総
務
大
臣
に
対
す
る
協

議
、
届
出
及
び
許
可
の
あ
っ
た
地
方
債
の
借
入
れ
に
係
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
区
分
を
適
用
せ
ず
課
長
専
決
と
す
る
も
の
と
す
る
。

二

支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
係
る
事
務

専

決

区

分

合

議

区

分

執

行

区

分

副

知

事

部

長

課

長

総
務
部
長

財
政
課
長

報
償
費

物
品
の
購
入

全
額

五
百
万
円
以

に
係
る
も
の

上
及
び
車
両

の
購
入

そ
の
他

全
額

雑
費

交
際
費
に
係

全
額

る
も
の

食
糧
に
係
る

全
額

も
の

そ
の
他

三
千
万
円

三
千
万
円

以
上

未
満

被
服
費
及
び
備
消
耗
品

三
千
万
円

三
千
万
円

五
百
万
円
以

費

以
上

未
満

上

燃
料
費
、
光
熱
水
費
、

三
千
万
円

三
千
万
円

印
刷
製
本
費
、
修
繕
費

以
上

未
満

（
物
品
の
修
繕
及
び
部

品
の
取
替
え
に
要
す
る

経
費
、
建
物
等
の
修
繕

に
要
す
る
経
費
で
工
事

請
負
費
に
該
当
し
な
い

経
費
並
び
に
道
路
運
送

車
両
法
の
規
定
に
基
づ

く
継
続
検
査
（
車
検
）

を
受
け
る
た
め
の
修
理

に
要
す
る
経
費
（
以
下

「
物
品
の
修
繕
等
経

費
」
と
い
う
。
）
に
限

る
。
）
、
動
力
費
及
び

薬
品
費

通
信
運
搬
費
、
手
数
料

全
額

及
び
損
害
保
険
料

委
託
料

土
地
以
外
の

五
億
円
未

三
億
円
未

一
億
円
未

五
千
万
円
以

固
定
資
産
の

満

満

満

上

取
得
依
頼
に

係
る
も
の

土
地
の
取
得

土
地
の
予

土
地
の
予

全
額

全
額

依
頼
に
係
る

定
価
格
が

定
価
格
が

も
の

七
千
万
円

三
千
五
百

未
満

万
円
未
満

そ
の

新
規

千
万
円
以

千
万
円
未

五
百
万
円
以

他

上

満

上

継
続

三
千
万
円

三
千
万
円

五
百
万
円
以

以
上

未
満

上

賃
借
料

土
地
・
建
物

七
千
万
円

七
千
万
円

三
千
万
円

五
十
万
円
以

に
係
る
も
の

以
上

未
満

未
満

上

そ
の
他

七
千
万
円

七
千
万
円

五
百
万
円

五
百
万
円
以
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以
上

未
満

未
満

上

物
品
の
修
繕
等
経
費
以

五
億
円
未

三
億
円
未

一
億
円
未

五
千
万
円
以

外
の
修
繕
費
、
路
面
復

満

満

満

上

旧
費
、
資
産
減
耗
費
及

び
除
却
工
事
費

材
料
費

三
千
万
円

三
千
万
円

以
上

未
満

建
設
改

建
設
工
事
に

五
億
円
未

三
億
円
未

一
億
円
未

五
千
万
円
以

良
費
及

よ
る
有
形
固

満

満

満

上

び
開
発

定
資
産
（
第

調
査
費

百
六
十
七
条

第
一
項
第
一

号
イ
及
び
ホ

か
ら
ト
ま
で

に
掲
げ
る
も

の
並
び
に
仮

設
備
の
う
ち

工
事
用
備
品

に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

の
取
得
に
係

る
も
の

無
形
固
定
資

七
千
万
円

三
千
五
百

全
額

全
額

産
並
び
に
第

未
満

万
円
未
満

百
六
十
七
条

第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ニ

ま
で
及
び
ト

か
ら
ヌ
ま
で

に
掲
げ
る
も

の
の
取
得
に

係
る
も
の

第
百
六
十
七

七
千
万
円

三
千
五
百

千
五
百
万

五
百
万
円
以

条
第
一
項
第

未
満

万
円
未
満

円
未
満

上
及
び
車
両

一
号
ホ
及
び

の
購
入

ヘ
に
掲
げ
る

も
の
並
び
に

仮
設
備
の
う

ち
工
事
用
備

品
に
係
る
も

の
の
取
得
に

係
る
も
の

注

一

こ
の
表
は
、
財
務
規
則
第
百
六
十
九
条
第
一
項

第
百
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

（

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
三
条
及
び
第
百
七
十
八
条
（
第
百
八
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百

八
十
九
条
、
第
百
九
十
条
、
第
百
九
十
条
の
四
、
第
百
九
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
百
九
十
条
の
六
第
三
項
並
び
に
第
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二

不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
の
買
入
れ
に
係
る
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
つ
い
て
は
、

こ
の
表
の
専
決
区
分
は
適
用
せ
ず
知
事
決
裁
と
し
、
財
政
課
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す

る
も
の
と
す
る
。

三

工
事
計
画
書
等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
総
括
的
に
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
財
政
課
長
に

合
議
し
て
決
裁
を
受
け
た
委
託
料
及
び
工
事
請
負
費
（
「
除
却
工
事
費
」
、
「
建
設
改
良

費
及
び
開
発
調
査
費
」
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
件

ご
と
の
契
約
に
関
す
る
意
思
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

執
行
区
分
中
「
委
託
料
」
に
つ
い
て
は
、
一
委
託
先
当
た
り
の
最
高
金
額
を
も
っ
て
こ

の
表
を
適
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

五

報
償
費
（
物
品
の
購
入
に
係
る
も
の
）
、
被
服
費
、
備
消
耗
品
費
、
委
託
料
（
そ
の

他
）
、
賃
借
料
並
び
に
建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
（
車
両
及
び
運
搬
具
、
工
具
器
具

及
び
備
品
並
び
に
仮
設
備
の
う
ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の
）
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
の

財
政
課
長
へ
の
合
議
に
つ
い
て
は
、
監
理
課
長
へ
の
合
議
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
車
両
（
予
算
編
成
に
お
い
て
財
政
課
長
へ
詳
細
な
仕

様
に
つ
い
て
個
別
協
議
を
し
て
予
算
に
計
上
し
た
公
用
車
を
除
く
。
）
の
購
入
及
び
重
要

又
は
異
例
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六

各
区
分
の
金
額
は
、
債
務
負
担
行
為
の
金
額
を
含
む
。

七

建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
の
う
ち
、
総
係
費
に
係
る
報
償
費
、
被
服
費
、
備
消
耗

品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水
費
、
印
刷
製
本
費
、
通
信
運
搬
費
、
委
託
料
、
手
数
料
、
賃
借

料
、
修
繕
費
、
路
面
復
旧
費
、
動
力
費
、
薬
品
費
、
材
料
費
、
損
害
保
険
料
及
び
雑
費
の

執
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
以
外
の
執
行
区
分
を
適
用

す
る
も
の
と
す
る
。

三

そ
の
他
契
約
に
関
す
る
事
務

専

決

区

分

執

行

区

分

部

長

課

長

収
入
に
係
る
契
約
（
変
更
契
約
を
含

全
額

む
。
）
の
締
結
及
び
解
除

支
出
に
係
る
契
約
（
変
更
契
約
を
含

別
表
第
二
の
支
出
負
担
行
為
の
専
決
区
分
に
よ
る
。

む
。
）
の
締
結
及
び
解
除

入
札
の
執
行
（
財
務
規
則
第
百
六
十

全
額

九
条
第
三
項
及
び
第
百
七
十
六
条

（
第
百
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
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る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
九

十
条
の
六
第
四
項
）

落
札
後
の
措
置
等
（
財
務
規
則
第
百

全
額

七
十
九
条
（
第
百
八
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

百
九
十
条
の
九
及
び
第
百
九
十
条
の

十
）

随
意
契
約
の
相
手
方
の
選
任
（
財
務

重
要
又
は
異
例
の
も
の

全
額
（
重
要
又
は
異
例
の

規
則
第
百
九
十
条
第
二
項
）

も
の
を
除
く
。
）

監
督
又
は
検
査

全
額

注

一

群
馬
県
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
財
産
の
処
分
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、

副
知
事
の
専
決
事
項
と
し
、
財
政
課
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
。

二

契
約
検
査
課
長
は
、
こ
の
表
の
専
決
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
課
の
所
掌
す
る
検
査
員
の

指
定
の
う
ち
設
計
金
額
五
百
万
円
以
上
（
所
長
が
支
出
負
担
行
為
担
当
者
で
あ
る
工
事
を

含
む
。
）
の
工
事
費
の
支
出
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

契
約
検
査
課
長
は
、
そ
の
専
門
性
、
特
殊
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
設
計
金
額
五
百
万
円
未
満
の
工
事
費
の
支
出
に
係
る
検
査
員
の
指
定
に
つ
い
て
、
当

該
工
事
費
の
執
行
に
係
る
課
長
又
は
所
長
と
協
議
し
、
こ
れ
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
（
第
四
条
、
二
百
二
条
、
第
二
百
三
条
関
係
）

支
出
負
担
行
為
及
び
支
出
命
令
の
専
決
・
合
議
区
分
表

専
決
区
分

合

議

区

分

執

行

区

分

部
長

課
長

財
政
課
長

会
計
管
理
者

会
計
局
長

会
計
管
理
課
長

報
酬

全
額

支

給
料
及
び
給

全
額

料
（
会
計
年

出

度
任
用
）

負

手
当
等
及
び

全
額

手
当
等
（
会

担

計

年

度

任

用
）

行

法

定

福

利

全
額

為

費
、
法
定
福

利
費
（
会
計

年
度
任
用
）

及
び
厚
生
福

利
費

退
職
給
付
費

全
額

報
償
費

全
額

旅
費
並
び
に

全
額

研
修
及
び
養

成
費

雑
費

全
額

被
服
費
、
備

全
額

消
耗
品
費
、

燃
料
費
、
光

熱
水
費
、
印

刷
製
本
費
、

修
繕
費
（
物

品
の
修
繕
経

費

等

に

限

る
。
）
、
動

力
費
及
び
薬

品
費

通

信

運

搬

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
百
万
円
以

費
、
手
数
料

円
以
上

以
上

上

及
び
損
害
保

険
料

委

固

定

資

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
千
万
円
以

託

産

の

取

円
以
上

以
上

上

料

得

に

係

る
も
の

そ
の
他

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
百
万
円
以

円
以
上

以
上

上

賃

土

地

・

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
十
万
円
以

借

建

物

に

円
以
上

以
上

上

料

係

る

も

のそ
の
他

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
百
万
円
以

円
以
上

以
上

上

物
品
の
修
繕

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
千
万
円
以

経
費
等
以
外

円
以
上

以
上

上

の
修
繕
費
、

路

面

復

旧
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費

資
産
減

、
耗
費
及
び
除

却
工
事
費

材
料
費

全
額

建

建

設

工

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

五
千
万
円
以

設

事

に

よ

円
以
上

以
上

上

改

る

有

形

良

固

定

資

費

産

（

第

及

百

六

十

び

七

条

第

開

一

項

第

発

一

号

イ

調

及

び

ホ

査

か

ら

ト

費

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

並

び

に

仮

設

備

の

う

ち

工

事

用

備

品

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

の

取

得

に

係

る

も
の

無

形

固

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

全
額

定

資

産

円
以
上

以
上

並

び

に

第

百

六

十

七

条

第

一

項

第

一

号

イ

か

ら

ニ

ま

で

及

び

ト

か

ら

ヌ

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

の

取

得

に

係

る

も

の第

百

六

全
額

十

七

条

第

一

項

第

一

号

ホ

及

び

ヘ

に

掲

げ

る

も

の

並

び

に

仮

設

備

の

う

ち

工

事

用

備

品

に

係

る

も

の

の

取

得

に

係

る

も

の

負
担
金

二
千

二
千

百
万
円
以

万
円

万
円

上

以
上

未
満

補
助
金

千
万

千
万

百
万
円
以

円
以

円
未

上

上

満

長
期
貸
付
金

千
万

千
万

千
万
円
以

一
億
五
千
万

五
千
万
円

千
万
円
以
上

及
び
短
期
貸

円
以

円
未

上

円
以
上

以
上

付
金

上

満

補
償
費

千
万

千
万

全
額

円
以

円
未

上

満

企
業
債
償
還

全
額

金
、
他
会
計

か
ら
の
借
入

金
償
還
金
及

び
支
払
利
息

投
資
有
価
証

千
万

千
万

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

全
額

券

円
以

円
未

円
以
上

以
上

上

満
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消
費
税
及
び

全
額

地
方
消
費
税

並
び
に
国
庫

補
助
金
返
還

金繰
出
金

全
額

全
額

一
億
五
千
万

五
千
万
円

全
額

円
以
上

以
上

支
出
命
令

全
額

注

一

群
馬
県
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
に
関
す
る
支
出
負
担
行
為

（
注
二
に
掲
げ
る
支
出
負
担
行
為
で
あ
っ
て
、
毎
会
計
年
度
、
別
に
定
め
る
公
共
事
業
費

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
副
知
事
の
専
決
事
項
と
し
、
財
政
課
長
及
び
総

務
部
長
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
。

二

工
事
計
画
書
等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
総
括
的
に
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
財
政
課
長
並

び
に
会
計
管
理
課
長
、
会
計
局
長
及
び
会
計
管
理
者
に
合
議
し
て
決
裁
を
受
け
た
委
託
料
、

工
事
請
負
費
（
「
除
却
工
事
費
」
、
「
建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
」
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
補
助
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
件
ご
と
の
支
出
負

担
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
へ
の
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

執
行
区
分
中
「
委
託
料
」
に
つ
い
て
は
一
委
託
先
、
「
負
担
金
」
に
つ
い
て
は
一
交
付

先
、
「
長
期
貸
付
金
及
び
短
期
貸
付
金
」
に
つ
い
て
は
一
貸
付
先
当
た
り
の
最
高
金
額
を

も
っ
て
こ
の
表
を
適
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

四

負
担
金
、
長
期
貸
付
金
及
び
短
期
貸
付
金
、
補
償
費
並
び
に
投
資
有
価
証
券
に
係
る
支

出
負
担
行
為
に
つ
い
て
の
財
政
課
長
へ
の
合
議
に
つ
い
て
は
、
監
理
課
長
へ
の
合
議
を
も

っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
債
務
負
担
行
為
を
伴
う
も

の
及
び
重
要
又
は
異
例
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

会
計
管
理
課
長
ま
で
の
合
議
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
課
審
査
室
長
へ
の
合
議
を
も
っ

て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

六

各
区
分
の
金
額
は
、
債
務
負
担
行
為
の
金
額
を
含
む
。

七

建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
の
う
ち
、
総
係
費
に
係
る
報
酬
、
給
料
、
給
料
（
会
計

年
度
任
用
）
、
手
当
等
、
手
当
等
（
会
計
年
度
任
用
）
、
退
職
給
付
費
、
法
定
福
利
費
、

法
定
福
利
費
（
会
計
年
度
任
用
）
、
厚
生
福
利
費
、
報
償
費
、
旅
費
、
被
服
費
、
備
消
耗

品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水
費
、
印
刷
製
本
費
、
通
信
運
搬
費
、
委
託
料
、
手
数
料
、
賃
借

料
、
修
繕
費
、
路
面
復
旧
費
、
動
力
費
、
薬
品
費
、
材
料
費
、
負
担
金
、
損
害
保
険
料
、

研
修
及
び
養
成
費
並
び
に
雑
費
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
建
設
改
良
費
及
び
開
発

調
査
費
以
外
の
執
行
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
条
、
第
二
百
三
条
関
係
）

そ
の
他
の
事
務
に
関
す
る
専
決
・
合
議
区
分
表

専

決

区

分

合

議

区

分

執

行

区

分

部

長

課

長

財

政

課

長

支
出
予
算
の
流
用

項

目
以
下

全
額

予
備
費
の
充
用

全
額

全
額

収
入
の
調
定

全
額

概
算
払
の
意
思
の
決
定
（
負
担
金
、
補
助
金

一
億
円
以
上

一
億
円
未
満

千
万
円
以
上

及
び
交
付
金
に
限
る
。
）

前
金
払
、
部
分
払
、
概
算
払
及
び
精
算
払
の

一
億
円
以
上

一
億
円
未
満

額
の
確
定

債
務
の
確
認

全
額

そ

寄
付
物
品
（
負
担
付
き
の
も
の
を
除

全
額

の

く
。
）
の
取
得

他

物
品
の
管
理
処
分

全
額

預
り
金
の
管
理
（
職
員
給
与
に
係
る
法

全
額

定
控
除
金
を
除
く
。
）

債
権

担
保
の
処
分
、
徴
収
停
止
、
履

全
額

全
額

の
管

行
延
期
の
特
約
等
及
び
欠
損
処

理

分そ
の
他

全
額

振
替
の
決
定

全
額

預
り
金
の
出
納
決
定

全
額

固
定
資
産
の
除
却
及
び
売
払
に
係
る
会
計
処

全
額

理引
当
金
の
繰
入
及
び
取
崩
し

全
額

減
価
償
却
費
の
決
定

全
額

資
産
の
評
価

全
額

利
益
剰
余
金
、
欠
損
金
及
び
積
立
金
の
処
理

全
額

注

一

百
万
円
未
満
の
目
以
下
の
流
用
及
び
債
権
の
管
理
（
担
保
の
処
分
、
徴
収
停
止
、
履
行

延
期
の
特
約
等
及
び
欠
損
処
分
）
に
つ
い
て
の
財
政
課
長
へ
の
合
議
に
つ
い
て
は
、
監
理
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課
長
へ
の
合
議
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要

又
は
異
例
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

年
度
内
に
複
数
回
の
概
算
払
い
の
意
思
の
決
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
最
初

の
意
思
の
決
定
の
際
に
、
次
回
以
降
の
概
算
払
い
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
計
画
書
等
を

添
付
し
、
財
政
課
長
に
合
議
の
上
決
裁
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
二
度
目
以
降
の
意
思
の

決
定
に
つ
い
て
は
、
財
政
課
長
の
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

委
託
料
の
う
ち
建
設
工
事
費
又
は
工
事
請
負
費
（
「
除
却
工
事
費
」
、
「
建
設
改
良
費

及
び
開
発
調
査
費
」
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
負
担
金
に
係
る
概
算
払
の
意

思
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
合
議
区
分
は
適
用
せ
ず
、
財
政
課
長
へ
の
合
議
は
不

要
と
す
る
。

別
表
第
四
（
第
五
十
五
条
、
第
二
百
二
条
関
係
）

支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

支
出
負
担
行
為
と

支
出
負
担
行
為
の

支
出
負
担
行
為

予

算

科

目

の

区

分

し
て
整
理
す
る
時

決
議
に
添
付
す
べ

の
範
囲

期

き
主
な
書
類

報
酬

支
出
決
定
又
は
振

当
該
期
間
分

支
給
明
細
書
、
勤

替
決
定
の
と
き

務
条
件
明
示
書

給
料
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任

支
出
決
定
又
は
振

当
該
期
間
分

支
給
明
細
書

用
）

替
決
定
の
と
き

手
当
等
及
び
手
当
等
（
会
計
年

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

支
給
明
細
書

度
任
用
）

替
決
定
の
と
き

す
る
額

法
定
福
利
費
、
法
定
福
利
費

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

支
出
の
原
因
と
な

（
会
計
年
度
任
用
）
及
び
厚
生

替
決
定
の
と
き

す
る
額

る
帳
票
類

福
利
費

退
職
給
付
費

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

支
出
の
原
因
と
な

替
決
定
の
と
き

す
る
額

る
帳
票
類

報

物
品
の
購
入
に
係
る
も
の

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

仕
様
書
、
予
定
価

償

と
き

格
調
書
、
入
札

費

（
見
積
）
書
、
契

約
書
又
は
請
書
の

案

そ
の
他

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

相
手
方
及
び
内
容

替
決
定
の
と
き

す
る
額

を
示
す
書
類

旅
費
並
び
に
研
修
及
び
養
成
費

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

旅
行
命
令
簿

替
決
定
の
と
き

す
る
額

雑

交

物
品
の
購
入
に
係
る

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

仕
様
書
、
予
定
価

費

際

も
の

と
き

格
調
書
、
入
札

費

（
見
積
）
書
、
契

約
書
又
は
請
書
の

案

別
表
第
五
に
規
定
す

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

資
金
前
渡
の
目
的

る
経
費

替
決
定
の
と
き

す
る
額

等
を
示
す
書
類

そ
の
他

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

相
手
方
及
び
内
容

替
決
定
の
と
き

す
る
額

を
示
す
書
類

被
服
費
、
備
消
耗

別
表
第
五

支
出
決
定
又
は
振

請
求
金
額

請
求
書
、
納
付
書

品
費
、
燃
料
費
、

に
規
定
す

替
決
定
の
と
き

光
熱
水
費
、
印
刷

る
経
費

製
本
費
、
修
繕
費

（
物
品
の
修
繕
経

そ
の
他

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

報
償
費
（
物
品
の

費

等

に

限

と
き

購
入
に
係
る
も

る
。
）
、
動
力
費

の
）
に
準
ず
る
書

及
び
薬
品
費

類

損
害
保
険

別
表
第
五
に
規
定

支
出
決
定
又
は
振

請
求
金
額

請
求
書
、
納
付
書

料

す
る
経
費

替
決
定
の
と
き

そ
の
他

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額
又
は

請
求
書
、
納
付
書

と
き
又
は
支
払
通

払
込
指
定
金
額

知
を
受
け
た
と
き

通
信
運
搬

別
表
第
五
に
規
定

支
出
決
定
又
は
振

請
求
金
額

請
求
書
、
納
付
書

費
及
び
手

す
る
経
費

替
決
定
の
と
き

数
料

そ
の
他

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

報
償
費
（
物
品
の

と
き

購
入
に
係
る
も

の
）
に
準
ず
る
書

類

委
託
料

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

仕
様
書
、
設
計

と
き

書
、
予
定
価
格
調

書
入
札
（
見
積
）

書
、
契
約
書
又
は

請
書
の
案

賃
借
料

土
地
・
建
物
に
係

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額
又
は

見
積
書
、
契
約
書

る
も
の

と
き
又
は
支
出
決

請
求
金
額

の
案
、
請
求
書

定
若
し
く
は
振
替

決
定
の
と
き

そ
の
他

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

報
償
費
（
物
品
の

と
き

購
入
に
係
る
も
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の
）
に
準
ず
る
書

類

物
品
の
修
繕
等
経
費
以
外
の
修

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

設
計
書
、
仕
様

繕
費
、
路
面
復
旧
費
、
資
産
減

と
き

書
、
予
定
価
格
調

耗
費
及
び
除
却
工
事
費

書
入
札
（
見
積
）

書
、
契
約
書
又
は

請
書
の
案

材
料
費

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

設
計
書
、
仕
様

と
き

書
、
予
定
価
格
調

書
入
札
（
見
積
）

書
、
契
約
書
又
は

請
書
の
案

建
設
改
良

建
設
工
事
に
よ
る

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

設
計
書
、
仕
様

費
及
び
開

有
形
固
定
資
産

と
き

書
、
予
定
価
格
調

発
調
査
費

（
第
百
六
十
七
条

書
入
札
（
見
積
）

第
一
項
第
一
号
イ

書
、
契
約
書
又
は

及
び
ホ
か
ら
ト
ま

請
書
の
案

で
に
掲
げ
る
も
の

並
び
に
仮
設
備
の

う
ち
工
事
用
備
品

に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
取
得
に

係
る
も
の

無
形
固
定
資
産
並

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

登
記
事
項
証
明

び
に
第
百
六
十
七

と
き

書
、
予
定
価
格
調

条
第
一
項
第
一
号

書
、
入
札
（
見

イ
か
ら
ニ
ま
で
及

積
）
書
、
契
約
書

び
ト
か
ら
ヌ
ま
で

又
は
請
書
の
案

に
掲
げ
る
も
の
の

取
得
に
係
る
も
の

第
百
六
十
七
条
第

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

報
償
費
（
物
品
の

一
項
第
一
号
ホ
に

と
き

購
入
に
係
る
も

掲
げ
る
も
の
の
取

の
）
に
準
ず
る
書

得
に
係
る
も
の

類

第
百
六
十
七
条
第

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額

報
償
費
（
物
品
の

一
項
第
一
号
ヘ
に

と
き

購
入
に
係
る
も

掲
げ
る
も
の
並
び

の
）
に
準
ず
る
書

に
仮
設
備
の
う
ち

類

工
事
用
備
品
に
係

る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の

負
担
金
及
び
補

別
表
第
五
に

支
出
決
定
又
は
振

請
求
金
額

請
求
書
、
納
付
書

助
金

規
定
す
る
経

替
決
定
の
と
き

費そ
の
他

交
付
決
定
の
と

交
付
決
定
し
よ

申
請
書
、
交
付
決

き
又
は
支
出
決
定

う
と
す
る
額
又

定

通

知

書

若
し
く
は
振
替
決

は
支
出
し
よ
う

（
写
）
、
会
議
等

定
の
と
き

と
す
る
額

開
催
通
知

長
期
貸
付
金
及
び
短
期
貸
付
金

貸
付
決
定
の
と

貸
付
し
よ
う
と

申
請
書
、
契
約
書

き
又
は
支
出
決
定

す
る
額
又
は
支

又
は
こ
れ
に
代
わ

若
し
く
は
振
替
決

出
し
よ
う
と
す

る
も
の

定
の
と
き

る
額

補
償
費

契
約
を
締
結
す
る

契
約
金
額
又
は

判
決
書
謄
本
又
は

と
き
又
は
支
出
決

支
出
し
よ
う
と

和
解
書
（
写
）
、

定
若
し
く
は
振
替

す
る
額

契
約
書
の
案
、
請

決
定
の
と
き

求
書

企
業
債
償
還
金
、
他
会
計
か
ら

支
出
決
定
又
は
振

支
出
を
要
す
る

請
求
書
、
計
算
書

の
借
入
金
償
還
金
及
び
支
払
利

替
決
定
の
と
き

額

息投
資
有
価
証
券

投
資
及
び
出
資
を

投
資
及
び
出
資

申
請
書
、
申
込
書

す
る
と
き

し
よ
う
と
す
る

額

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び

支
出
決
定
又
は
振

支
出
し
よ
う
と

関
係
書
類

に
国
庫
補
助
金
返
還
金

替
決
定
の
と
き

す
る
額

繰
出
金

繰
出
決
定
の
と
き

繰
出
し
を
要
す

関
係
書
類

る
額

注

一

建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
の
う
ち
、
総
係
費
に
係
る
報
酬
、
給
料
、
給
料
（
会
計

年
度
任
用
）
、
手
当
等
、
手
当
等
（
会
計
年
度
任
用
）
、
退
職
給
付
費
、
法
定
福
利
費
、

法
定
福
利
費
（
会
計
年
度
任
用
）
、
厚
生
福
利
費
、
報
償
費
、
旅
費
、
被
服
費
、
備
消
耗

品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水
費
、
印
刷
製
本
費
、
通
信
運
搬
費
、
委
託
料
、
手
数
料
、
賃
借

料
、
修
繕
費
、
路
面
復
旧
費
、
動
力
費
、
薬
品
費
、
材
料
費
、
負
担
金
、
損
害
保
険
料
、

研
修
及
び
養
成
費
並
び
に
雑
費
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
建
設
改
良
費
及
び
開
発

調
整
費
以
外
の
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

支
出
負
担
行
為
と
し

区

分

支
出
負
担
行
為
の
範
囲

備

考

て
整
理
す
る
時
期

資
金
前
渡

資
金
前
渡
を
す
る
と

資
金
の
前
渡
を
要
す
る
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き

額

過
年
度
支
出

過
年
度
支
出
を
行
う

過
年
度
支
出
を
要
す
る

と
き

額

繰
越
し

当
該
繰
越
し
に
係
る

前
年
度
に
支
出
負
担
行

当
該
年
度
分
は
、
別

金
額
を
繰
り
越
し
た

為
を
し
た
額

表
第
四
支
出
負
担
行

と
き

為
整
理
区
分
表

に

よ
る
。

過
誤
払
金
の
戻
入

現
金
の
戻
入
通
知
の

戻
入
す
る
額

あ
っ
た
と
き

別
表
第
五
（
第
五
十
五
条
関
係
）

支
出
伝
票
又
は
振
替
伝
票
で
支
出
負
担
行
為
の
決
議
が
で
き
る
経
費

予
算
科
目
の
区
分

経

費

の

内

容

報
酬

全
て
の
経
費

給
料
及
び
給
料
（
会
計
年

全
て
の
経
費

度
任
用
）

手
当
等
及
び
手
当
等
（
会

全
て
の
経
費

計
年
度
任
用
）

法
定
福
利
費
、
法
定
福
利

全
て
の
経
費

費
（
会
計
年
度
任
用
）
及

び
厚
生
福
利
費

退
職
給
付
費

全
て
の
経
費

旅
費
並
び
に
研
修
及
び
養

全
て
の
経
費

成
費

雑
費
（
交
際
費
に
係
る
も

資
金
前
渡
に
係
る
も
の

の
）

備
消
耗
品
費
、
光
熱
水
費

一

官
報
、
新
聞
、
雑
誌
等
の
定
期
刊
行
物
及
び
法
規
類
の
追

及
び
修
繕
費

録
代
の
経
費

二

光
熱
水
費

三

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
定
期
点
検
整
備
及
び
継
続
検
査
（
車

検
）
を
受
け
る
た
め
の
修
理
に
要
す
る
経
費

四

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）

に
基
づ
く
定
期
検
査
を
受
け
る
た
め
の
修
理
に
要
す
る
経
費

五

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
の
規
定
に
基

づ
く
定
期
検
査
及
び
中
間
検
査
を
受
け
る
た
め
の
修
理
に
要

す
る
経
費

六

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）

の
規
定
に
基
づ
く
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
再
検
査
を
受

け
る
た
め
の
修
理
に
要
す
る
経
費

通
信
運
搬
費

手
数
料
及

一

後
納
郵
便
料
及
び
電
気
通
信
役
務
の
経
費
の
う
ち
別
に
定

、

び
損
害
保
険
料

め
る
も
の

二

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
料

三

道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
基
づ
く
定
期
点
検
整
備
及
び

継
続
検
査
（
車
検
）
手
数
料
（
代
行
手
数
料
そ
の
他
検
査
に

伴
う
手
数
料
を
含
む
。
）

四

市
町
村
等
の
焼
却
施
設
へ
支
払
う
廃
棄
物
処
理
手
数
料

五

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

再
資
源
化
等
預
託
金
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理

預
託
金
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
等
預
託

金
及
び
情
報
管
理
預
託
金
の
管
理
に
関
す
る
料
金

六

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
定
期
検
査
手
数
料

七

出
納
取
扱
金
融
機
関
に
支
払
う
口
座
振
替
収
納
手
数
料

八

船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
定
期
検
査
及
び
中
間
検
査
の
手
数

料
九

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の

再
検
査
の
手
数
料

雑
費

一

放
送
受
信
料

二

タ
ク
シ
ー
及
び
ハ
イ
ヤ
ー
使
用
料

三

有
料
道
路
の
後
納
通
行
料

四

自
動
車
重
量
税

五

自
動
車
取
得
税

負
担
金
及
び
補
助
金

一

負
担
金
及
び
補
助
金
で
交
付
決
定
等
の
通
知
を
要
し
な
い

も
の
（
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定

に
基
づ
く
電
波
利
用
料

三

資
金
前
渡
（
社
会
参
加
費
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の

企
業
債
償
還
金
、
他
会
計

支
払
未
済
金
償
還
に
係
る
経
費

か
ら
の
借
入
金
償
還
金
及

び
支
払
利
息

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

全
て
の
経
費

経
費
の
性
質
に
よ
り
そ
れ

単
価
契
約
に
係
る
経
費

ぞ
れ
の
区
分

注

一

建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
整
費
の
う
ち
、
総
係
費
に
係
る
報
酬
、
給
料
、
給
料
（
会
計

年
度
任
用
）
、
手
当
等
、
手
当
等
（
会
計
年
度
任
用
）
、
退
職
給
付
費
、
法
定
福
利
費
、
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法
定
福
利
費
（
会
計
年
度
任
用
）
、
厚
生
福
利
費
、
旅
費
、
備
消
耗
品
費
、
光
熱
水
費
、

通
信
運
搬
費
、
手
数
料
、
修
繕
費
、
負
担
金
、
損
害
保
険
料
、
研
修
及
び
養
成
費
並
び
に

雑
費
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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勘定科目表

１ 固定資産

款 項 目 節 細節 備考

有形固定資産

地区別

土地 事業用敷地 公舎用敷地、運動場等の経営附属用土地等で、

あり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数

料、整地費（建物又は構築物に直接関係あるものを除

く。）及び測量費の合計額を整理する。

事務所用地 庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等

施設用地 管路、ポンプ場、処理場用地等

その他用地 倉庫等、上記以外の用地

建物 事務所、作業場等及び建物と一体をなす冷暖房、照明、通

風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様

替、改造等の費用並びに建物に直接関係ある整地費を含め

て整理する。

事務所用建物 庁舎等、専ら事務所のために用いる建物

ポンプ場用建物 ポンプ場施設の建物

処理場用建物 処理場施設の建物

その他建物 上記以外の建物

構築物 土地に定着する土木施設又は工作物を整理する。

管路施設 管路、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設 汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設

処理場施設 下水処理のための施設

その他構築物 上記以外の構築物

機械及び装置 機械、装置及び設備並びにこれらの附属品を整理する。

ポンプ場用電気 ポンプ場施設の電気設備

設備

処理場用電気設 処理場施設の電気設備

備

ポンプ場用機械 ポンプ場施設の機械設備

設備

処理場用機械設 処理場施設の機械設備

備

その他機械及び 上記以外の機械及び装置

装置

車両及び運搬具 自動車その他陸上運搬具を整理する。

工具器具及び備 機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具、電話設

品 備、金庫等の備品で耐用年数１年以上で取得価額１０万円

以上のものを整理する。

リース資産 有形固定資産（建設仮勘定を除く。）に係るファイナン

ス・リース取引におけるリース資産を整理する。

その他有形固定 上記に掲げる以外の有形固定資産を整理する。

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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資産

減価償却累計

額

地区別累計額

建物累計額

事務所用建物累

計額

ポンプ場用建物

累計額

処理場用建物累

計額

その他建物累計

額

構築物累計額

管路施設累計額

ポンプ場施設累

計額

処理場施設累計

額

その他構築物累

計額

機械及び装置累

計額

ポンプ場用電気

設備累計額

処理場用電気設

備累計額

ポンプ場用機械

設備累計額

処理場用機械設

備累計額

その他機械及び

装置累計額

車両及び運搬具

累計額

工具器具及び備

品累計額

リース資産累計

額

その他有形固定

資産累計額

無形固定資産

地区別

借地権 土地の上に設定された民法（明治２９年法律第８９号）第

６０１条に規定する権利をいい、その取得のために支払っ
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た対価を整理する。

地上権 民法第２６５条及び第２６９条の２に規定する権利をい

い、その設定のために支払った対価を整理する。

地役権 民法第２８０条及び第２８５条に規定する権利をいい、そ

。の設定のために支払った対価を整理する

特許権 特許法（昭和３４年法律第１２１号）第６６条に規定する

権利をいい、その権利の取得に要した費用を整理する。

施設利用権 電気、ガス供給者施設利用権（電気事業者又はガス事業者

に対して、電気又はガスの供給施設を設けるために要する

費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を

受ける権利）等を整理する。

電話加入権

水道加入権

リース資産 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリ

ース資産を整理する。

その他無形固定 上記に掲げる以外の無形固定資産を整理する。

資産

投資その他の

資産

投資有価証券 長期投資の目的をもって所有する有価証券を整理する。

国債

出資金

一般会計

長期貸付金

他会計貸付金

一般貸付金

長期貸付金貸 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当て

倒引当金 るものを整理する。

基金

破産更生債権 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権

を整理する。

破産更生債権 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権

貸倒引当金 で１年以内に回収されないことが明らかなものを整理す

る。

その他投資 上記以外の投資の性質を有するものを整理する。

建設仮勘定

地区別

無形固定資産

借地権

地上権

地役権

特許権

施設利用権

電話加入権
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水道加入権

リース資産

その他無形固定

資産

土地

事務所用地

施設用地

その他用地

建物

事務所用建物

ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

構築物

管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

機械及び装置

ポンプ場用電気

設備

処理場用電気設

備

ポンプ場用機械

設備

処理場用機械設

備

その他機械及び

装置

車両及び運搬具

工具器具及び備

品

リース資産

その他有形固定

資産

総係費

委員等の報酬を整理する。報酬

給料 職員の給料を整理する。

手当等 職員の手当等を整理する。

賞与引当金繰入 賞与引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

退職給付費 退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

を整理する。
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退職給付引当金 退職給付引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

法定福利費 職員の共済費等を整理する。

法定福利費引当 法定福利費引当金として計上するための繰入額を整理す

金繰入額 る。

給料（会計年度 会計年度任用職員の給料及び報酬を整理する。

任用）

手当等（会計年 会計年度任用職員の手当及び通勤に係る費用弁償等を整理

度任用） する。

法定福利費（会 会計年度任用職員の社会保険料等を整理する。

計年度任用）

厚生福利費 職員の厚生福利に要する費用を整理する。

報償費 報償金・奨励金等を整理する。

旅費 職員等に支給する旅費等を整理する。

被服費 職員等に貸与する被服の購入費を整理する。

備消耗品費 事務用品、器具等で１０万円未満の物品の取得価額（これ

らの維持修繕費含む）を整理する。

燃料費 自動車用及び採暖用燃料を整理する。

光熱水費 電気料、ガス料及び水道料を整理する。

印刷製本費 文書、帳簿等の印刷費及び製本費を整理する。

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び物品等の運

搬料を整理する。

委託料 委託に要する費用を整理する。

手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等を整理する。

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等を整理する。

修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用を整

理する。

修繕引当金繰入 修繕引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

路面復旧費 管路の修理等による道路法（昭和２７年法律第１８０号）

に定められた道路の修復費を整理する。

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費を整理する。

薬品費 処理水の沈でん及び滅菌に要する薬品費を整理する。

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費を整理する。

補償費 補償金、賠償金、見舞金等を整理する。

負担金 庁舎負担金等を整理する。

損害保険料 自動車任意保険、損害保険料を整理する。

研修及び養成費 職員の研修及び養成に要する費用を整理する。

貸倒引当金繰入 貸倒引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

雑費

補償費

金銭補償費
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設備補償費

建設中利子

支払利息

仮設備

工事用用地

工事用建物

工事用機械

工事用備品

工事用電気設備

工事用道路橋

梁
りよう

工事用諸設備

仮設備費

工事用用地費

工事用建物費

工事用機械費

工事用備品費

工事用電気設備

費

工事用道路橋梁

費

工事用諸設備費

工事用動力費

工事用動力費

工事用材料

骨材

セメント

諸材料

受託工事

受託工事費

雑収入

建設準備勘定

無形固定資産

借地権

地上権

地役権

特許権

施設利用権

電話加入権

水道加入権

リース資産
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その他無形固定

資産

総係費

報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入

額

退職給付費

退職給付引当金

繰入額

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

給料（会計年度

任用）

手当等（会計年

度任用）

法定福利費（会

計年度任用）

厚生福利費

報償費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入

額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

損害保険料
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研修及び養成費

貸倒引当金繰入

額

雑費

建設準備中利

子

２ 流動資産

款 項 目 節 細節 備考

現金預金

預金

群馬銀行

普通預金

定期預金

現金

本局

下水道総合事務

所

未収金 営業活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提

供したこと等によって生じる金銭債権を整理する。

営業未収金

地区別

未収負担金

未収受託工事収

益

その他営業未収

金

営業外未収金 営業活動によらない営業外収益の未収入額をいう。

地区別

未収受取利息及

び配当金

未収消費税還付

金

その他営業外未

収金

その他未収金 上記以外の未収金を整理する。

地区別

未収金貸倒引 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるも

当金 のを整理する。

有価証券 一時的所有を目的とする有価証券を整理する。

有価証券

保管預り有価 担保品等による有価証券の預かり勘定を整理する。
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証券

地区別

群馬銀行

貯蔵品

地区別

消耗品

消耗備品

材料

薬品

燃料

その他貯蔵品

短期貸付金

他会計貸付金

一般貸付金

短期貸付金貸 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当て

倒引当金 るものを整理する。

前払金 物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で、

前払費用に属さないものを整理する。

地区別

管渠費
きよ

物品代

請負代

雑口

ポンプ場費

処理場費

受託工事費

総係費

物品代

請負代

前払消費税

雑口

前払費用 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、い

まだに提供されていない役務に対して支払われた対価を整

理する。

地区別

管渠費

物品代

請負代

損害保険料

賃借料

支払利息
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雑口

ポンプ場費

処理場費

受託工事費

総係費

その他流動資

産

本局

仮払消費税

特定収入仮払消

費税

その他流動資産

３ 固定負債

款 項 目 節 細節 備考

企 業 債 （ 固

定）

建設改良費等 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債（１年

の財源に充て 以内に償還期限の到来するものを除く。）を整理する。

るための企業

債

建設事業債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

公営企業借換債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

資本費平準化債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

その他の下水道

事業債

地区別
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財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

その他の企業 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

債 （１年以内に償還期限の到来するものを除く。）を整理す

る。

その他の下水道

事業債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

他会計借入金

（固定）

建設改良費等 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れ

の財源に充て た借入金（１年以内に返済期限の到来するものを除く。）

るための長期 を整理する。

借入金

地区別

一般会計

その他の長期 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り

借入金 入れた借入金（１年以内に返済期限の到来するものを除

く。）を整理する。

地区別

一般会計

リ ー ス 債 務 ファイナンス・リース取引におけるリース債務（１年以内

（固定） に支払期限の到来するものを除く。）を整理する。

引 当 金 （ 固

定）

退職給付引当 簡便法（当該事業年度の末日において、事業に従事する全

金 職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により

退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額

による方法をいう。）により計上した引当額を整理する。

その他固定負

債

その他固定負

債

４ 流動負債

款 項 目 節 細節 備考

一時借入金 契約期間１年以内の借入金で、返還期日が貸借対照日の翌

日から起算して１年以内の借入金を整理する。

群馬銀行
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一般会計

企業債（流

動）

建設改良費等 １年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充て

の財源に充て るために発行する企業債を整理する。

るための企業

債

建設事業債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

公営企業借換債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

資本費平準化債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

その他の下水道

事業債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

その他の企業 １年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に

債 充てるために発行する企業債を整理する。

その他の下水道

事業債

地区別

財務省

地方公共団

体金融機構

群馬銀行

他会計借入金

（流動）

建設改良費等 １年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充て

の財源に充て るために他の会計から繰り入れた借入金を整理する。
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るための短期

借入金

地区別

一般会計

その他の短期 １年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に

借入金 充てるために他の会計から繰り入れた借入金を整理する。

地区別

一般会計

リース債務 １年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引

（流動） におけるリース債務を整理する。

未払金 政令第１３条の規定に基づいて計上したもののうち、特定

の契約等により、既に債務は発生しているがいまだその支

払の終わらないものを整理する。

営業未払 通常の取引に基づいて発生した主たる営業活動に係る費用

の未払額を整理する。

地区別

物品代

請負代

給料手当等

雑口

営業外未払

地区別

未払消費税

雑口

その他未払 上記以外の未払額を整理する。

地区別

物品代

請負代

給料手当等

雑口

未払費用 政令第１３条の規定に基づいて計上したもののうち、契約

等により継続的に提供を受けている役務に対する対価とし

て、時の経過とともに発生したものをみられる債務を整理

する。

営業未払 通常の取引に基づいて発生した主たる営業活動に係る費用

の未払額を整理する。

地区別

物品代

請負代

給料手当等

損害保険料

賃借料

雑口
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営業外未払 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る

費用以外の費用の未払額を整理する。

地区別

支払利息

雑口

その他未払 上記以外の未払額を整理する。

地区別

雑口

前受金 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務

の履行を終わらないものを整理する。

営業前受金 翌事業年度以後の事業年度の営業収益に属する収益を整理

する。

地区別

営業外前受金 翌事業年度以後の事業年度の営業外収益に属する収益を整

理する。

地区別

その他前受金 上記以外の収入の前受金を整理する。

地区別

預り金 返済すべき営業上又は営業外の一時的な預り金額を整理す

る。

地区別

法定預り金

法定外預り金

契約保証金

入札保証金

預り有価証券 担保品等による有価証券の預り勘定を整理する。

地区別

群馬銀行

引 当 金 （ 流

動）

賞与引当金 翌事業年度支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積も

り計上する引当金を整理する。

法定福利費引 翌事業年度支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負

当金 担相当額を見積もり計上する引当金を整理する。

修繕引当金 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常

の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、そ

の修繕に備えて計上する引当金を整理する。

その他流動負

債

本局

仮受消費税

５ 繰延収益
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款 項 目 節 細節 備考

長期前受金 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金そ

の他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその

交付を受けた金額に相当する額を整理する。

国庫補助金長 償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金を整理する。

期前受金

地区別

他会計補助金 償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金を整理す

長期前受金 る。

地区別

他会計負担金 償却資産の取得又は改良に充てた負担金を整理する。

長期前受金

地区別

工事費負担金 償却資産の取得又は改良に充てた工事費負担金を整理す

長期前受金 る。

地区別

資本費繰入金 企業債の元利償還に充てる他会計繰入金のうち、地公法規

長期前受金 則第２１条第３項の規定により繰入れを行ったものを整理

する。

地区別

受贈財産評価 償却資産の贈与を受けた財産の評価額を整理する。

額長期前受金

地区別

寄附金長期前 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金を整理する。

受金

地区別

その他資本剰 上記以外の長期前受金を整理する。

余金長期前受

金

地区別

長期前受金収

益化累計額

国庫補助金長

期前受金収益

化累計額

地区別

他会計補助金

長期前受金収

益化累計額

地区別

他会計負担金

長期前受金収

益化累計額

地区別

工事費負担金

長期前受金収
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益化累計額

地区別

資本費繰入金

長期前受金収

益化累計額

地区別

受贈財産評価

額長期前受金

収益化累計額

地区別

寄附金長期前

受金収益化累

計額

地区別

その他資本剰

余金長期前受

金収益化累計

額

地区別

６ 資本金

款 項 目 節 細節 備考

資本金

固有資本金

地区別

繰入資本金

地区別

組入資本金

地区別

７ 剰余金（欠損金）

款 項 目 節 細節 備考

資本剰余金

国庫補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助

金を整理する。

地区別

他会計補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補

助金を整理する。

地区別

他会計負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負

担金を整理する。

地区別
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工事費負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事費負

担金を整理する。

地区別

資本費繰入金 企業債の元利償還に充てる他会計繰入金のうち、地公法規

則第２１条第３項の規定により長期前受金としないものを

整理する。

地区別

受贈財産評価 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額を整

額 理する。

地区別

寄附金

地区別

その他資本剰 上記以外の資本剰余金を整理する。

余金

地区別

利益剰余金

企業債等償還

積立金

利益積立金

建設改良積立

金

当年度未処分

利益剰余金

繰越利益剰余金

年度末残高

当年度純利益

その他未処分利

益剰余金

当年度未処理

欠損金

繰越欠損金年度

末残高

当年度純損失

８ 収益

款 項 目 節 細節 備考

営業収益 主たる営業活動から生ずる収益を整理する。

維持管理負担

金

市町村負担金 市町村からの維持管理負担金を整理する。

地区別

雨水負担金 雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額に係

る繰入金を整理する。
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一般会計負担金

地区別

受託工事収益 排水装置の新設若しくは又は修繕等の工事受託による収益

を整理する。

受託工事収益

地区別

その他営業収 負担金、受託工事収益以外の収益で通常発生する収益を整

益 理する。

地区別

材料売却収益

処理水売却収益

手数料

販売電力料 売電収益を整理する。

営業雑収益 上記以外の営業収益を整理する。

営業外収益 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の

原因から生ずる収益を整理する。

受取利息及び 金融及び財務活動に伴う収益を整理する。

配当金

預金利息 預金の利息を整理する。

基金利息 基金の利息を整理する。

貸付金利息 貸付金の利息を整理する。

有価証券利息 有価証券の利息を整理する。

配当金 配当金による収益を整理する。

国庫補助金 除却工事費や修繕費に係る国庫補助金を整理する。

国庫補助金

地区別

他会計補助金 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入

金で返済を要しないものを整理する。

一般会計繰入金

維持管理費繰入

金

地区別

資本費繰入金

地区別

人件費繰入金

地区別

その他繰入金

地区別

長期前受金戻 規則第２１条第２項又は第３項の規定により償却した長期

入 前受金の額を整理する。

国庫補助金長期

前受金戻入

地区別

他会計補助金長
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期前受金戻入

地区別

他会計負担金長

期前受金戻入

地区別

工事費負担金長

期前受金戻入

地区別

資本費繰入金長

期前受金戻入

地区別

受贈財産評価額

長期前受金戻入

地区別

寄附金長期前受

金戻入

地区別

その他資本剰余

金長期前受金戻

入

地区別

資本費繰入収 企業債の元金償還に充てる他会計繰入金のうち、地公法規

益 則第２１条第３項の規定により長期前受金に整理すること

なく収益化するものを整理する。

一般会計繰入金

地区別

消費税及び地 消費税及び地方消費税の還付額を整理する。

方消費税還付

金

消費税及び地方

消費税還付金

雑収益 上記以外の営業外収益を整理する。

有価証券売却収

益

地区別

不用品売却収益

地区別

その他雑収益

地区別

特別利益 当年度の経常的収益から除外すべき利益を整理する。

固定資産売却 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を

益 超える金額を整理する。ただし、額が少額のものは、「営

業外収益」の「雑収益」の「その他雑収益」に整理するこ

とができる。

地区別
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過年度損益修 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するものを整理

正益 する。ただし、額が少額のものは、「営業外収益」の「雑

収益」の「その他雑収益」に整理することができる。

地区別

その他特別利 上記以外の特別利益を整理する。

益

地区別

９ 費用

款 項 目 節 細節 備考

営業費用 主たる営業活動から生ずる費用を整理する。

地区別事業費

管渠費 管渠の維持管理に要する費用を整理する。

報酬 委員等の報酬を整理する。

給料 職員の給料を整理する。

手当等 職員の手当等を整理する。

賞与引当金繰入 賞与引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

退職給付費 退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

を整理する。

退職給付引当金 退職給付引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

法定福利費 職員の共済費等を整理する。

法定福利費引当 法定福利費引当金として計上するための繰入額を整理す

金繰入額 る。

給料（会計年度 会計年度任用職員の給料及び報酬を整理する。

任用）

手当等（会計年 会計年度任用職員の手当及び通勤に係る費用弁償等を整理

度任用） する。

法定福利費（会 会計年度任用職員の社会保険料等を整理する。

計年度任用）

厚生福利費 職員の厚生福利に要する費用を整理する。

報償費 報償金・奨励金等を整理する。

旅費 職員等に支給する旅費等を整理する。

被服費 職員等に貸与する被服の購入費を整理する。

備消耗品費 事務用品、器具等で１０万円未満の物品の取得価額（これ

らの維持修繕費含む）を整理する。

燃料費 自動車用及び採暖用燃料を整理する。

光熱水費 電気料、ガス料及び水道料を整理する。

印刷製本費 文書、帳簿等の印刷費及び製本費を整理する。

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び物品等の運

搬料を整理する。

委託料
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委託料（通常） 通常の委託に要する費用を整理する。

委託料（補助） 国庫補助金の対象となる委託に要する費用を整理する。

手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等を整理する。

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等を整理する。

修繕費

修繕費（通常） 通常の有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費

用を整理する。

修繕費（補助） 国庫補助金の対象となる有形固定資産等の維持修繕に要す

る工事請負等の費用を整理する。

修繕引当金繰入 修繕引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

路面復旧費 管路の修理等による道路法に定められた道路の修復費を整

理する。

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費を整理する。

薬品費 処理水の沈でん及び滅菌に要する薬品費を整理する。

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費を整理する。

補償費 補償金、賠償金、見舞金等を整理する。

負担金 庁舎負担金等を整理する。

損害保険料 自動車任意保険、損害保険料を整理する。

研修及び養成費 職員の研修及び養成に要する費用を整理する。

貸倒引当金繰入 貸倒引当金として計上するための繰入額を整理する。

額

雑費

交際費 社会参加費を整理する。

その他雑費 上記以外の費用を整理する。

ポンプ場費 ポンプ場の維持管理に要する費用を整理する。

処理場費 処理場の維持管理に要する費用を整理する。

受託工事費 受託工事に要する費用を整理する。

総係費

減価償却費

有形固定資産減 有形固定資産の減価償却額を整理する。

価償却費

無形固定資産減 無形固定資産の減価償却額を整理する。

価償却費

固定資産除却費 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費を整理する。

除却損 有形固定資産の除却損又は廃棄損を整理する。

除却工事費

除却工事費 通常の有形固定資産の撤去費を整理する。

（通常）

除却工事費 国庫補助金の対象となる有形固定資産の撤去費を整理す

（補助） る。

たな卸資産減耗 たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費を整理す

費 る。

一般管理費
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地区別

報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入

額

退職給付費

退職給付引当金

繰入額

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

給料（会計年度

任用）

手当等（会計年

度任用）

法定福利費（会

計年度任用）

厚生福利費

報償費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

委託料（通

常）

委託料（補

助）

手数料

賃借料

修繕費

修繕費（通

常）

修繕費（補

助）

修繕引当金繰入

額

路面復旧費

動力費
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薬品費

材料費

補償費

負担金

損害保険料

研修及び養成費

貸倒引当金繰入

額

雑費

交際費

その他雑費

減価償却費

有形固定資

産減価償却

費

無形固定資

産減価償却

費

固定資産除去費

除去損

除却工事費

たな卸資産減耗

費

営業外費用 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る

費用以外の費用を整理する。

支払利息 金融及び財務活動等に伴う支払利息等を整理する。

企業債利息 企業債の支払利息を整理する。

地区別

他会計借入金利 他会計からの借入金に対する利息を整理する。

息

一時借入金利息 一時借入金に対する利息を整理する。

企業債手数料及 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費を整理す

び取扱費 る。

消費税及び地 消費税及び地方消費税の納税額を整理する。

方消費税

消費税及び地方

消費税

雑支出 上記以外の営業外費用を整理する。

不用品売却原価 売却した不用品の原価を整理する。

地区別

その他雑支出 上記以外の雑支出を整理する。

地区別

特別損失 当年度の経常的費用から除外すべき損失を整理する。

固定資産売却 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に

損 不足する金額を整理する。ただし、額が少額のものは、
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「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支出」に整理す

ることができる。

地区別

減損損失 事業年度の末日において予測することができない減損が生

じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損

による損失又は認識すべき減損損失の額を整理する。

地区別

災害による損 災害による巨額の臨時損失を整理する。

失

地区別

過年度損益修 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するものを整理

正損 する。ただし、額が少額のもの又は知事の承認を得たもの

は、「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支出」に整

理することができる。

地区別

その他特別損 上記以外の特別損失を整理する。

失

地区別

予備費

予備費

予備費
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別表第７（第１９５条関係）

予算科目表

１ 収益的収入

款 項 目 節 細節 細々節 備考

流域下水道事

業収益

営業収益 主たる営業活動から生ずる収益を整理する。

。維持管理負 市町村からの維持管理負担金を整理する

担金

市町村負担

金

地区別

雨水負担金 雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額に

係る繰入金を整理する。

一般会計負

担金

地区別

受託工事収 排水装置の新設若しくは又は修繕等の工事受託による収

益 益を整理する。

受託工事収

益

地区別

その他営業 負担金、受託工事収益以外の収益で通常発生する収益を

収益 整理する。

地区別

材料売却収

益

処理水売却

収益

手数料

販売電力料 売電収益を整理する。

営業雑収益 上記以外の営業収益を整理する。

営業外収益 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外

の原因から生ずる収益を整理する。

受取利息及 金融及び財務活動に伴う収益を整理する。

び配当金

預金利息 預金の利息を整理する。

基金利息 基金の利息を整理する。

貸付金利息 貸付金の利息を整理する。

有価証券利 有価証券の利息を整理する。

息

配当金 配当金による収益を整理する。

国庫補助金 除却工事費や修繕費に係る国庫補助金を整理する。
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国庫補助金

地区別

他会計補助 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰

金 入金で返済を要しないものを整理する。

一般会計繰

入金

維持管理費

繰入金

地区別

資本費繰入

金

地区別

人件費繰入

金

地区別

その他繰入

金

地区別

長期前受金 地公法規則第２１条第２項又は第３項の規定により償却

戻入 した長期前受金の額を整理する。

国庫補助金

長期前受金

戻入

地区別

他会計補助

金長期前受

金戻入

地区別

他会計負担

金長期前受

金戻入

地区別

工事費負担

金長期前受

金戻入

地区別

資本費繰入

金長期前受

金戻入

地区別

受贈財産評

価額長期前

受金戻入

地区別

寄附金長期

前受金戻入



57

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

地区別

その他資本

剰余金長期

前受金戻入

地区別

資本費繰入 企業債の元金償還に充てる他会計繰入金のうち、地公法

収益 規則第２１条第３項の規定により長期前受金に整理する

ことなく収益化するものを整理する。

一般会計繰

入金

地区別

消費税及び 消費税及び地方消費税の還付額を整理する。

地方消費税

還付金

消費税及び

地方消費税

還付金

雑収益 上記以外の営業外収益を整理する。

有価証券売

却収益

地区別

不用品売却

収益

地区別

その他雑収

益

地区別

特別利益 当年度の経常的収益から除外すべき利益を整理する。

固定資産売 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額

却益 を超える金額を整理する。ただし、額が少額のものは、

「営業外収益」の「雑収益」の「その他雑収益」に整理

することができる。

地区別

過年度損益 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するものを整

修正益 理する。ただし、額が少額のものは、「営業外収益」の

「雑収益」の「その他雑収益」に整理することができ

る。

地区別

その他特別 上記以外の特別利益を整理する。

利益

地区別

２ 収益的支出

款 項 目 節 細節 細々節 備考

流域下水道事

業費用
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営業費用 主たる営業活動から生ずる費用を整理する。

地区別事業

費

管渠費 管渠の維持管理に要する費用を整理する。

報酬 委員等の報酬を整理する。

給料 職員の給料を整理する。

手当等 職員の手当等を整理する。

賞与引当金 賞与引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

退職給付費 退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足

額を整理する。

退職給付引 退職給付引当金として計上するための繰入額を整理す

当金繰入額 る。

法定福利費 職員の共済費等を整理する。

法定福利費 法定福利費引当金として計上するための繰入額を整理す

引当金繰入 る。

額

給料（会計 会計年度任用職員の給料及び報酬を整理する。

年度任用）

手当等（会 会計年度任用職員の手当及び通勤に係る費用弁償等を整

計年度任 理する。

用）

法定福利費 会計年度任用職員の社会保険料等を整理する。

（会計年度

任用）

厚生福利費 職員の厚生福利に要する費用を整理する。

報償費 報償金・奨励金等を整理する。

旅費 職員等に支給する旅費等を整理する。

被服費 職員等に貸与する被服の購入費を整理する。

備消耗品費 事務用品、器具等で１０万円未満の物品の取得価額（こ

れらの維持修繕費含む）を整理する。

燃料費 自動車用及び採暖用燃料を整理する。

光熱水費 電気料、ガス料及び水道料を整理する。

印刷製本費 文書、帳簿等の印刷費及び製本費を整理する。

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び物品等の

運搬料を整理する。

委託料

委託料(通 通常の委託に要する費用を整理する。

常)

委託料(補 国庫補助金の対象となる委託に要する費用を整理する。

助)

手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等を整理する。

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等を整理する。

修繕費

修繕費(通 通常の有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の
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常) 費用を整理する。

修繕費(補 国庫補助金の対象となる有形固定資産等の維持修繕に要

助) する工事請負等の費用を整理する。

修繕引当金 修繕引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

路面復旧費 管路の修理等による道路法に定められた道路の修復費を

整理する。

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費を整理す

る。

薬品費 処理水の沈でん及び滅菌に要する薬品費を整理する。

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費を整理す

る。

補償費 補償金、賠償金、見舞金等を整理する。

負担金 庁舎負担金等を整理する。

損害保険料 自動車任意保険、損害保険料を整理する。

研修及び養 職員の研修及び養成に要する費用を整理する。

成費

貸倒引当金 貸倒引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

雑費

交際費 社会参加費を整理する。

その他雑費 上記以外の費用を整理する。

ポンプ場費 ポンプ場の維持管理に要する費用を整理する。

処理場費 処理場の維持管理に要する費用を整理する。

受託工事費 受託工事に要する費用を整理する。

総係費

減価償却費

有形固定資 有形固定資産の減価償却額を整理する。

産減価償却

費

無形固定資 無形固定資産の減価償却額を整理する。

産減価償却

費

固定資産除 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費を整理す

却費 る。

除却損 有形固定資産の除却損又は廃棄損を整理する。

除却工事費

除却工事費 通常の有形固定資産の撤去費を整理する。

（通常）

除却工事費 国庫補助金の対象となる有形固定資産の撤去費を整理す

（補助） る。

たな卸資産 たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費を整理す

減耗費 る。

一般管理費

地区別
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報酬

給料

手当等

賞与引当金

繰入額

退職給付費

退職給付引

当金繰入額

法定福利費

法定福利費

引当金繰入

額

給料（会計

年度任用）

手当等（会

計年度任

用）

法定福利費

（会計年度

任用）

厚生福利費

報償費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

委託料（通

常）

委託料（補

助）

手数料

賃借料

修繕費

修繕費（通

常）

修繕費(補

助)

修繕引当金

繰入額

路面復旧費
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動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

損害保険料

研修及び養

成費

貸倒引当金

繰入額

雑費

交際費

その他雑費

減価償却費

有形固定資

産減価償却

費

無形固定資

産減価償却

費

固定資産除

却費

除却損

除却工事費

たな卸資産

減耗費

営業外費用 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係

る費用以外の費用を整理する。

支払利息 金融及び財務活動等に伴う支払利息等を整理する。

企業債利息 企業債の支払利息を整理する。

地区別

他会計借入 他会計からの借入金に対する利息を整理する。

金利息

一時借入金 一時借入金に対する利息を整理する。

利息

企業債手数 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費を整理

料及び取扱 する。

費

消費税及び 消費税及び地方消費税の納税額を整理する。

地方消費税

消費税及び

地方消費税

雑支出 上記以外の営業外費用を整理する。

不用品売却 売却した不用品の原価を整理する。

原価
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地区別

その他雑支 上記以外の雑支出を整理する。

出

地区別

特別損失 当年度の経常的費用から除外すべき損失を整理する。

固定資産売 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額

却損 に不足する金額を整理する。ただし、額が少額のもの

は、「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支出」に

整理することができる。

地区別

減損損失 事業年度の末日において予測することができない減損が

生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた

減損による損失又は認識すべき減損損失の額を整理す

る。

地区別

災害による 災害による巨額の臨時損失を整理する。

損失

地区別

過年度損益 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するものを整

修正損 理する。ただし、額が少額のもの又は知事の承認を得た

ものは、「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支

出」に整理することができる。

地区別

その他特別 上記以外の特別損失を整理する。

損失

地区別

予備費

予備費

予備費

３ 資本的収入

款 項 目 節 細節 備考

流域下水道事

業資本的収入

企業債

建設改良費等の 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債を整理

財源に充てるた する。

めの企業債

建設事業債

地区別

公営企業借換債

地区別

資本費平準化債

地区別
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その他の下水道

事業債

地区別

その他の企業債

その他の下水道

事業債

地区別

国庫補助金 建設改良費等の財源に充てるための国からの補助金を整理

する。

国庫補助金

地区別

他会計補助金 建設改良費等の財源に充てるための他会計からの補助金を

整理する。

一般会計補助金

地区別

他会計出資金 自己資本として必要とされる他会計からの出資金を整理す

る。

一般会計出資金

地区別

他会計負担金

一般会計負担金

地区別

工事費負担金 建設改良費等の財源に充てるための工事費負担金を整理す

る。

市町村負担金

地区別

資本費繰入金 企業債の元金償還に充てる他会計繰入金のうち、建設又は

改良等の目的に充てるため、法第１７条の２又は法第１８

条の規定により他の会計から出資を受けた額を整理する。

資本費繰入金

地区別

他会計からの

長期借入金

建設改良費等の 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れ

財源に充てるた た借入金を整理する。

めの長期借入金

一般会計からの

長期借入金

その他の長期借 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り

入金 入れた借入金を整理する。

一般会計からの

長期借入金

長期貸付金償 他会計への貸付金の償還額を整理する。

還金

長期貸付金償還

金
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長期貸付金償還

金

投資有価証券 投資有価証券の償還額を整理する。

償還金

投資有価証券償

還金

投資有価証券償

還金

受託工事収入 受託工事にかかる収入を整理する。

受託工事収入

受託工事収入

固定資産売却

代金

固定資産売却代

金

固定資産売却代

金

雑収入

雑収入

建設関係雑収入

その他雑収入

４ 資本的支出

款 項 目 節 細節 備考

流域下水道事

業資本的支出

建設改良費

地区別建設費 建設仮勘定で整理するもの

（補助・単独

別）

無形固定資産 有償取得した地上権等を整理し、減価償却額は、当該無形

固定資産の金額から直接控除するものとする。

借地権 土地の上に設定された民法第６０１条に規定する権利を整

理する。

地上権 民法第２６５条及び第２６９条の２に規定する権利を整理

する。

地役権 土地の上に設定された民法第２８０条に規定する権利を整

理する。

特許権 特許法第６６条に規定する権利を整理する。

施設利用権 電気、ガス供給施設利用権（電気事業者又はガス事業者に

対して、電気又はガスの供給施設を設けるために要する費

用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受

ける権利）等を整理する。

電話加入権
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水道加入権

リース資産 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリ

ース資産を整理する。

その他無形 上記に掲げる以外の無形固定資産を整理する。

固定資産

土地 事業用敷地及び公舎用敷地、運動場等の経営附属用土地等

であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手

数料、整地費（建物又は構築物に直接関係あるものを除

く。）及び測量費の合計額を整理する。

事務所用地 庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等を整理する。

施設用地 管路、ポンプ場、処理場用地等を整理する。

その他用地 倉庫等、上記以外の用地を整理する。

建物 事務所、作業場等及び建物と一体をなす冷暖房、照明、通

風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様

替、改造等の費用並びに建物に直接関係ある整地費を含め

て整理する。

事務所用建 庁舎等、専ら事務所のために用いる建物を整理する。

物

ポンプ場用 ポンプ場施設の建物を整理する。

建物

処理場用建 処理場施設の建物を整理する。

物

その他建物 上記以外の建物を整理する。

構築物 土地に定着する土木施設又は工作物を整理する。

管路施設 管路、人孔、ます等の施設を整理する。

ポンプ場施 汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設を整理す

設 る。

処理場施設 下水処理のための施設を整理する。

その他構築 上記以外の構築物を整理する。

物

機械及び装置 機械、装置及び設備並びにこれらの附属品を整理する。

ポンプ場用 ポンプ場施設の電気設備を整理する。

電気設備

処理場用電 処理場施設の電気設備を整理する。

気設備

ポンプ場用 ポンプ場施設の機械設備を整理する。

機械設備

処理場用機 処理場施設の機械設備を整理する。

械設備

その他機械 上記以外の機械及び装置を整理する。

及び装置

車両及び運搬具 自動車その他陸上運搬具を整理する。

工具器具及び備 機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具、電話設

品 備、金庫等の備品で耐用年数１年以上で取得価額１０万円

以上のものを整理する。

リース資産 有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリ

ース資産を整理する。
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その他有形固定 上記に掲げる以外の有形固定資産を整理する。

資産

総係費

報酬 委員等の報酬を整理する。

給料 職員の給料を整理する。

手当等 職員の手当等を整理する。

賞与引当金 賞与引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

退職給付費 退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

を整理する。

退職給付引 退職給付引当金として計上するための繰入額を整理する。

当金繰入額

法定福利費 職員の共済費等を整理する。

法定福利費 法定福利費引当金として計上するための繰入額を整理す

引当金繰入 る。

額

給料（会計 会計年度任用職員の給料及び報酬を整理する。

年度任用）

手当等（会 会計年度任用職員の手当及び通勤に係る費用弁償等を整理

計年度任 する。

用）

法定福利費 会計年度任用職員の社会保険料等を整理する。

（会計年度

任用）

厚生福利費 職員の厚生福利に要する費用を整理する。

報償費 報償金・奨励金等を整理する。

旅費 職員等に支給する旅費等を整理する。

被服費 職員等に貸与する被服の購入費を整理する。

備消耗品費 事務用品、器具等で１０万円未満の物品の取得価額（これ

らの維持修繕費含む）を整理する。

燃料費 自動車用及び採暖用燃料を整理する。

光熱水費 電気料、ガス料及び水道料を整理する。

印刷製本費 文書、帳簿等の印刷費及び製本費を整理する。

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び物品等の運

搬料を整理する。

委託料 委託に要する費用を整理する。

手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等を整理する。

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等を整理する。

修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用を整

理する。

修繕引当金 修繕引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

路面復旧費 管路の修理等による道路法に定められた道路の修復費を整

理する。

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費を整理する。
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薬品費 処理水の沈でん及び滅菌に要する薬品費を整理する。

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費を整理する。

補償費 補償金、賠償金、見舞金等を整理する。

負担金 庁舎負担金等を整理する。

損害保険料 自動車任意保険、損害保険料を整理する。

研修及び養 職員の研修及び養成に要する費用を整理する。

成費

貸倒引当金 貸倒引当金として計上するための繰入額を整理する。

繰入額

雑費

補償費

金銭補償費

設備補償費

建設中利子

支払利息

仮設備

工事用用地

工事用建物

工事用機械

工事用備品

工事用電気

設備

工事用道路

橋梁

工事用諸設

備

仮設備費

工事用用地

費

工事用建物

費

工事用機械

費

工事用備品

費

工事用電気

設備費

工事用道路

橋梁費

工事用諸設

備費

工事用動力費

工事用動力

費
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工事用材料

骨材

セメント

諸材料

受託工事費

受託工事費

建設事務費

無形固定資産

借地権

地上権

地役権

特許権

施設利用権

電話加入権

水道加入権

リース資産

その他無形

固定資産

土地

事務所用地

施設用地

その他用地

建物

事務所用建

物

ポンプ場用

建物

処理場用建

物

その他建物

構築物

管路施設

ポンプ場施

設

処理場施設

その他構築

物

機械及び装置

ポンプ場用

電気設備

処理場用電

気設備

ポンプ場用
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機械設備

処理場用機

械設備

その他機械

及び装置

車両及び運搬具

工具器具及び備

品

リース資産

その他有形固定

資産

総係費

報酬

給料

手当等

賞与引当金

繰入額

退職給付費

退職給付引

当金繰入額

法定福利費

法定福利費

引当金繰入

額

給料（会計

年度任用）

手当等（会

計年度任

用）

法定福利費

（会計年度

任用）

厚生福利費

報償費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

修繕費

修繕引当金

繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

損害保険料

研修及び養

成費

貸倒引当金

繰入額

雑費

補償費

金銭補償費

設備補償費

建設中利子

支払利息

仮設備

工事用用地

工事用建物

工事用機械

工事用備品

工事用電気

設備

工事用道路

橋梁

工事用諸設

備

仮設備費

工事用用地

費

工事用建物

費

工事用機械

費

工事用備品

費

工事用電気

設備費

工事用道路
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橋梁費

工事用諸設

備費

工事用動力費

工事用動力

費

工事用材料

骨材

セメント

諸材料

受託工事費

受託工事費

開発調査費 建設準備勘定で整理するもの

開発調査費

無形固定資産

借地権

地上権

地役権

特許権

施設利用権

電話加入権

水道加入権

リース資産

その他無形

固定資産

総係費

報酬

給料

手当等

賞与引当金

繰入額

退職給付費

退職給付引

当金繰入額

法定福利費

法定福利費

引当金繰入

額

給料（会計

年度任用）

手当等（会

計 年 度 任

用）



72

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

法定福利費

（会計年度

任用）

厚生福利費

報償費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金

繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

損害保険料

研修及び養

成費

貸倒引当金

繰入額

雑費

建設準備中利子

企業債償還金

建設改良費等の 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債の償還

財源に充てるた 金を整理する。

めの企業債償還

金

建設事業債

地区別

公営企業借換債

地区別

資本費平準化債

地区別
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

その他の下水道

事業債

地区別

その他の企業債 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債の

償還金 償還金を整理する。

その他の下水道

事業債

地区別

出資及び貸付

金

投資有価証券 投資有価証券の購入にかかる支出

国債

長期貸付金 １年以上の長期の貸付にかかる支出

他会計貸付金

一般貸付金

短期貸付金 １年未満の短期の貸付に係る支出

他会計貸付金

一般貸付金

他会計からの

長期借入金償

還金

建設改良費等の 建設改良費等の財源に充てるために借り入れた長期借入金

財源に充てるた の償還金を整理する。

めの長期借入金

償還金

一般会計からの

長期借入金償還

金

その他の長期借 建設改良費等以外の財源に充てるために借り入れた長期借

入金償還金 入金の償還金を整理する。

一般会計からの

長期借入金償還

金

国庫補助金返

還金

国庫補助金返還

金

国庫補助金返還

金

繰出金

繰出金

一般会計繰出金

予備費

予備費

予備費
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別
表
第
八
（
第
百
二
十
九
条
、
第
百
六
十
七
条
関
係
）

た
な
卸
資
産
区
分
・
有
形
固
定
資
産
の
工
具
器
具
及
び
備
品
区
分

（
貯
蔵
品
区
分
）

貯
蔵
品
区
分
は
、
別
に
定
め
る

（
有
形
固
定
資
産
の
工
具
器
具
及
び
備
品
、
消
耗
備
品
並
び
に
消
耗
品
の
区
分
）

有
形
固
定
資
産
の
工
具
器
具
及
び
備
品

ア

取
得
価
額
十
万
円
以
上
で
、
耐
用
年
数
一
年
以
上
の
も
の

イ

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
取
扱
を
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

消
耗
備
品

ア

取
得
価
額
五
万
円
以
上
十
万
円
未
満
で
、
耐
用
年
数
一
年
以
上
の
も
の

イ

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
取
扱
を
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

消
耗
品

ア

取
得
価
額
五
万
円
未
満
の
も
の

イ

取
得
価
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
耐
用
年
数
一
年
未
満
の
も
の

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別
表
第
九
（
第
二
百
十
七
条
関
係
）

様
式
番
号

様
式
名

様
式
名
総
称

規
定
条
文

第
一
号

収
入
伝
票

収
入
伝
票

第
九
条

第
二
号

収
入
伝
票
（
調
定
増
額
）

第
三
号

収
入
伝
票
（
調
定
減
額
）

第
四
号

収
入
伝
票
（
事
後
調
定
）

第
五
号

収
入
伝
票
（
戻
入
）

第
六
号

収
入
伝
票

科
目
内
訳
書

第
七
号

収
入
伝
票

相
手
方
内
訳
書

第
八
号

支
出
伝
票

支
出
伝
票

第
九
号

支
出
伝
票
（
前
払
支
出
）

第
十
号

支
出
伝
票
（
戻
出
）

第
十
一
号

支
出
伝
票
（
未
払
精
算
）

第
十
二
号

支
出
伝
票

科
目
内
訳
書

第
十
三
号

支
出
伝
票

相
手
方
内
訳
書

第
十
四
号

振
替
伝
票

振
替
伝
票

第
十
五
号

振
替
伝
票
（
前
払
精
算
）

第
十
六
号

振
替
伝
票
（
戻
入
消
込
）

第
十
七
号

振
替
伝
票
（
未
払
計
上
）

第
十
八
号

振
替
伝
票
（
決
算
修
正
）

第
十
九
号

振
替
伝
票

科
目
内
訳
書

第
二
十
号

振
替
伝
票
（
決
算
修
正
）

科
目
内
訳
書

第
二
十
一
号

総
勘
定
元
帳

第
十
四
条
第

一
項

第
二
十
二
号

固
定
資
産
台
帳

第
二
十
三
号

現
金
預
金
出
納
簿

第
二
十
四
号

有
価
証
券
台
帳

第
二
十
五
号

貯
蔵
品
出
納
簿

第
二
十
六
号

経
過
勘
定
整
理
簿

第
二
十
七
号

備
品
及
び
消
耗
備
品
台
帳

第
二
十
八
号

消
耗
備
品
出
納
簿

第
二
十
九
号

収
入
予
算
台
帳

第
三
十
号

支
出
予
算
台
帳

第
三
十
一
号

収
入
予
算
整
理
簿

第
三
十
二
号

支
出
予
算
整
理
簿

第
三
十
三
号

起
債
台
帳

第
三
十
四
号

現
金
預
金
現
在
高
調
書

第
二
十
条

第
三
十
五
号

預
金
組
替
通
知
書

第
二
十
一
条

第
三
十
六
号

納
入
通
知
書
・
領
収
証
書

第
三
十
二
条

領
収
済
通
知
票

納
入
通
知
書

振
込
依
頼
書

第
三
十
七
号

返
納
通
知
書
・
領
収
証
書

第
三
十
九
条

戻
入
済
通
知
票

返
納
通
知
書

第
二
項

戻
入
受
入
票

第
三
十
八
号

現
金
払
込
書

第
三
十
九
条

領
収
証
書

現
金
払
込
書

第
三
項

領
収
証

第
三
十
九
号

小
切
手
等
取
立
依
頼
書

第
四
十
一
条

小
切
手
等
取
立
済
通
知
書

小
切
手
等
取
立
依
頼
書

第
三
項

小
切
手
等
取
立
引
受
書

第
四
十
号

小
切
手
不
渡
報
告
書

第
四
十
四
条

第
一
項

第
四
十
一
号

小
切
手
不
渡
通
知
書

第
四
十
二
号

収
納
取
消
通
知
書

第
四
十
三
号

債
権
管
理
簿

第
五
十
一
条

第
二
項

第
四
十
四
号

欠
損
処
分
調
書

第
四
十
五
号

未
収
金
調
書

第
五
十
四
条

第
四
十
六
号

物
品
購
入
等
伺
書

第
五
十
五
条

第
一
項

第
四
十
七
号

支
出
負
担
行
為
済
通
知
書

第
五
十
六
条

第
四
十
八
号

資
金
交
付
書

第
六
十
二
条

第
四
十
九
号

資
金
受
領
書

第
六
十
五
条

第
二
項

第
五
十
号

支
払
確
認
表

第
六
十
七
条

第
二
項

第
五
十
一
号

支
払
依
頼
票

第
六
十
八
条

第
二
項

第
五
十
二
号

支
払
通
知
書
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第
五
十
三
号

支
払
案
内
票

第
六
十
九
条

第
五
十
四
号

総
合
振
込
依
頼
書

第
七
十
二
条

第
一
項

第
五
十
五
号

支
払
証

第
七
十
二
条

第
二
項

第
五
十
六
号

支
出
命
令
訂
正
依
頼
書

第
七
十
三
条

第
一
項

第
五
十
七
号

支
払
訂
正
依
頼
書

第
七
十
三
条

第
三
項

第
五
十
八
号

支
払
通
知
書
再
発
行
請
求
書

第
七
十
四
条

第
一
項

第
五
十
九
号

支
払
通
知
書
再
発
行
届

第
七
十
四
条

第
二
項

第
六
十
号

支
払
通
知
書
償
還
請
求
書

第
七
十
六
条

第
六
十
一
号

公
金
振
替
書

第
七
十
八
条

第
六
十
二
号

前
渡
金
精
算
書

第
八
十
六
条

第
一
項

第
六
十
三
号

未
払
金
・
未
払
費
用
調
書

第
九
十
七
条

第
一
項

第
六
十
四
号

契
約
保
証
金
提
出
書

第
百
三
条
第

三
項

第
六
十
五
号

契
約
保
証
金
還
付
申
請
書

第
六
十
六
号

有
価
証
券
預
り
証

第
百
四
条
第

一
項

第
六
十
七
号

不
渡
小
切
手
受
領
書

第
百
二
十
条

第
六
十
八
号

消
耗
備
品
登
記
票

第
百
三
十
六

条

第
六
十
九
号

物
品
管
理
換
決
議
書

第
百
四
十
条

第
一
項

第
七
十
号

管
理
換
物
品
送
付
書

第
百
四
十
条

第
二
項

第
七
十
一
号

管
理
換
物
品
受
領
書

第
百
四
十
条

第
三
項

第
七
十
二
号

物
品
購
入
調
書

第
百
四
十
一

条

第
七
十
三
号

た
な
卸
表

第
百
五
十
八

条
第
三
項

第
七
十
四
号

備
品
登
記
票

第
百
六
十
八

条

第
七
十
五
号

固
定
資
産
取
得
報
告
書

第
百
七
十
一

条
第
一
項

第
七
十
六
号

固
定
資
産
除
却
報
告
書

第
百
八
十
五

条

第
七
十
七
号

出
納
計
画
表

第
百
九
十
条

第
七
十
八
号

資
金
予
算
表

第
百
九
十
一

条

第
七
十
九
号

予
算
執
行
計
画
書

第
二
百
条
第

一
項

第
八
十
号

予
算
流
用
計
算
書

第
二
百
四
条

第
一
項

第
八
十
一
号

予
備
費
充
用
計
算
書

第
二
百
五
条

第
一
項

第
八
十
二
号

収
入
計
算
書

第
二
百
八
条

第
一
項

第
八
十
三
号

支
出
計
算
書

第
八
十
四
号

総
括
収
入
計
算
書

第
二
百
八
条

第
二
項

第
八
十
五
号

総
括
支
出
計
算
書

第
八
十
六
号

試
算
表

第
二
百
十
三

条
第
一
項
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別記様式第１号（規格Ａ４）

収 入 伝 票

決裁日 収入調定者 課（所） 員

本書のとおり調定したい。 起票者

予定納期限
調定番号 メニュー

(口 座 振替日 )

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款
勘定科目 項

目
節
細節

款
項
目

予算科目
節
細節
細々節

コード
郵便番号
住所

相手方

氏名
納入方法

調定金額 集合件数

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第２号（規格Ａ４）

（ 調 定 増 額 ）収 入 伝 票

決裁日 収入調定者 課（所） 員

本書のとおり調定したい。 起票者

予定納期限
調定番号 メニュー

(口 座振替日 )

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款
勘定科目 項

目
節
細節

款
項
目

予算科目
節
細節
細々節

コード
郵便番号
住所

相手方

氏名

変更前調定額

調定増額
変更後調定額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考
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別記様式第３号（規格Ａ４）

（ 調 定 減 額 ）収 入 伝 票

決裁日 収入調定者 課（所） 員

本書のとおり調定したい。 起票者

予定納期限
調定番号 メニュー

(口 座振替日 )

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款
勘定科目 項

目
節
細節

款
項
目

予算科目
節
細節
細々節

コード
郵便番号
住所

相手方

氏名

変更前調定額

調定減額
変更後調定額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考



80

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第４号（規格Ａ４）

（ 事 後 調 定 ）収 入 伝 票

決裁日 収入調定者 課（所） 員

本書のとおり調定したい。 起票者

調定番号 メニュー 領収日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

勘定科目 項

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所

相手方

氏名

調定金額 集合件数

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第５号（規格Ａ４）

（ 戻 入 ）収 入 伝 票

決裁日 支出命令者 課（所） 員

本書のとおり戻入したい。 起票者

予定納期限戻入番号 メニュー

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

勘定科目 項

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所

返納者

氏名

戻入金額 集合件数

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考
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別記様式第６号（規格Ａ４）

調定番号
収入伝票 科目内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

科目 金額
内訳

番号

収 入 科 目 予 算 科 目 調定金額

所属 消費税額

款 税抜金額

消費税区分名称項

目

節

細説

細々節

摘要

収 入 科 目 予 算 科 目 調定金額

所属 消費税額

款 税抜金額

消費税区分名称項

目

節

細説

細々節

摘要

収 入 科 目 予 算 科 目 調定金額

所属 消費税額

款 税抜金額

消費税区分名称項

目

節

細説

細々節

摘要

収 入 科 目 予 算 科 目 調定金額

所属 消費税額

款 税抜金額

消費税区分名称項

目

節

細説

細々節

摘要

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第７号（規格Ａ４）

調定番号
収入伝票 相手方内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

相手方 金額
内訳

番号

コード 調定金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称

氏名

納入方法

摘要

コード 調定金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称

氏名

納入方法

摘要

コード 調定金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称

氏名

納入方法

摘要

コード 調定金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称

氏名

納入方法

摘要

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第８号（規格Ａ４）

支 出 伝 票

決 裁 日 支出命令者 課（所） 員

起票者
本書のとおり支出したい。

支出番号 メニュー 支払予定日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
勘定科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

受取人区分

支払方法 支払区分 支払日指定特例

金融機関

口座振替 口座種別／口座番号

口座名義

支払金額 予算残額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

支出負担行為年月日
内容

負担行為額

既執行額
適用

負担行為残額

備考 訂正回数

照合年月会計管理者
発議者 支払日

日・印（出納員）

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第９号（規格Ａ４）

支 出 伝 票（ 前 払 支 出 ）

決 裁 日 支出命令者 課（所） 員

起票者
本書のとおり支出したい。

支出番号 メニュー 支払予定日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
勘定科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

受取人区分

支払方法 支払区分 支払日指定特例

金融機関

口座振替 口座種別／口座番号

口座名義

支払金額 予算残額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

適用

備考 訂正回数

照合年月会計管理者
発議者 支払日

日・印（出納員）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１０号（規格Ａ４）

（ 戻 出 ）支 出 伝 票

決 裁 日 収入調定者 課（所） 員

本書のとおり戻出したい。
起票者

戻出番号 メニュー 戻出予定日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
勘定科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

受取人区分

支払方法 支払区分 支払日指定特例

金融機関

口座振替 口座種別／口座番号

口座名義

支払金額 予算残額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

適用

備考 訂正回数

会計局受付
発議者 戻出日出納員

印
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１１号（規格Ａ４）

支 出 伝 票（ 未 払 精 算 ）

決 裁 日 支出命令者 課（所） 員

本書のとおり支出したい。
起票者

支出番号 メニュー 支払予定日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
勘定科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

受取人区分

支払方法 支払区分 支払日指定特例

金融機関

口座振替 口座種別／口座番号

口座名義

支払金額 予算残額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

支出負担行為年月日
内容

負担行為額

既執行額
適用

負担行為残額

備考 訂正回数

未払計上

照合年月会計管理者
発議者 支払日

日・印（出納員）



88

別記様式第１２号（規格Ａ４）

支出番号
支出伝票 科目内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

内訳
科目 金額

番号

借 方 科 目 予 算 科 目 支払金額

所属 消費税額

款 税抜金額

予算残額項

消費税区分名称目

節

細節

細々節

摘要

借 方 科 目 予 算 科 目 支払金額

所属 消費税額

款 税抜金額

予算残額項

消費税区分名称目

節

細節

細々節

摘要

借 方 科 目 予 算 科 目 支払金額

所属 消費税額

款 税抜金額

予算残額項

消費税区分名称目

節

細説

細々節

摘要

借 方 科 目 予 算 科 目 支払金額

所属 消費税額

款 税抜金額

予算残額項

消費税区分名称目

節

細節

細々節

摘要

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１３号（規格Ａ４）

支出番号
支出伝票 相手方内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

内訳
相手方 金額

番号

コード 支払金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称氏名

受取人区

金融機関

口座種別

口座番号

口座名義

摘要

コード 支払金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称氏名

受取人区

金融機関

口座種別

口座番号

口座名義

摘要

コード 支払金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称氏名

受取人区

金融機関

口座種別

口座番号

口座名義

摘要

コード 支払金額

郵便番号 消費税額

住所 税抜金額

消費税区分名称氏名

受取人区

金融機関

口座種別

口座番号

口座名義

摘要
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別記様式第１４号（規格Ａ４）

振 替 伝 票

決 裁 日 振替決定者 課（所） 員

本書のとおり振替したい。
起票者

振替番号 メニュー 振替日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

内容

摘要

備考

照合年月会計管理者
発議者

日・印(出 納員 )

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１５号（規格Ａ４）

振 替 伝 票（ 前 払 精 算 ）

決 裁 日 振替決定者 課（所） 員

本書のとおり振替したい。
起票者

振替番号 メニュー 振替日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
支出科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

振替金額 予算残額

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

支出負担行為年月日
摘要

負担行為額

既執行額
備考

負担行為残額

照合年月会計管理者
発議者

日・印（出納員）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１６号（規格Ａ４）

振 替 伝 票（ 戻 入 消 込 ）

決 裁 日 振替決定者 課（所） 員

本書のとおり振替したい。
起票者

戻入番号 メニュー 入金日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

款

項
勘定科目

目

節

細節

款

項

目
予算科目

節

細節

細々節

コード

郵便番号

住所
返納者

氏名

戻入金額 集合件数

消費税区分 消費税区分名称 消費税額

内容

摘要

備考

照合年月会計管理者
発議者

日・印（出納員）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１７号（規格Ａ４）

振 替 伝 票（ 未 払 計 上 ）

決 裁 日 振替決定者 課（所） 員

本書のとおり振替したい。
起票者

振替番号 メニュー 決算修正

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

支出負担行為決議内容

支出負担行為年月日
摘要

負担行為額

既執行額
備考

負担行為残額

照合年月会計管理者
発議者

日・印(出 納員 )



94

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１８号（規格Ａ４）

振 替 伝 票（決 算 修 正）

決 裁 日 振替決定者 課（所） 員

本書のとおり振替したい。
起票者

振替番号 メニュー 振替日

年 度 会 計 予算区分

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

コード

郵便番号

住所
相手方

氏名

内容

摘要

備考

照合年月会計管理者
発議者

日・印(出 納員 )
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別記様式第１９号（規格Ａ４）

振替番号
振替伝票 科目内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

摘 要

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

摘 要

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第２０号（規格Ａ４）

振替番号
振替伝票（決算修正）科目内訳書

ページ

年度 会計 起票日 所属

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

摘 要

借 方 科 目 貸 方 科 目

勘 定 科 目

款

項

目

節

細節

予 算 科 目

款

項

目

節

細節

細々節

金額

消費税区分 消費税区分名称 消費税区分名称

消費税額

予算残額

摘 要
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別記様式第２１号（規格Ａ４）

総 勘 定 元 帳

年度 会計名

勘定科目 （単位：円）

月 日 伝票番号 科目 摘 要 借方 貸方 税額 区分 残高 取引先名

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別
記
様

式
第
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号

規
格
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４

固
定
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産
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帳

科
目

資
産

番
号

所
管

所
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資
産

名
称

所
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地

補
構

造
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量

助
用

途
機

械
区

分

金
取
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原
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残
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額
取

得
年

月
日

取
得

価
額

等
耐

用
年

数
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却
率

年
間

償
却

額
償

却
可

能
限

度
額

交
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金
資

産
区

分
交
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金

区
分

特
例

率
交
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金
償
却
率

資
産

内
訳

備
考

帳
簿

原
価

／
長

期
前

受
金

帳
簿

原
価

処
分

年
月

日
摘

要
減

価
償

却
累

計
額

／
長

期
前

受
金

収
益

化
累

計
額

／
交

付
金

償
却

累
計

額

借
方

貸
方

残
高

借
方

貸
方

残
高

帳
簿

原
価

金
額

損
益

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第２３号（規格Ａ４）

現 金 預 金 出 納 簿

予 算 科 目

資金前渡職員

資金前渡期間

年 月 日 摘 要 受 領 払 額 残 額

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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（

）

別
記
様

式
第

２
４
号

規
格

Ａ
４

そ
の

１

有
価

証
券

台
帳

銘
柄

債
券

番
号

券
面

額

貸
借

対
照

表
月

日
伝

票
番
号

摘
要

借
方

貸
方

残
高

計
上

額

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報



101

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

そ
の

２

月
日

受
入

利
息

元
金

受
入

計
月

日
受

入
利

息
元

金
受

入
計

注
こ

の
様

式
は

有
価

証
券

台
帳
の

裏
面

と
し

て
使
用

す
る

こ
と

、
。
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
第

２
５
号

規
格

Ａ
４

貯
蔵

品
出

納
簿

貯
蔵

品
名

規
格

単
位

伝
票

受
払

残
年

月
日

摘
要

番
号

単
価

数
量

価
格

単
価

数
量

価
格

単
価

数
量

価
格
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別記様式第２６号（規格Ａ４）

経 過 勘 定 整 理 簿

年度 会計名

勘定科目 （単位：円）

月 日 伝票番号 科目 摘 要 借方 貸方 税額 区分 残高 取引先名

注 預り金を整理する場合は、表中の「経過勘定」を「預り金」と読み替えて使用すること。

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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（

）

別
記
様

式
第
２

７
号

規
格

Ａ
４

備
品
及
び
消
耗
備
品
台

帳

（

）

そ
の

１会
計

名

番
号

名
称

予
算

科
目

受
入

区
分

規
格

車
両

情
報

分
類

重
要

物
品

車
名

車
両

番
号

排
気

量
車

台
番

号
形

式
年

式
大

分
類

小
分

類
区

分
（

）

備
考

備
品

と
消

耗
備

品
別

に
別

葉
と

す
る

こ
と
。

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

そ
の
２

取
得

先
供

用
者

供
用

日
備

考
取

得
取

得
価

格
保

管
管

理
換

受
入

管
理

換
払

出
処

分
貸

付

年
月

日
円

場
所

年
月

日
所

属
名

称
年

月
日

所
属

名
称

年
月

日
払

出
区

分
寄

託
（

）
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別記様式第２８号（規格Ａ４）

消耗備品出納簿

№ №分類番号 大 中

年 品質 番 単位 受 払 現在
品目

月 日 規格 号 呼称 単価 数量 価格 数量 価格 数量 価格

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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（

）

別
記
様

式
第

２
９
号

規
格

Ａ
４

収
入

予
算

台
帳

年
月

会
計
名

単
位

円
（

：
）

予
算

配
当

額
調

定
累

計
収

入
済

累
計

調
定

残
額

未
収

額
予

算
科

目
予

算
現

額
当
月
調
定
額

当
月

収
入

済
額

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ａ

Ｂ
Ｂ

Ｃ
(

）
(

）
(

）
(
)
-
(
)

(
)
-
(
)

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
第

３
０
号

規
格

Ａ
４

支
出

予
算

台
帳

年
月

会
計
名

単
位

円
（

：
）

予
算

科
目

予
算

予
算

配
当

月
当

月
負

当
月

当
月

執
行

伺
負

担
行

執
行

累
支

払
累

執
行

伺
残

負
担

行
為

執
行

残
額

未
払

額

現
額

当
額

執
行

担
行

為
執

行
支

払
累

計
額

為
累

計
計

額
計

額
額

残
額

(
Ａ
)
-
(
Ｄ
)

(
Ｄ
)
-
(
Ｅ
)

Ｃ
Ａ

伺
額

額
額

額
Ｂ

額
Ｄ

Ｅ
(
)

(
)

(
)

(
）

(
Ａ
)
-
(
Ｂ
)

(
Ａ
)
-
(

)

Ｃ
(
)
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
第

３
１
号

規
格

Ａ
４

収
入

予
算

整
理

簿

年
度

会
計
名

年
月

予
算

科
目

単
位

円
（

：
）

摘
要

配
当

額
調

定
額

収
入

額
未

収
額

予
算

差
引

額
月

日
伝

票
番

号
債

権
者

Ａ
Ｂ

Ｃ
(

)
(
)

(
)

(
Ｂ
)
－
(
Ｃ
)

(
Ａ
)
－
(
Ｂ
)
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
第

３
２
号

規
格

Ａ
４

支
出

予
算

整
理

簿

年
度

会
計

名
年

月

予
算

科
目

単
位

円
（

：
）

月
日

伝
票

番
号

摘
要

配
当

額
支

出
負

担
行

為
額

支
出

額
支

払
額

未
払

額
予

算
残

額

債
権

者
執

行
伺

額
支

出
負

担
行

為
差

額
(
Ａ
)

(
Ｄ
)

(
Ｅ
)

(
Ｄ
)
－
(
Ｅ
)

(
Ａ
)
－
(
Ｂ
)
(
Ａ
)
－
(
Ｃ
)
(
Ａ
)
－
(
Ｄ
)

(
Ｂ
)

(
Ｃ
)

(
Ｂ
)
－
(
Ｃ
)
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（

）

別
記
様

式
第

３
３
号

規
格

Ａ
４

起
債

台
帳

会
計

区
分

借
入

先
償

還
方

法
円

台
帳

番
号

借
入

額
円

端
数

処
理

円

台
帳

種
別

利
率

％
初

回
利

子
円

分
割

数
借

入
方

法
休

日
対

応
円

予
算

区
分

据
置

回
数

償
還

回
数

事
業

費
合

計
円

定
率

％
限

度
額

円

借
入

年
度

目
的

区
分

繰
上

償
還

日
手

数
料

元
利

円
円

借
入

年
月

日
繰

上
償

還
額

円
第

１
回

借
換

日

利
率

変
更

日
第

２
回

借
換

日
事

業
名

備
考

年
次

表
修

正

年
度

支
払

期
日

未
償

還
元

金
元

金
利

子
計

利
率

年
度

支
払

期
日

未
償

還
元

金
元

金
利

子
計

利
率

注
長

期
借
入

金
又

は
長

期
貸
付

金
の

台
帳
と

し
て

使
用
す

る
場

合
は

表
中

の
起

債
を

長
期
借

入
金

又
は

長
期

貸
付

金
と
読

み
替
え

て
使

用
す
る

こ
と

、
「

」
「

」
「

」
。

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
第

３
４
号

規
格

Ａ
４

現
金

預
金

現
在

高
調

書

資
金

年
月

日
現

在
（

）

ア
県

庁
分

単
位

円
（

）

現
金

出
納

取
扱

金
融

機
関

名
収

納
取

扱
金

融
機

関
金

融
機

関
名

金
融

機
関

名
合

計

計
未

呈
示

計
預

金
種

別
預

金
種

別
Ｂ

＋
(
Ａ
)

(Ａ
)＋
(
)
(Ｃ
)

預
金

種
別

預
金

種
別

当
座

借
越

預
金

種
別

預
金

種
別

Ｂ
小

切
手

Ｃ
Ｄ

Ｅ
＋

＋
(
)

(
)

(
)

(
)

(Ｄ
)
(Ｅ
)

資
金

イ
地

域
機

関
分

出
納

取
扱

金
融

機
関

名
備

考
現

金

区
分

預
金

種
別

未
呈

示
合

計
(
Ａ
)

小
切

手
(
Ｂ
)

(
Ａ
)
＋
(
Ｂ
)

計
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別記様式第３５号（規格Ａ４）

預金組替通知書

年 月 日

金融機関 様

会計管理者 氏 名 印

（出納員）

預 金 の 組 替 え に つ い て

（会計名、資金名）を下記のとおり組替えしたいのでよろしくお取り計らい願い

たい。

記

１ 金 額 円

２ 組 替 種 別

（何）資 金 金融機関名（何）預金から

（何）資 金 同 （何）預金へ

３ 組替年月日

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第３６号（規格Ａ４）

科目 本支店勘定

（群馬県流域下水道事業）振 込 依 頼 書

依頼日 年 月 日 電 信 扱 公金手数料

検印

銀行名 支店名 金額 円先方銀行

受取人 （預金種別） （口座番号） 精査

群馬県流域下水道事業

出納

納入者 （住所）

起票

（氏名）

（取扱店保管）

（群馬県流域下水道事業）納入通知書・領収証書 （群馬県流域下水道事業）領収済通知票

年 度 会 計 名 所 属 名 年 度 会 計 名 所 属 名

納入者 （住所） 納入者 （住所）

（氏名） （氏名）

№ №

科 目 科 目

金 額 円 金 額 円

銀行名 支店名 銀行名 支店名被振込場所 被振込場所

納入目的 納入目的

納期限 年 月 日 納期限 年 月 日

上記の通り納入してください 上記の通り振り込みましたので通知し

年 月 日 ます。

年 月 日

領収日付印 出納取扱金融機関 領収日付印

領収印

（取扱店→出納取扱金融機関→会計管理者）（取扱店→納入者）

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第３７号（規格Ａ４）

科目 本支店勘定

（群馬県流域下水道事業）戻 入 受 入 票

依頼日 年 月 日 電 信 扱 公金手数料

検印

銀行名 支店名 金額 円先方銀行

受取人 （預金種別） （口座番号） 精査

群馬県流域下水道事業

出納

納入者 （住所）

起票

（氏名）

（取扱店保管）

（群馬県流域下水道事業）返納通知書・領収証書 （群馬県流域下水道事業）戻入済通知票

年 度 会 計 名 所 属 名 年 度 会 計 名 所 属 名

納入者 （住所） 納入者 （住所）

（氏名） （氏名）

№ №

科 目 科 目

金 額 円 金 額 円

銀行名 支店名 銀行名 支店名被振込場所 被振込場所

納入目的 納入目的

返納期限 年 月 日 返納期限 年 月 日

上記の通り納入してください 上記の通り振り込みましたので通知し

年 月 日 ます。

年 月 日

領収日付印 出納取扱金融機関 領収日付印

領収印

（取扱店→出納取扱金融機関→会計管理者）（取扱店→納入者）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第３８号（規格Ａ４）

（群馬県流域下水道事業） 領 収 証

番 号

納 人 金額

ただし、

上記金額を領収しました。

年 月 日

発行所属：

会計名 資金名

（納入者保管）

（電信扱） （電信扱）

（群馬県流域下水道事業）現金払込書（払込用） （群馬県流域下水道事業）領収証書（払込用）

番 号 番 号

納 人 納 人

金 額 金 額

ただし、 ただし、

上記金額を払い込みます。 上記金額を領収しました

年 月 日 年 月 日

発行所属

発行所属

領収済印 領収済印

会計名 資金名 会計名 資金名

（担当所属→取扱店） （取扱店→担当所属）
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（

）

別
記
様

式
第

３
９
号

規
格

Ａ
４

小
切

手
等

取
立

依
頼

書
小

切
手

等
取

立
済

通
知

書
小

切
手

等
取

立
引

受
書

納
人

Ｎ
ｏ

納
人

Ｎ
ｏ

納
人

Ｎ
ｏ

．
．

．

住
所

住
所

住
所

（
）

（
）

（
）

氏
名

氏
名

氏
名

（
）

（
）

（
）

券
面

金
額

券
面

金
額

券
面

金
額

証
券
の
種
類
及
び
番
号

証
券

の
種
類

及
び
番
号

証
券
の
種
類
及
び
番
号

支
払
人
及
び
支
払
場
所

支
払
人
及
び
支
払
場
所

支
払
人
及
び
支
払
場
所

期
日

期
日

期
日

納
付

目
的

納
付

目
的

納
付

目
的

上
記

証
券

の
代

金
取

立
を

依
頼

し
ま

す
上

記
証

券
の

代
金

取
立

を
完

了
し

た
の

で
通

知
上

記
証

券
の

代
金

取
立

を
引

き
受

け
ま

し
。

し
ま

す
た

。
。

年
月

日
年

月
日

年
月

日

発
行

所
属

群
馬

県

会
計

管
理

者
印

群
馬

銀
行

支
店

印

出
納

員
群

馬
銀

行
支

店
印

（
）

発
行

所
属

群
馬

銀
行

支
店

様
発

行
所

属
群

馬
県

群
馬

県
会

計
管

理
者

様

会
計

管
理

者
様

出
納

員
（

）

払
込

先
出

納
員

（
）

（
）

先
方

銀
行

群
馬

銀
行

県
庁

支
店

：

預
金

種
別

普
通

：

口
座

番
号
：

受
取

人
群

馬
県

流
域

下
水

道
事

業
：

グ
ン

マ
ケ

ン
リ

ュ
ウ

イ
キ

ゲ
ス

イ
ド

ウ
ジ

ギ
ョ

ウ

会
計

名
資

金
名

会
計

名
資

金
名

会
計

名
資

金
名
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別記様式第４０号（規格Ａ４）

小 切 手 不 渡 報 告 書

年 月 日

会計管理者 様

（出納員）

印

次の小切手は不渡りとなりました。

番 号 金 額

振 出 人 支 払 人

振 出 地 支 払 地

振出年月日 受 取 人

収 入 納 付

年 月 日

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第４１号（規格Ａ４）

小 切 手 不 渡 通 知 書

年 月 日

納 人 様

会計管理者 氏 名 印

（出納員）

さきに納付された下記の小切手は、不渡りとなりました。

なお、納付の際交付した領収書は、無効ですから速やかに納めてください。

おって、この小切手は、貴殿の請求があった場合は還付します。

納 付 の 目 的 納 付 年 月 日

小 番 号 支 払 人

金 額 支 払 地

切

振 出 人 受 取 人

手 振出年月日
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別記様式第４２号（規格Ａ４）

収 納 取 消 通 知 書

年 月 日

（収入調定者） 様

会計管理者 氏 名 印

（出納員）

下記の収入は、小切手が不渡りとなったので、収納を取消しました。

収 年度 会計区分 （会 計 名） 資金区分 （資 金 名）

入

科 款 項 目 節 細節 細々節

目

金 収 納 取 消 年 月 日

納 入 通 知 書 等 番 号 第 号
額

納人

住所

氏名

摘 要
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別記様式第４３号（規格Ａ４）

債 権 管 理 簿

債権の種類（ ）

年 月 日 摘 要 増 額 現 在 額 備 考
減 額

調定 消滅



122

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第４４号（規格Ａ４）

欠 損 処 分 調 書 年度

会 計 管 理 者
発 議 者

（ 出 納 員 ）

本書のとおり欠損処分したので通知します。 収入調定者

庁内電話（ ）

欠 損 処 分 番 号
年 月 日

会 計 欠 損 処 分 日 年 月 日

調 定 仕 訳 借 方 貸 方

款

勘 定 項

目

科 目 節

細節

調 定 年 月 日 調 定 金 額

欠 損 処 分 額

内 訳

納 入 義 務 者

住 所 氏 名

欠 損 処 分 理 由

摘 要
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別記様式第４５号（規格Ａ４）

未 収 金 調 書

年度 会計名

所属

（単位：円）

納 人
予 款

算 項

科 目 摘 要 金 額 備 考

目 節 住 所 氏 名

細 節
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別記様式第４６号（規格Ａ４）

物 品 購 入 等 伺 書

決裁日 契約担当者 課（所） 員 発議者

伺 い 番 号 集合区分

請 求 所 属 支負所属

年 度 会 計 執行区分

勘 定 科 目 予 算 科 目

科 款

項

目

節

細節

目 細々節

コ ー ド 契約の相手方
指

住所

名
氏名

人
℡

契約方法
伺 額 契約年月日

予 定 価 格 決定価格

予 算 残

内 容

摘 要

備 考

品 名 ・ 規 格 ・ 品 質 数量 積算単価 積算価格

管理番号用 途 履行場所 履行期限

出納員受領年月日出納整理カード
請求者受領印 検収年月日物品管理者印

等記入印 出納員受領印

□登記省略

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第４７号（規格Ａ４）

支 出 負 担 行 為 済 通 知 書

年 月 日

（所長） 様

（支出負担行為担当者）

氏 名 印

次のとおり支出負担行為をしました。

予 算 配 付 支 出 負 担 行 為

年 月 日 年 月 日

金 ほか 人
相 手 方

額 内訳「別紙」のとおり。

予 年度 会計

算 款 項 目 節 細節 細々節

科

目

ただし、

勘 年度 会計 資金
資金区分

定

科 款 項 目 節 細節 細々節

目
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業
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件
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店
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日

支
払

方
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訳

直
接

払
隔

地
払

口
座

振
替

公
金

振
替

支
払

通
知

書
送

金
小

切
手

口
座

振
替

納
付

書
付

公
金

振
替

納
付

書
付

支
払

通
知

書
（

）件
件

件
件

件
件

件

円
円

円
円

円
円

円

会
計

別
内

訳

流
域

下
水

道

事
業

会
計件

件
件

件
件

件
件

円
円

円
円

円
円

円

所
属

コ
ド

ー

件
件

件
所

属
名

群
馬

県
会

計
管

理
者

印

円
円

円

統
括

店
用
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（

）

別
記
様
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４
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規
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４

資
金
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№
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書
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定
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事
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括
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コ
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座
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公
金
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替
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払
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手

口
座

振
替
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付

書
付

公
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替
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付
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書
（

）件
件

件
件

件
件

件
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事
業

会
計件

件
件

件
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件
件
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取
扱
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件
件

件
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群
馬
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管
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（

）

別
記

様
式

第
５

０
号

規
格

Ａ
４

支
払

確
認

表

年
月

年
月

（
）
～
（

）

年
度

取
引

先
名

称
振
込
先
金
融
機
関

金
額

伝
票

番
号

支
払

日
支

払
方

法
預

金
種

別
口

座
番

号
支

払
処

理
摘

要
名
義
人
名

カ
ナ

内
消

費
税

対
象

(
)

（
）

（
）
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別記様式第５１号（規格Ａ４）

（その１）

支払依頼票 年 度 会計名

住所・氏名 支 出 番 号 ―

〒 ― 発 行 年 月 日

支 払 所 属 名

支 払 金 の 内 容

（ 請 求 番 号 ） （ ）

支 出 金 額

控

様 除

カ ナ 名 称

支 払 場 所 店 金

種 別 口 座 普・当・他―

番 号 額

支 払 方 法 直接払 隔地払 支 払 金 額口座振替

支 払 照 合 用 統括店 会計管理者

年 月 日 印 鑑 （出納員）

店御中 印

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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（その２）

支払依頼票（控） 年 度 会計名

住所・氏名 支 出 番 号 ―

〒 ― 発 行 年 月 日

支 払 所 属 名

支 払 金 の 内 容

（ 請 求 番 号 ） （ ）

支 出 金 額

控

様 除

カ ナ 名 称

支 払 場 所 店 金

種 別 口 座 普・当・他―

番 号 額

支 払 方 法 直接払 隔地払 口座振替 支 払 金 額
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別記様式第５２号（規格Ａ４）

表

会計名支払通知書（有効期間１年） 年 度

―住所・氏名 支 出 番 号

〒 ― 発 行 年 月 日

支 払 所 属 名

支 払 金 の 内 容

（ ）（ 請 求 番 号 ）

支 出 金 額

控

除

様 金

カ ナ 名 称 額

支 払 場 所 店

種 別 口 座 普・当・他―

番 号 支 払 金 額

直接払 隔地払 口座振替支 払 方 法

具 体 的 な この通知書又は同 指定の口 会計管理者

手 続 封の小切手と引換え 座に振り込 （出納員）

に、支払場所で、現 みました。

金をお受けとりくだ

さい。

裏面もお読みくだ

さい。

印
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裏

御注意領 収 証 書

収入印紙 １ 口座振替の場合は、御指定の口座に振込表記の金額を領収しました。

をしてあります。

２ 直接払の場合は、必要事項を記入、押印年 月 日

の上、支払場所で本書と引換えに表記の金

額をお受け取りください。

３ 隔地払の場合は、必要事項を記入、押印受領者住所

の上、支払場所で本書と引換えに表記の金

額をお受け取りください。氏名 印

支払場所が群馬銀行以外のときは、本書

は不要ですが、同封の小切手裏面に記名、

押印し、支払場所に提示してください。委 任 状

４ 本書の有効期間は、発行の日から１年間

です。もし１年を経過した場合は、支払金表記金額の領収を

融機関で未払証明を受け、再請求手続を行に委任しました。

ってください。年 月 日

５ 本書を破損し、汚損し、又は紛失したた

め支払を受けられなかった場合は、支払金住所

融機関で未払証明を受け、本書の再発行手

続を行ってください。氏名 印
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別記様式第５３号（規格Ａ４）

支払案内票 年 度 会計名

住所・氏名 支 出 番 号 ―

〒 ― 発 行 年 月 日

支 払 所 属 名

支 払 金 の 内 容

（ 請 求 番 号 ） （ ）

支 出 金 額

控

様 除

カ ナ 名 称

店 金支 払 場 所

普・当・他―種 別 口 座

額番 号

支 払 金 額支 払 方 法 直接払 隔地払 口座振替

支払金融機関被仕向店 統 括 店支 払

年 月 日

店御中 銀行 店
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：
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目
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座

番
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金

額
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計
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印

精
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数
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合
計
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別記様式第５５号（規格Ａ４）

支 払 証

年度

支 払 日 発行所属 発 行 日

統 括 店 群馬県会計管理者 印

支払件数 件 合 計 金 額 （出納員）

項番 会 計 区 分 支 出 番 号 相 手 方 支 払 額

小 計

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第５６号（規格Ａ４）

支 出 命 令 訂 正 依 頼 書

年 月 日

会計管理者

（出納員）

様

支出命令者

印

このことについて記入誤りがありましたので、訂正してください。

支払年月日 支払方法 事業名 科 目 支 出 番 号 金 額

執行済

訂 正

預金種別・口座番号
債 権 者 支 払 場 所

住 所 氏 名 口 座 振 替 先

執行済

訂 正

（ 課室）

注 訂正欄は、訂正する事項のみ記入すること。
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別記様式第５７号（規格Ａ４）

支 払 訂 正 依 頼 書

年 月 日

（統括店）

様

会計管理者

（出納員）

印

次のとおり訂正してください。

支払年月日 支払方法 事業名 科 目 支出番号 金 額

依頼済

訂 正

預金種別・口座番号
債 権 者 支 払 場 所

住 所 氏 名 口 座 振 替 先

依頼済

訂 正

（ 課室）
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別記様式第５８号（規格Ａ４）

支 払 通 知 書 再 発 行 請 求 書

年 月 日

会計管理者 あて

（出納員）

請求者

住 所

氏 名 印

次の支払通知書を再発行してください。

再発行の理由 毀損 汚損 紛失 未到達

年度 支払通知年月日 支出番号 金 額 支 払 場 所

銀行 店

上記の支払通知書は、 年 月 日現在未払であ

ることを証明します。

支払通知書

未払証明 年 月 日

（支払場所） 銀行 店 印
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別記様式第５９号（規格Ａ４）

支 払 通 知 書 再 発 行 届

年 月 日

（統括店） 様

会計管理者 印

（出納員）

次のとおり支払通知書を再発行しましたから、支払停止を解除の上、支払ってください。

支払通知年月日 支出番号 金 額 支払場所
債権者住所

債権者氏名
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別記様式第６０号（規格Ａ４）

支 払 通 知 書 償 還 請 求 書

年 月 日

会計管理者 あて

（出納員）

請求者

住 所

氏 名 印

次の支払通知書は、発行年月日から１年を経過したので償還してください。

支出番号 発行年月日 年 月 日 支払金額

（口座振替を希望する方は、次の欄に記入してください。）

口 座 振 替 先 金 融 預金種別 普通

機 関 名 ・ 店 舗 名 口座番号 当座

口 座 カ ナ 名 称

（次の欄は、会計管理者（出納員）が記入するので記入の必要はありません。）

年 度 節 名
支払金の

内 容
事業名 発行所属

上記の支払通知書は、 年 月 日現在未払であ

ることを証明します。

支払通知書

未払証明 年 月 日

（支払場所） 銀行 店 印
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別記様式第６１号

↑

振 替 書 原 符 第 号 ４（受入科目）

払出科目 セ( )

会 計 金 会計 ン

資金 額 資金 チ

（振替先） メー

年 月 日 ト

ル
↓

↑公 金 振 替 書 第 号

( )（ 払 出） 払出科目

8.5

金 会 計 セ

額 資金 ン

上記の金額を振り替えられたい。 チ

（振替先） メー

年 月 日 ト

（振替元） 印 ル

↓

↑公 金 振 替 書 第 号

( )（ 受 入） 受入科目

8.5

金 会 計 セ

額 資金 ン

ただし チ

（振替元） より振替え受け入れ メー

年 月 日 ト

（振替先） ル

↓

← １４．８センチメートル →
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６２号（規格Ａ４）

前 渡 金 精 算 書 年度

会計管理者
発 議 者支出命令者

（出納員）

年 月 日

様

資金前渡職員

次のとおり精算します。 職 氏名 印

支 出 番 号 精 算 回 数 回 所 属 名

会 計 名 前 渡 金 の 内 容

前 期 か ら 翌 期 へ の
今 回 支 払 額 差引返納額款―項―目―節―細節－細々節 前 渡 金 受 領 額

の 繰 越 額 繰 越 額

前 渡 金 受 領 年 月 日 年 月 日

前 渡 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

会計局受付印備考
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６３号（規格Ａ４）

未 払 金
調 書

未 払 費 用

年度 会計名

所属

（単位：円）

納 人
予 款

算 項

科 目 摘要 金額 備考

目 節 住 所 氏 名

細 節
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６４号（規格Ａ４）

契 約 保 証 金 提 出 書

年 月 日

様

住所（法人にあっては所在地） 印 鑑

氏名（法人にあっては商号又は名称、及び代表者氏名）

※契約保証金を還付する時に印鑑照合を行いますので鮮明に押印して下さい。

契 約 内 容

工 事 ・ 施 工

・ 納 品 場 所

落 札 ・ 採 用
年 月 日 履行期限 年 月 日

決 定 年 月 日

契 約 金 額 円

上記の契約について、次のとおり契約保証金を提出します。

□現金 契約保証 円

□有価証券 金額契約保証金種類

□その他※ その他保証に関する内訳書に記入

枚 内 訳

総 額 面 備 考有価証券の名称 額面、回記号及び
附属利札

番号数

※ ※ ※会計管理者

契約番号 担当者確認 （出納員）

受入済

その他契約保証に関する内訳書

現金の場合は、領収証書の写しを（必要書類を添付すること。）
． ．

□銀行等の保証

（ ）

□保証事業会社の保証 添付してください。

（ ）

公共工事履行保証証券□

（ ）

履行保証保険契約の締結□

（※その他保証の場合、還

付申請書は廃棄）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６５号（規格Ａ４）

契 約 保 証 金 還 付 申 請 書

年 月 日

様

住所（法人にあっては所在地） 印 鑑

氏名（法人にあっては商号又は名称、及び代表者氏名）

※契約保証金提出書と印鑑照合を行いますので鮮明に押印して下さい。

契 約 内 容

工 事 ・ 施 工

・ 納 品 場 所

落 札 ・ 採 用 年 月 日 履行期限 年 月 日

決 定 年 月 日

円契 約 金 額

上記の契約について提出した、次の契約保証金を還付していただくよう申請します。

（領収証書又は有価証券預り証添付）

□現金 円契約保証金種類 契約保証金額

□有価証券

総 額 面 備 考
有 価 証 券 の 枚 内 訳

額面、回記号及び番号 附属利札名 称 数

※ ※ ※会計管理者

契約番号 担当者確認 （出納員）

払出済

現金の還付方法 □ 現金 □ 口座振替

銀行 本（支）店
口 金 融 機 関 名

座

振 口 座 名 義

替
当座・普通・その他（ ） №

先 口座種類・番号
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６６号（規格Ａ４）

有価証券預り証原符 有価証券預り証

№ №

券
券 面 円

面
証 券 番 号

割印 証券番号

預 り

年月日 ただし

預 け 人

上記の有価証券を預りました。住 所

氏 名

（保管理由） 年 月 日

印会計管理者氏名

（出納員）

上記有価証券領収しました。

年 月 日

還 付

年 月 日 住 所 氏 名 印
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６７号（規格Ａ４）

不 渡 小 切 手 受 領 書

年 月 日

様

会計管理者 印

（出納員）

次の小切手を受領しました。

番 号 金 額

振 出 人 支 払 人

振 出 地 支 払 地

振 出
受 取 人

年 月 日

収 入 納 付

年 月 日
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６８号

消耗備品登記票

群馬県流域下水道事業

番 号

品 名

購 入 年 月 日

所 属

注 登記票は、緑色で作成する。
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６９号（規格Ａ４）

決 年

月 物 品 管 理 換 決 議 書

裁 日

物 品 管 理 者 課 員 出 納 員 課 員
物 品 管 理

補 助 者

決

定

下記のとおり管理換えをしたい。 年 月 日出納簿記帳

年 月 日発議 印

送 付 先

管 理 換 え

の 理 由

種 別 購 入 年 月 日 分 類 番 号 品 名 数 量 金 額 備 考

円

（摘 要）

注 １ 「種別」欄には、備品、消耗備品、消耗品等を記入すること。

２ 品質及び形状は、「備考」欄に記入すること。
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７０号（規格Ａ４）

物 品 管 理 下記物品を受領したので
物 品 管 理 者 出 納 員 課 員 起 案 者

補 助 者 受領書を出したい。

年 月 日

管 理 換 物 品 送 付 書

年 月 日

（物品管理者） 様

（物品管理者） 印

次のとおり物品を送付します。

管 理 換 え の 理 由

種 別 購 入 年 月 日 分 類 番 号 品 名 数 量 金 額 備 考

円

（摘 要）

出納簿記帳 月 日印
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７１号（規格Ａ４）

管 理 換 物 品 受 領 書

年 月 日

（物品管理者） 様

（物品管理者） 印

次のとおり物品を受領しました。

管 理 換 え の 理 由

種 別 購 入 年 月 日 分 類 番 号 品 名 数 量 金 額 備 考

円

（摘 要）
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７２号（規格Ａ４）

物 品 購 入 調 書

年 月 日

（物品管理者） 様

資金前渡職員 職 氏 名 印

次のとおり報告します。

予算 款 項 目 節 細節 細々節

科目

購 入 消 費 引 継

品 名 規格 数量 購入先 数量 金 額 数量 金 額
価 格

単価 金 額

円 円 円 円

出納員受領 月 日印 出納簿記帳 月 日印
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７３号（規格Ａ４）

た な 卸 表

年 月 日

種別

課（所）名

品 名 規格 摘 要
単 帳簿現在高 たな卸し高 増 減

位 数量 単価 金額 数量 金額 数量 金額

円 円 円 円

注 種別欄には、消耗品、消耗備品等を記入すること。
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７４号

備品登記票

群馬県流域下水道事業

番 号

品 名

年 月 日
購 入

所 属

注 登記票は、黄色で作成する。
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N
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産

単
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品
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詳
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類
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造

細
目

耐
用

物
品

工
費

合
国

庫
市

町
一
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寄

受
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目
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産

記
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産

記
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数
量

単
又

は
年

数
帳

簿
帳

簿
計
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助

村
負
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計
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単
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事
項

位
用

途
原

価
原

価
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価
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年

)

物
品
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第７６号（規格Ａ４）

固定資産除却報告書

工事名

資産名称

除却資産 地区

台帳番号

除却年月日

物品帳簿原価

除却資産額 工費帳簿原価

計

国庫補助金

市町村負担金

一般会計繰入金

財源 寄附金

受贈財産評価額

企業債

計

原取得年月日

勘定科目

撤去品処分

品名・規格

庫入れ 数量

物品帳簿原価

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７７号（規格Ａ４）

出 納 計 画 表

会 計 月分

翌 月 予 定 翌 々 月 予 定 備 考予 算 科 目

項 目 節 細 節
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７８号（規格Ａ４）

資 金 予 算 表

（ 年 月）

年度 会計名 （単位：円）

区 分 翌月予定 翌々月予定 備考
執 行 済 額

当 月 分 累 計



159

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７９号（規格Ａ４）

予算執行計画書

年度 期執行計画

科目名称 当初予算 上期 下期
所属別
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（

）

別
記
様

式
第
８

０
号

規
格

Ａ
４

年
度

予
算

流
用

計
算

書

伝
票

番
号

流
用

年
月

日
：

：

単
位

千
円

：

（
）

今
回

流
用

流
用

後
の

款
項

目
節

細
節

細
細

節
予
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残

額
（

）
（

）
(

)
増

減
額

予
算

残
額

△
流

用
元

科
目

流
用

先
科

目

流
用

理
由

【
】

財
政

担
当

主
管

課
担

当

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

（

）

別
記
様

式
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年
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書
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号
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：
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位

千
円
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）
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用
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△
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元

科
目

充
用

先
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目

充
用

理
由

【
】
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別記様式第８２号（規格Ａ４）

収 入 計 算 書

（ 年 月）

会計 課（所）名

（ 的収入） （単位 円）

予算科目 予 算 残 額
予算現額 調 定 額 収 入 額

（配当額） 本 月 分 累 計 本 月 分 累 計

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第８３号（規格Ａ４）

支 出 計 算 書

（ 年 月）

会計 課（所）名

（ 的支出） （単位 円）

予算科目 予 算 残 額 備 考
予算現額 予 算 執 行 額

（配当額） 本 月 分 戻 入 額 累 計
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第８４号（規格Ａ４）

総 括 収 入 計 算 書

（ 年 月）

会計

（ 的収入） （単位 円）

予算科目 予算現額 予 算 残 額
調 定 額 収 入 額

本 月 分 累 計 本 月 分 累 計
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第８５号（規格Ａ４）

総 括 支 出 計 算 書

（ 年 月）

会計

（ 的支出） （単位 円）

予算科目 予算現額 予 算 残 額 備 考
予 算 執 行 額

本 月 分 戻 入 額 累 計
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

別記様式第８６号（規格Ａ４）

試 算 表

年 月 日

（ 会計）

借 方 貸 方

勘 定 科 目

残 高 残 高
合 計 合 計

累 計 当 月 当 月 累 計
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号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報

告 示■

◎群馬県告示第１０６号

地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第二十七条ただし書の規定に基づき、群馬県流域下水道事

業の業務に係る現金の収納の事務及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として、次の金融機関を

指定し、令和二年四月一日から施行する。

令和二年三月三十一日

群馬県知事 山 本 一 太

株式会社群馬銀行
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訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
五
号

県

土

整

備

部

下
水
道
総
合
事
務
所

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
資
産
単
位
物
品
表
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
資
産
単
位
物
品
表

こ
の
訓
令
は
、
群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規

則
第
四
十
九
号
）
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
資
本
的
支
出
と
収
益
的
支
出
の
区
分
を
明
確
に

す
る
た
め
、
資
産
単
位
物
品
表
を
別
表
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 （第１１号）令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報
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別表

項目 資産単位物品 単位 備考

建物

鉄筋コンクリート造又は鉄骨 建物 棟 躯体、仕上、防水、建具及び金属

。鉄筋コンクリート造 物を含む

給排水・衛生・ガス設備 式

空調・換気設備 同上

電気設備 同上

消火災害防止設備 同上

昇降機 同上

可動間仕切り 同上

れんが造、石造又はブロック 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋

造 コンクリート造に準ずる。

金属造 同上

木造又は合成樹脂造 同上

木造モルタル造 同上

構築物

管路施設 ｍ 管渠、桝、取付管、マンホール及
きよ ます

び内部防食を含む。

ポンプ場施設 除砂施設 式 内部防食、手すり、グレーチング

及び簡易覆蓋を含む。

揚水施設 同上 同上

雨水調整池・滞水池 雨水調整池・滞水池 同上

汚水調整池 汚水調整池 同上

水処理施設 沈殿施設 同上 内部防食、手すり、グレーチング

及び簡易覆蓋を含む

反応タンク施設 同上 同上

消毒施設 同上 同上

場内管渠設備 同上 同上

汚泥処理施設 濃縮タンク 同上 内部防食、手すり、グレーチング

及び簡易覆蓋を含む。

消化タンク 同上 同上

貯留タンク 同上 同上

洗浄タンク 同上 同上

場内整備 場内道路 同上 舗装、路盤及び縁石を含む。

場内施設 同上 門囲障、倉庫材料置場、擁壁、堤

防、排水施設及び外灯を含む

樋門施設
ひ

機械及び装置
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沈砂池設備

スクリーンかす設備 スクリーン 台

自動除塵機 同上
じん

破砕機 同上

ベルトコンベヤ 同上

フライトコンベヤ 同上

スクリューコンベヤ 同上

スキップホイスト 同上

貯留装置 同上

スクリーンかす洗浄機 同上

スクリーンかす脱水機 同上

汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 同上

沈砂洗浄機 同上

スクリューコンベヤ 同上

流水トラフ 同上

トラフコンベヤ 同上

フライトコンベヤ 同上

ベルトコンベヤ 同上

スキップホイスト 同上

揚砂ポンプ 同上

噴射式揚砂機 同上

沈砂分離機 同上

貯留装置 同上

雨水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 同上

沈砂洗浄機 同上

スクリューコンベヤ 同上

流水トラフ 同上

トラフコンベヤ 同上

フライトコンベヤ 同上

ベルトコンベヤ 同上

スキップホイスト 同上

揚砂ポンプ 同上

噴射式揚砂機 同上

沈砂分離機 同上

貯留装置 同上

ポンプ場設備

汚水ポンプ設備 ポンプ本体 同上 グラインダーポンプを含む。

電動機 同上

減速機 同上

抵抗器・制御器 同上
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吐出弁 同上

逆止弁 同上

真空ポンプ 同上

貯留タンク 同上

真空弁 同上

水中かくはん機 同上

雨水ポンプ設備 ポンプ本体 同上

電動機 同上

減速機 同上

抵抗器・制御器 同上

吐出弁 同上

逆止弁 同上

ディーゼル機関 同上

ガスタービン 同上

空気圧縮機 同上

燃料ポンプ 同上

燃料タンク 同上

真空ポンプ 同上

消音器 同上

冷却器 同上

排水ポンプ車（車両本体） 同上

排水ポンプ車（車載設備） 同上

雨水滞水池・調整池

雨水滞水池・調整池設備 ポンプ本体 同上

電動機 同上

吐出弁 同上

逆止弁 同上

汚水調整池

汚水調整池設備 汚泥かき寄せ機 同上

ポンプ本体 同上

電動機 同上

吐出弁 同上

逆止弁 同上

水処理設備

最初沈殿池設備 汚泥かき寄せ機 同上

スカム除去装置 同上

スカム分離機 同上

スカム移送ポンプ 同上

汚泥ポンプ 同上

反応タンク設備 送風機本体 同上
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電動機 同上

抵抗器・制御器等 同上

吐出弁 同上

逆止弁 同上

潤滑油装置 同上

冷却水ポンプ 同上

冷却塔 同上

乾式フィルタ 同上

湿式フィルタ 同上

機械式エアレーション装置 同上

水中かくはん機 同上

膜ユニット 同上

回転円板 同上

散水機 同上

汚泥ポンプ 同上

上澄水排出装置 同上

酸素発生装置 同上

散気装置 同上

膜カートリッジ 同上

最終沈殿池設備 汚泥かき寄せ機 同上

スカム除去装置 同上

スカム分離機 同上

スカム移送ポンプ 同上

返送汚泥ポンプ 同上

余剰汚泥ポンプ 同上

テレスコープ弁 同上

消毒設備 薬品貯留タンク 同上

薬品注入機 同上

塩素ガス中和装置 同上

紫外線減菌装置 同上

オゾン発生装置 同上

排オゾン処理装置 同上

反応タンク（鋼板製） 同上

用水設備 マイクロストレーナ 同上

自動洗浄ストレーナ 同上

ろ過機 同上

自動給水装置 同上

ポンプ 同上

放流ポンプ設備 ポンプ本体 同上

電動機 同上
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減速機 同上

抵抗器・制御器 同上

吐出弁 同上

逆止弁 同上

高度処理設備

反応タンク設備 薬品ポンプ 同上

薬品タンク 同上

凝集沈殿設備 かくはん装置 同上

薬品ポンプ 同上

薬品タンク 同上

急速ろ過設備 ろ過機 同上

ポンプ 同上

流入スクリーン 同上

活性炭設備 活性炭吸着塔 同上

ポンプ 同上

再生炉 同上

汚泥処理設備

汚泥輸送・前処理設備 汚泥ポンプ 同上

自動除塵機 同上

破砕機 同上

スクリューコンベヤ 同上

貯留装置 同上

スクリーンかす洗浄機 同上

スクリーンかす脱水機 同上

汚泥かくはん機 同上

洗浄水ポンプ 同上

洗浄水タンク（鉄筋コンクリート 同上

造又は鉄骨鉄筋コンクリート造）

洗浄水タンク（鋼板製） 同上

計測ピット（鋼板製） 同上

汚泥等受入タンク（鉄筋コンクリ 同上

ート造又は鉄骨鉄筋コンクリート 同上

造）

汚泥等受入タンク（鋼板製） 同上

汚泥計量分配槽（鋼板製） 同上

汚泥濃縮設備 汚泥かき寄せ機 同上

汚泥ポンプ 同上

浮上濃縮タンク（鋼板製） 同上

汚泥かきとり機 同上

加圧タンク 同上
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空気圧縮機 同上

加圧ポンプ 同上

遠心濃縮機 同上

汚泥消化タンク設備 センタードーム 同上

ガスかくはん装置 同上

機械かくはん機 同上

汚泥ポンプ 同上

脱硫装置 同上

余剰ガス燃焼装置 同上

燃料タンク 同上

燃料ポンプ 同上

ガスホルダ 同上

蒸気ボイラ 同上

温水ボイラ 同上

熱交換器 同上

汚泥洗浄タンク設備 汚泥かき寄せ機 同上

洗浄ポンプ 同上

汚泥ポンプ 同上

汚泥貯留設備 水中かくはん機 同上

機械式かくはん機 同上

空気かくはん装置 同上

汚泥ポンプ 同上

調質設備 消石灰注入装置 同上

無機凝集剤注入設備 同上

有機凝集剤注入設備 同上

凝集混和タンク 同上

造粒調質装置 同上

熱処理設備 蒸気ボイラ 同上

熱交換機 同上

反応器 同上

汚泥ポンプ 同上

破砕機 同上

熱濃かき寄せ機 同上

加圧タンク 同上

汚泥脱水設備 汚泥脱水機 同上

汚泥供給ポンプ 同上

真空ポンプ 同上

空気圧縮機 同上

フライトコンベヤ 同上

ベルトコンベヤ 同上
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脱水汚泥移送ポンプ 同上

貯留装置 同上

移動脱水車（脱水乾燥車を含む： 同上

車両本体）

移動脱水車（脱水乾燥車を含む： 同上

車載機器） 同上

汚泥乾燥設備 汚泥乾燥機 同上

蒸気ボイラ 同上

温水ボイラ 同上

熱風発生炉 同上

スクラバ 同上

熱交換器 同上

サイクロン 同上

バグフィルタ 同上

排煙処理塔 同上

汚泥焼却・溶融設備 脱水汚泥貯留装置 同上

脱水汚泥移送ポンプ 同上

焼却炉 同上

溶融炉 同上

送風機 同上

燃料供給装置 同上

補助燃焼装置 同上

熱交換器 同上

廃熱ボイラー 同上

脱硝装置 同上

排煙処理塔 同上

乾式電気集塵機 同上

湿式電気集塵機 同上

バグフィルタ 同上

サイクロン 同上

灰搬出機 同上

バケットコンベヤ 同上

フライトコンベヤ 同上

スクリューコンベヤ 同上

灰ホッパ 同上

スラグ生成装置 同上

煙道 同上

空気圧縮機 同上

建設資材利用設備 貯留装置 同上

プレス機 同上
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焼成機 同上

梱包装置 同上

コンポスト設備 切板機 同上

送風機 同上

乾燥機 同上

発酵槽（鋼板製） 同上

振動機 同上

袋詰機 同上

定量供給機 同上

コンベヤ 同上

貯留装置 同上

付帯設備

ゲート設備 流入ゲート 同上

流出ゲート 同上

バイパスゲート 同上

連絡ゲート 同上

可動堰 同上
せき

クレーン類物あげ設備 クレーン類物あげ装置 同上

配管類 配管類 同上

脱臭設備 薬液酸化装置 同上

オゾン酸化装置 同上

活性炭吸着装置 同上

直接燃焼装置 同上

酸又はアルカリ洗浄装置 同上

生物脱臭装置 同上

土壌脱臭装置 同上

ファン 同上

ダクト 同上

ポンプ類 床排水ポンプ 同上

煙突 焼却・溶融炉用 同上

ボイラ用 同上

焼成用 同上

エンジン用 同上

重量計 トラックスケール 同上

電気計装設備

特高受変電設備 断路器 同上

遮断器 同上

変流器 同上

避雷器 同上

変圧器 同上
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接地開閉器 同上

計器用変圧器 同上

保護継電器盤 同上

断路器盤 同上

遮断器盤 同上

コンデンサ盤 同上

受変電設備 断路器盤 面

遮断器盤 同上

変圧器盤 同上

コンデンサ盤 同上

変流器 同上

計器用変圧器盤 同上

低圧主幹盤 同上

柱上開閉器 同上

高調波抑制装置 同上

自家発電設備 発電機 台

原動機 同上

発電機盤 同上

同期盤 同上

自動始動盤 同上

補機盤 同上

ダミー切換盤 同上

冷却水ポンプ 同上

冷却塔 同上

給気ファン 同上

排気ファン 同上

ダミーロード 同上

消音器 同上

空気圧縮機 同上

燃料ポンプ 同上

燃料タンク 同上

制御電源及び計装用電源 蓄電池盤 面

設備

充電器盤 同上

インバータ盤 同上

鉛蓄電池（長寿命型） 台

鉛蓄電池 同上

汎用ミニＵＰＳ 同上

負荷設備 高圧コンビネーションスタータ 同上

コントロールセンタ 同上
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動力制御盤 同上

回転数制御装置 同上

計測設備（運転制御に必 流量計 同上

要な機器）

レベル計 同上

質量計 同上

温度計 同上

ｐＨ計 同上

ＯＲＰ計 同上

ＤＯ計 同上

濁度計 同上

濃度計 同上

ＭＬＳＳ計 同上

ＳＶ計 同上

界面計 同上

水分計 同上

塩素濃度計 同上

ＣＯＤ水質分析機器 同上

全窒素水質分析機器 同上

全りん水質分析機器 同上

排ガス分析計 同上

雨量計 同上

雨量レーダー 同上

監視制御設備 プロセスコントローラ 同上

シーケンスコントローラ 同上

現場盤 面

補助リレー盤 同上

計装計器盤 同上

監視盤 同上

操作盤 同上

ＣＲＴ操作卓 台

監視コントローラ 同上

データロギングコントローラ 同上

テレメータ･テレコントロール装置 同上

ＩＴＶ装置 同上

通信装置 同上

パソコン応用装置 同上

ケーブル・配管類 ケーブル・配管類 式
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